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ⅰ 現況及び特徴（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 鳥羽商船高等専門学校 

（２）所在地 三重県鳥羽市池上町１番１号 

（３）学科等構成 

      学科：商船学科、電子機械工学科、 

制御情報工学科 

      専攻科：海事システム学専攻 

              生産システム工学専攻 

（４）学生数及び教職員数（平成１８年５月１日現在） 

①学生数：６３６人    ②教員数：５７人 

     

学科学生           校長         １人 

    商船学科    １９７人   商船学科   １６人 

    電子機械工学科 ２１６人   電子機械工学科１０人 

    制御情報工学科 ２０８人   制御情報工学科１０人 

          計       ６２１人   一般教育      １５人 

 鳥羽丸          ４人 

専攻科学生                専攻科          １人 

    海事システム学専攻  ４人   計         ５７人 

生産システム工学専攻１１人 

計            １５人   事務職員数  : ４６人 

                                                    

２ 特徴 

  本校は、１８８１年（明治１４年）８月に東京攻玉

社分校として、三重県の鳥羽に船舶職員養成を目的と

した鳥羽商船黌が創設され、以来１２０有余年の歴史

を有し、幾多の名称・組織・制度の変遷を経て現在に

至る。 

  １８９５年 東海商船学校と改称 

  １８９９年 鳥羽町立鳥羽商船学校 

  １９１１年  三重県立鳥羽商船学校 

  １９３９年  官立（文部省直轄）鳥羽商船学校 

  １９４２年 逓信省に移管 

  １９４５年 運輸省所管 

  １９５１年 文部省所轄 

  １９６７年  鳥羽商船高等専門学校となり、航海学 

科４０名、機関学科４０名で発足。 

  １９６９年  機関学科１学級増により航海学科４０ 

名、機関学科８０名、計１２０名とな 

る。 

  １９８５年 機関学科１学級を分離改組し、電子機 

械工学科を設置。 

  １９８８年 航海学科及び機関学科を改組し、商船 

学科４０名、制御情報工学科４０名

を設置。現在の３学科体制となる。 

  ２００５年 専攻科（海事システム学専攻、生産シ 

ステム工学専攻）設置。 

 

 昭和４２年６月に、我が国の工業発展を支える実践

的技術者（船舶職員）の養成を目指し、それまでの商

船学校から商船高等専門学校となった。当初は、航海

学科と機関学科の２学科で発足。昭和４４年度に機関

学科１学級増となり、２学科３学級の１学年１２０名

体制となった。昭和６０年度に機関学科１学級を電子

機械工学科に改組した。さらに、昭和６３年度に航海

学科及び機関学科を商船学科と制御情報工学科に改組

し、現在の３学科体制が確立した。 

  その後、科学技術の一層の進展、国際化の到来によ

り、より高度な技術者の育成、生涯学習に対する国民

の意欲が高まってきたことを受け、平成１７年度に２

年制の専攻科（海事システム学専攻、生産システム工

学専攻の２専攻）を設置した。 

 全国に５校しかない商船系学科と工業系学科を持つ

特色ある商船高等専門学校である。本校は、明治１４

年の創設以来、我が国の海運及び工業の発展を支える

有能な実践的技術者を育成すること、広く地域と社会

に貢献することを使命として数多くの卒業生を送り出

してきた。また、平成１６年度には、時代に沿った新

たな教育理念を定め、養成すべき人材像を明確化した。 

 本校では就職希望者の就職率は常にほぼ１００％を

維持し、その多くは企業の中堅技術者として活躍する

ほか、企業経営者、研究者や大学・高専教員など幅広

い分野に優秀な人材を輩出している。 

 卒業生の活躍や実績に加え、近隣中学校への広報活

動、公開講座やオープンカレッジの開催等の地域貢献

活動を背景に、中学生の数が減少する状況にも関わら

ず、本校は志願する中学生を確保している。 

 本校では、クラブ活動等の課外活動も人間形成のた

めの場として重要視している。最近は、本校の自主性

を重んじる校風と相俟って、クラブ活動や各種コンテ

ストへの積極的な参加が増え、国民体育大会や高校総

合体育大会（インターハイ）を始めとした全国大会へ

の出場や全国規模の各種コンテストで活躍する学生が

多くなってきている。 

 社会貢献の一つである産学官連携活動については、

平成１７年度に地域共同テクノセンターを設立した。

同センターは、企業等との共同研究、技術相談、講演

会・セミナーの開催、地域との連携事業を通して地域

の発展や活性化に貢献することを目的にしている。平

成１７年度には、三重県の産業支援センターを通じ、

金融機関が加わった産学官金の連携事業として、共同

研究の依頼を受けて製品開発を行い、市販されるよう

になった。また、地元企業の依頼により、市民等を対

象にした憩いの場所へ水車数台を学生及び技術センタ

ーで製作し、設置している。 

 本校では、平成６年度に自己点検評価報告書の第１

報を公表して以来、平成１0 年度に第２報を、平成１

７年度に外部評価を実施した。また、昭和５８年度に

は、国際条約であるＳＴＣＷ条約（船員の訓練及び資

格証明並びに当直の基準に関する国際条約）に適合し

た高等教育機関として認可を受け、平成１６年度に、

その条約に従い、養成施設（三級海技士）としての資

質基準に係る審査を受審し、合格した。 

 現在、産業、教育、災害時の対応等において、地域

の振興発展及び人材の育成に貢献することを目指して、

地元、鳥羽市及び三重県と協議している。 
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ⅱ 目的（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

鳥羽商船高等専門学校の使命 

 本校は、教育基本法、学校教育法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、「職業に必要な実践的

かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡あ

る発展を図ることを目的とする」と学則第１章第１条に定めている。この目的に則り、我が国の工業発展を支え

る有能な実践的技術者の育成・船舶職員の養成を目指し、広く地域と社会に貢献することを使命としている。 

 

教育活動等の基本的な方針、教育目標等 

 本校は、船舶職員の養成を目的として１２０年余にわたってその責を果たしてきたが、我が国の海運産業を取

り巻く国際的環境の変化に伴って学科改組等を行い、産業構造の変化及びそれに伴う要望に対応してきた。更に、

科学技術の高度化と国際化の進展等により、技術者教育を担う高等教育機関に新たな展開が求められている。こ

れを踏まえ、平成１６年度新たに教育理念を定め、養成すべき人材像を明確にした。 

 

 教育理念 

  高等専門学校は、社会の発展と共に変化する要求に対応した実践的技術者の養成を行うことにより、社会と

共に歩む存在でなければならない。 

   即ち、これまでも常に社会の求める技術者としての卒業生を養成し輩出してきたが、今後も、高度の専門知

識を深く探求し、個性を生かした豊かな人間性と創造性を育み、生涯にわたりその能力で社会貢献が可能な技

術者を卒業生として輩出し続けることを社会的責任と認識し、その責務遂行を教育理念としている。 

 

 養成すべき人材像 

  本校は、開校以来、国際的に通用する柔軟性及び創造力のある実践的技術者の育成を目標としてきており、

基本的に今後もその方針に変わりはない。 

   長い歴史を有する船舶職員の養成において、その卒業生は、無冠の外交官といわれ世界に飛躍し活躍してき

たが、今後もそのような人材の養成を継続していきたい。このことは、商船学科の学生のみならず、電子機械

工学科及び制御情報工学科の工業系２学科の学生にも共通するものである。 

   即ち、国際性豊かなエンジニア・ジェントルマンとしての実践的技術者は、我が国内の産業界のみならず、

海外においても活躍することが期待できる人材である。 

   そのために、学生は、単に自己の専門領域に関する知識の習得や技術の一層の向上、技術者としての健全な

職業倫理、コミュニケーション能力の向上等に努力することがこれまで以上に望まれる。 

   従って、本校としては、それらを備えた人材を社会に送り出すべく高等教育機関としての責務を着実に果た

していきたい。 

 

（準学士課程・専攻科課程、学科・専攻ごとの独自の目的） 

「教育に関する方針、目標」（準学士課程、学科） 

「方針」５年（５年半）一貫教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的知識と

技術及び生涯にわたり学習する力を身に付けた人材を育てる。 

 

 

「教養教育の目標」 

 （１） 専門科目を学ぶための基礎学力を養わせる。 

 （２） 論理性と柔軟な表現力及び国際性を身に付けさせる。 

 （３） 技術者としての倫理観を身に付けさせる。 

 

「専門教育の目標」 

【商船学科】船舶の運航に関する専門知識と技術を習得し、海事関連産業分野で即戦力となり得る素養を身

に付けさせる。 

【電子機械工学科】機械工学の分野と電子工学の分野の両方にわたる専門知識と技術を習得し、工業技術の

分野で即戦力となり得る素養を身に付けさせる。 
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【制御情報工学科】 情報処理の分野と制御工学の分野に関する専門知識と技術を習得し、工業技術の分野

で即戦力となり得る素養を身に付けさせる。 

 

「教育に関する方針、目標」（専攻科課程、専攻） 

① 実践的技術者育成を目標とした上で、さらにレベルの高い開発能力・創造能力を持った実践的専門技術
者を育成する。 

② 技術の高度化、社会の複雑化、価値観の多様化の中で技術者として仕事をしていくために、システム的
思考、システム化能力を育成する。 

③ 国際社会におけるコミュニケーション能力、技術者としての倫理意識、環境問題に対する意識の育成な
ど社会および時代の要請に応える教育を行う。 

 

【海事システム学専攻】 

    本科（商船学科）席上課程及び１年間の大型練習船実習で習得した海技技術を基礎に、問題解決能力・環 

境問題・グローバル化等に対応できる海技技術者を育成する。 

 

【生産システム工学専攻】 

    本科（電子機械工学科、制御情報工学科）課程で習得した基礎工学を基盤に、機械システム、電子・物性、 

計測制御及び情報・通信関連分野の知識を習得し、柔軟で人間性に富む研究開発型創造的技術者を育成する。 

 

「学生への支援に関する目標」（準学士・専攻科課程共通） 

① 学生が安心して学業に専念することができるように、設備の改善を図る。 

② 経済的かつ精神衛生上での援助を行えるよう、学生への支援体制を充実させる。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価

基準１ 高等専門学校の目的

（１）観点ごとの分析

観点１－１－① ： 目的として、高等専門学校の使命、教育研究活動を実施する上で

の基本方針、及び養成しようとする人材を含めた、達成しようとし

ている基本的な成果等が明確に定められているか。

（観点に係る状況）

本校は昭和４２年高等専門学校昇格時に、学校の目的を教育基本法及び学校教育法に基

「 、 」づき 深く専門の学芸を教授し 将来有為な船舶職員となるに必要な能力を育成すること

と定めたが、その後、学科改組に伴い 「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術、

を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発

展を図ることを目的とする」に改め、現在に至っている。 以来、この目的を達成すべく

学校運営がなされてきたが、急速な産業構造の変化、科学技術の高度化、国際化などの社

会情勢の変化や人材養成の要求を踏まえ、現行の教育目標を定めた （資料１－１－①－。

１～２）

この教育目標を受けて各学科、専攻でそれぞれ独自の目標が定められている。

資料１－１－①－１

「本校の教育目標」 （出典 学生便覧）

１． ジェントルマンシップ・レディシップ豊かな人間であること

２． 創造性豊かな技術者となること

３． 国際性豊かな社会人となること

「各学科の教育目標」 （出典 学生便覧）

○ 商船学科の教育目標

物流の国際化と船舶の技術革新に適応した船舶の運航技術者として活躍で

きる専門知識と技術を習得した人材および海事関連産業で活躍できる人材

を育成する。

○ 電子機械工学科の教育目標

（ ）機械技術と電子技術および情報技術を融合した電子機械 メカトロニクス

に関する専門知識と技術を身に付けた実践的技術者を養成する。

○ 制御情報工学科の教育目標

制御情報工学（情報応用システム・組み込みシステムに関する工学）にお

ける実践的技術者としての専門知識と技術を身に付ける。

○ 専攻科の教育目的

高等専門学校における教育の基礎の上に高度の専門的学術を教授し、専門

領域の幅を拡大するとともに、国際的感覚と広い視野をもって研究・技術
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開発能力、創造能力を発揮できる実践的専門技術者を育成する。

（海事システム学専攻）

① 国際的に通用する海事技術者としての高度な能力

② 国籍、文化、風習の相違を認め合いながら、正しいリーダーシップ

を取りうる人間としての資質

③ 状況を正しく認識し、問題を明確化し、それを解決しうる問題解決

能力

④ 環境問題に海事技術者の立場で適切に対応できる見識

⑤ グローバルな視点のもとで、現実に生活している地域社会の諸問題

の解決に自主的に参画しうる社会人としての資質

（生産システム工学専攻）

柔軟で人間性に富んだ研究開発型創造的技術者の育成を目指す。

① 工学の各専門分野に関しての基礎知識と応用技術を身につける。

② 複合的視点から物事を考える能力とその素養を養う。

③ 工学的課題を解決するための実施計画を設定できる能力を養う。

④ 計画を遂行し、工学的に考察し、かつ説明する能力を養う。

⑤ 技術者としての社会貢献と責任について考える能力を養う。

⑥ 論理的な記述力と英語など外国語の読解能力、およびコミュニケー

ション能力を養う。

資料１－１－①－２

「養成すべき人材像」 （出典 中期目標）

本校は、開校以来、国際的に通用する柔軟性及び創造力のある実践的技術者の

育成を目標として来ており、基本的に今後もその方針に変わりはない。

長い歴史を有する船舶職員の養成において、その卒業生は、無冠の外交官と言

、 。われて世界に飛躍してきたが 今後もそのような人材の養成を継続していきたい

このことは、商船学科の学生のみならず、電子機械工学科及び制御情報工学科の

工業系２学科の学生にも共通するものである。

即ち、国際性豊かなエンジニア・ジェントルマンとしての実践的技術者は、我

が国内の産業界のみならず、海外においても活躍することが期待できる人材であ

る。

そのためには、学生は、単に自己の専門領域に関する知識、技術の一層の向上

のみならず、技術者としての健全な職業倫理、コミュニケーション能力の向上等

がこれまで以上に望まれる。

従って、本校としては、それらを備えた人材を社会に送り出すべく高等教育機

関としての責務を着実に果たしていきたい。
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（分析結果とその根拠理由）

学校全体の教育目標がきちんと定められ、そのもとに、学科ごとの目標が整理、

設定され、明確に定められている。

観点１－１－② ： 目的が、学校教育法第７０条の２に規定された、高等専門学校一

般に求められる目的から、はずれるものでないか。

（観点に係る状況）

本校は、学則第１章第１条において 「本校は、教育基本法、学校教育法及び独立、

行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及

び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と

均衡ある発展を図ることを目的とする 」と定め、これを基に本校の教育目標や各学。

科の教育目標を定めている。これは、高等専門学校の目的を定めた学校教育法第７０

条の２の「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成すること」と合致して

いる。

（分析結果とその根拠理由）

本校は高等専門学校として 「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成、

する目的」をより具体的に定めており、学校教育法第７０条の２の目的に合致してい

る。

以上のことから、本校の目的は、学校教育法の定めにはずれるものではない。

観点１－２－① ： 目的が、学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。

（観点に係る状況）

本校の教育目的は 「ウェブサイト」および「学校要覧」に明記され、教職員に配、

布される「規則集 「学校要覧 「学生便覧 「シラバス 、学生に配布される「学」、 」、 」、 」

生便覧 「シラバス」に明記されている （別添資料１－２－①－１～５）」、 。

これらの資料により、教職員に対しては、運営会議、教員会議等を通じ周知させて

いる。また、学生に対しても、入学式後の新入生ガイダンス、ホームルーム、全校集

会等を通じて周知するようにしている。さらに新任教員に対しても年度当初に説明を

行い、周知している。

資料１－２－①－１ ウェブサイト

資料１－２－①－２ 学校要覧

資料１－２－①－３ 規則集

資料１－２－①－４ 学生便覧
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資料１－２－①－５ シラバス

（分析結果とその根拠理由）

本校の教育目的を周知するために、これをウェブサイト、学校要覧、学生便覧等の

資料に明記すると共に、教員には様々な機会に周知させる仕組みになっているが、学

生に対しては、種々の資料配付に加えて全校集会やホームルームを通じて周知してい

るものの、学生の意識に対する充分な周知徹底には、なお継続して努力する。

観点１－２－② ： 目的が、社会に広く公表されているか。

（観点に係る状況）

本校の目的は、広報用資料「学校要覧 「進路良好 、ウェブサイトに明記し、公」、 」

表、周知を図っている。学校要覧や進路良好は、県内外の中学校、入試広報で訪問す

る中学校（教員、生徒及び保護者 、就職に対する求人依頼で訪問する企業、産学官）

連携活動の行事に参加する企業、公開講座等への参加者に幅広く配布している。

特に、中学校の進路指導教員を対象にした学校訪問、中学校における生徒及び保護

者を対象とした進路説明会に積極的に本校教員を派遣し、また本校における学校説明

会においても、本校の教育目標等のＰＲを行っている （別添資料１－２－②－１～。

３）

資料１－２－②－１ 進路良好

資料１－２－②－２ 学校要覧、進路良好等配布先一覧

資料１－２－②－３ 学校説明会、中学校訪問先一覧

（分析結果とその根拠理由）

本校は、その目的を、ウェブサイト、各種広報誌の配布、中学校への訪問活動、学

校説明会等の機会を通じて説明しており、本校の目的は広く社会に公表されている。

（２） 優れた点及び改善を要する点

（優れた点）

、 。本校の教育目的は明確に定められ 学校教育法の高等専門学校の目的に合致している

本校の長い歴史の中で養成してきた実践的技術者が、各分野で活躍しているのを見る

につけ、この目的は、今後とも技術者教育にとって必要なものであると言える。

、 、 、 、 。本校の目的は 学生便覧 シラバスなどにより 全学生 全教職員に公表されている

、 、 、 。また 学校要覧 進路良好などにより 中学生や中学教員等にも広く公表されている
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これらの取り組みが 「教務委員会」及び「広報・公開委員会」を中心に統一的・一、

体的に推進されている。

（改善を要する点）

学内において、統一的・一体的に取り組み、本校の教育目標等を学生及び教職員に周

知するように努力しているが、実際、どの程度認知され、周知されているかを学校とし

て十分には把握できていない。今後、アンケート調査等を実施して把握・確認に努め、

学校運営に活かしてゆく。

（３） 基準１の自己評価の概要

本校の目的は、教育目標、養成すべき人材像に基づき、学科ごとの目的として明確に

定められている。この目的は、学校教育法に基づいて定められたものであり、高等専門

学校に求められる目的からはずれるものではない。

また、学生便覧、シラバス、学校要覧などにより学生や教職員に明示されているが、

どの程度関係者に充分周知されているかは十分には確認されていない。今後、アンケー

ト調査等で認知度を確認する必要がある。

中学校や社会に対しては、学校説明会、学校要覧、学校案内（進路良好 、ホームペ）

ージなどによ

り公開、説明されているが、未だに、高等専門学校そのものに対して認知されていない

ところもあるので、今後、更なる広報活動が必要である。
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

 観点２－１－①： 学科の構成が、教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 
（観点に係る状況） 本校は、商船学、機械工学、電気電子工学、制御工学、情報工学の各分野に 
精通した実践的技術者を養成するため、高等専門学校設置基準に基づき、商船学科、電子機械工学 
科、制御情報工学科の３つの学科で構成されている。（学則第７条 資料２－１－①－１）。  
設立当初の航海学科、機関学科（後に２クラスとなる）から、時代の背景とともに２度の学科改組 
を経て、現在の３学科体制になっている。各々の学科が独自の教育目標を設けている（資料１－１ 
－①－１）。 これらの教育目標は、本校の「目的」を反映したものである。 
 

資料２－１－①－１ 
 本校の学科構成 

    
        学 科       学級数    入学定員 
    
       商船学科        １      ４０人  
       電子機械工学科     １      ４０人 
       制御情報工学科     １      ４０人  
  
                     （出展：学則第３章第７条第１項） 

 
 
（分析結果とその根拠理由） 各学科は我が国の工業発展を支える商船系及び工学系の主要な３分 
野から構成されており、各学科が本校の教育目的に従い、明確な教育目標を掲げている。 
以上により、学科の構成が、学校全体が目指す教育の目的を達成する上で適切なものである。 

 
 
観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には、専攻科の構成が、教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

 
（観点に係る状況） 本校専攻科は、学科教育において身に付けた専門知識・専門技術を更に展開 
できるよう、学校教育法の規定に基づき、平成１７年度に海事システム学専攻、生産システム工学 
専攻の２専攻から成る専攻科が設置された。海事システム学専攻は、商船学科卒業生を対象とし、 
生産システム工学専攻は、電子機械工学科または制御情報工学科卒業生を対象としている。 
生産システム工学専攻は、機械工学、電気電子工学、情報工学の３コースで構成されている。 
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資料２－１－②－１ 

           本校の専攻科の構成 
       専  攻          入学定員 
     海事システム学専攻        ４人 
     生産システム工学専攻       ８人 

                       出典：学則第６章第３６条 

 
（分析結果とその根拠理由） 本校は、学校教育法及び高等専門学校設置基準を充たした専攻科を 
設置している。 また、専攻科の教育目標は、本科の教育との継続性であり、国際的に活躍できる 
実践的技術者の養成でもあり、本校の「教育目的」と整合している。 
 以上のことから、専攻科の構成は、学校全体が目指す教育の目的を達成する上で適切なものとな 
っている。 
 
 
観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には、それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

 
（観点に係る状況） 本校は、全学生が共通で使用できる教育施設として、総合情報センター、技 
術センター（実習工場、艇庫を含む）を、また地域との連携を推薦するために、地域共同テクノセ 
ンターを設置している。 これらの施設は、本校の教育目的の達成のため利用されている。 
 
（総合情報センター） 本校における電子情報のための情報システム及び情報ネットワークシステ 
ムを利用した教育及び研究開発並びに事務の情報化に関し情報の高度化及び総合的な利用を図る目 
的で平成１４年度に設置された。各学科の基礎情報処理教育や専門情報処理教育に利用されている。 
同センターには、５０台のコンピュータを備えた２つの演習室があり、平日は午後７時まで自由に 
利用できる（資料２－１－③－１～２）。 
 
（技術センター（実習工場、艇庫を含む）） 本校における技術教育及び共同研究のための技術支援 
並びに実習工場及び共同利用機器の管理運営の推進を図り、かつ、幅広い視野と独創性の高い自主 
技術開発力を持つ技術者の養成及び地域社会の発展に寄与することを目的として平成1１年に設置 
された。機械工作関係を中心とした設備を配置している技術センター（実習工場）は、実験・実習・ 
卒業研究等の授業で主に利用されている。 また、ロボットコンテスト、スターリングエンジンコ 
ンテスト、ソーラーボートコンテストなどの各種競技に参加する装置の製作などにも利用されてい 
る。本校が掲げる創造的・実践的な技術者を育成する施設の一つとして役割を担っている（資料２ 
－１－③－３～５）。 
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（地域共同テクノセンター） 同センターは、民間等外部の機関との連携を深めるため、共同研究、 
技術相談、技術指導を通じて、本校の教育研究の発展に寄与するとともに、地域社会における産業 
技術の振興及び発展に貢献することを目的として平成１６年度に設置された。施設としては、まだ 
設置されていないが、平成１７年度には、「みえ産学官プラス金融機関連携」で成立した民間企業と 
の共同研究で「ラベルはく離機」を製品化している。（資料２－１－③－６） 
 
資料２－１－③－１ 総合情報センター規則 
資料２－１－③－２ 電算機室演習室利用状況 
資料２－１－③－３ 技術センター規則 
資料２－１－③－４ 実習工場平面図 
資料２－１－③－５ 実習工場利用状況 
資料２－１－③－６ 地域共同テクノセンター規則 

 
（分析結果とその根拠理由） 総合情報センターと技術センターの施設は、授業で使用しているば 
かりでなく、授業以外にも数多くの学生に利用されており、本校の教育を遂行するために不可欠の 
施設となっている。また、地域共同テクノセンターは、設立されて間もないが、着実にセンター設 
立の目的にあった成果を上げている。 
 以上のことから、全学的なセンターの構成や役割、活動状況は本校の教育の目的を達成するため 
に適切なものとなっている。 
 
 
 観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展

開するための検討・運営体制が整備され、教育活動等に係る重要事項を審議す

るなどの必要な活動を行っているか。 

 
（観点に係る状況） 校長の統括のもと、教育課程全体を企画・調整するための委員会組織及び校 
務実施体制を系統的に整備している（資料２－２－①－１～３）。 これらの組織は、互いに連携し 
合っている。 
教育課程に関する企画・検討する組織としては、教務委員会及び各学科・専攻科の分科会を設置 
している（資料２－２－①－３～４）。 教務委員会を中心に検討された内容については、最終的に

運営委員会及び教員会議において、再度審議し、決定している（資料２－２－①－５～６）。 これ

らにおいて審議、決定された事項を各学科、専攻科、事務部等が実施している。 学校全体として

より良い教育を展開していくために、自己点検評価委員会を設置している（資料２－２－①－６～

７）。 
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資料２－２－①－１ 鳥羽商船高等専門学校運営規則 
資料２－２－①－２ 鳥羽商船高等専門学校組織表 
資料２－２－①－３ 委員会組織及び校務実施体制図 
資料２－２－①－４ 教務委員会の議事要旨 
資料２－２－①－５ 運営委員会の議事要旨 
資料２－２－①－６ 教員会議の議事要旨 
資料２－２－①－７ 自己点検評価委員会の議事要旨 

 
（分析結果とその根拠理由） 本校は教育課程全体を企画・調整するための体制を含む委員会組織 
及び校務実施体制を系統的に整備している。 これらの組織は、互いに連携し、より良い教育活動 
を実践するために構築されている。 平成１７年度には、１４回の教務委員会が開催され、日常的 
な教育活動の管理運営、学修単位導入の検討、カリキュラム変更などの新たな取り組みが検討され 
ている。 
  以上のことから、教育課程全体を企画・調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展 
開するための検討・運営が整備され、必要な活動が行われている。 
 
 
 観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が、機能的に行われているか。 

 
（観点に係る状況） 一般科目から専門科目への移行が円滑に行われるように、教務委員会で意見 
交換を行い、授業改善に反映されるように努めている。 平成１７年度の法律改正に伴い、現在、 
各学科においてカリキュラム全体について見直しを進めている。 このため、一般科目と専門科目 
を担当する教員間の緊密な連携システムを構築し、教育の内容や方法をより良いものに改善できる 
体制を整備するように努めている（資料２－２－②－１）。 
また、学生の基礎学力（国語、数学、英語）向上のため、平成１６年度から１・２年生を対象に、 
長期休暇を利用し補習授業を実施している。 この補習授業に対し、一般科目の教員と専門科目の

教員が意見交換を行い、全教員で補習授業の学生指導をしている（資料２－２－②－２）。 
 
資料２－２－②－１ 化学についてのアンケート調査 
資料２－２－②－２ 補習授業の日程表等  

 
（分析結果とその根拠理由） 低学年の学力向上に対する連携は、教務委員会を中心に組織的に行 
われている。しかし、高学年を含めた全学的な教員間の連携については、組織的に行われていると 
は言い難い。 
今後、教務委員会を中心に体制を整備し、教員間の連携が機能的に行われるよう改善の努力を進

める。 
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 観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

 
（観点に係る状況） 本校は、学級担任制度を重視し、各クラスに学級担任が置かれている。学級 
担任は学級の学生一人一人の学習・課外活動や学校生活全般の状況を的確に把握するように努め、 
教育活動が円滑に行われるように配慮している（資料２－２－③－１～２）。 
学級担任会議は、本校における教育計画の実施に関し、その円滑な運用を図るために設置され、 
学科・学年を超えた連携を図り、学級担任が学生指導を円滑に行うことができるように支援してい

る（資料２－２－③－３）。 
 課外活動は、体力の維持向上と徳の涵養等の観点から重要である。 学生の課外活動の主である 
クラブ活動に対しては、２名以上の顧問教員を配置し、必要に応じて学内の事務職員をコーチとし 
更に学外の専門コーチを配置し、課外活動及びその指導が円滑に実施されるように配慮している 
（別添資料２－２－③－４～６）。 
 事務組織としては、学生課に教務係、学生生活係などがあり、教務係が教務委員会、学級担任会 
議、学生生活係が学生委員会、寮務委員会、顧問会議の教育活動の事務を担当している。 
 
 
資料２－２－③－１ 平成１８年度学級担任一覧 
資料２－２－③－２ 学級担任のしおり 
資料２－２－③－３ 学級担任会議内規 
資料２－２－③－４ 学生会クラブ一覧 
資料２－２－③－５ 平成１８年度クラブ顧問教員一覧 
資料２－２－③－６ クラブ活動学外コーチ一覧 

 
（分析結果とその根拠理由） 学級担任制度により、各学級担任が学生一人一人に目を向け、各個 
性の伸長等きめ細かい教育指導に努めている。 学級担任会議をはじめとした各委員会等が学級担 
任への支援を行っている。 課外活動に関しては、複数の顧問教員及び学外コーチ等を配置し、課 
外活動の充実強化を支援している。 
 以上のことから、教育活動を円滑に実施するための支援体制は適切に機能している。 
 
 
（２） 優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 学校全体としてより良い教育を実践していくために、教務委員会、各学科の分科会、 
教員会議、学級担任会議等を設置し、教育改善を進める体制を整えている。教員及び職員が結束し 
てさらにより良い教育の成果を上げるため、継続的な改善に努めている。 
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また、低学年の補習に対する取り組みにみられるように、全教員による支援が得られている。 
 
（改善を要する点） 新任教員（担任及びクラブ顧問）に対するきめ細かい教育・支援体制の充実 
を図る必要がある。 また、今以上に一般科目と専門科目担当教員との連携を図る組織的な整備を 
進めていく。 
 
 
（３）基準２の自己評価の概要 

本校に設置された３学科は、工学系の３分野から構成されており、高度な専門知識と創造力、判 
断力を身に付けた実践的技術者を育成するための体制が整っている。 
また、専攻科課程の２専攻では、高度な専門知識と創造力、判断力を身に付けた国際的に活躍で 
きる実践的技術者を育成するための体制を整備している。 ３学科及び専攻科はそれぞれの教育目

標を掲げており、これらの教育目標と本校の教育目的が整合していることから、学科及び専攻科の

構成が、学校全体の目指す教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。 
 本校は、全学生が使用する教育施設として、総合情報センター、技術センター（実習工場）を設 
置している。 これらの施設は、授業以外にも数多くの学生に利用されており、本校の教育の目的 
を達成するために不可欠の施設となっている。また、地域共同テクノセンターは、設立されて間も 
ないが、着実にセンター設立の目的にあった成果を上げている。 
 学校全体としてより良い教育を展開していくために、教育課程全体を企画・調整・展開するため

の体制が系統的かつ適切に整備され、効果的に機能している。 校長の統括の下、教育課程全体を

企画・調整する委員会組織及び校務実施体制を系統的に整備している。 学校全体としてより良い

教育を展開していくために、点検評価委員会、教務委員会、学生委員会を設置し、その対策・改善

策を提言することによって教育改善が実施されている。 
 教員間の連携という点では、改善すべき点もあるが、教務委員会の下、一般科目と専門科目の教

員が連携して教育課程・教育方法をより良いものに改善するように努めている。 
 本校は、学級担任制度の充実を図り、各担任が学生一人一人に目を向け、教育の成果が上がるよ

うきめ細かい指導を行っている。 また、担任のしおりの作成や学級担任会議、学生委員会等を通

じ担任への支援を行っている。 課外活動に関しては、複数の顧問教員及び学外コーチ等を配置し、

課外活動の指導が円滑に実施できるように支援している。 
 教育活動を円滑に実施するために、各種委員会や事務組織の支援体制が置かれ、機能している。 
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基準３ 教員および教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

 

観点３－１－①：教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置され

ているか。 

 
（観点に係る状況）一般教育では各学科が掲げる教育内容の土台を築くために、実践的技

術者に必要とされる豊かな創造性と教養などの資質を身に付けるとともに専門科目を学ぶ

ための基礎学力を養う。各学科の一般科目の位置付けは資料３－１－①－１～４に示され

ている。一般教育担当教員は、資料３－１－①－５に示す 14名の専任教員と資料３－１－
①－６に示す 1４名の非常勤教員から構成し、専任教員 14名は「高等専門学校設置基準（以
下、「高専設置基準」、3学科の場合 14名以上）をみたしている。一方、非常勤教員は英語
担当の外国人教員を含む各専門分野の教員をそれぞれ配置している。特に、18 年度からは
非常勤講師の人員を削減し専任教員の授業時間を大幅に増やした。（資料３－１－①－７）

これにより、学生の授業時間外の質問や個別指導などに関して、より緻密な対応ができる

よう一般教育の体制を整備した。 
 
（分析結果とその根拠理由）一般教育では、専任教員 14 名と非常勤教員 15 名によって学
生を適切に指導する体制が整えられている。各教科の担当者の配分も偏りがなく、かつ高

専設置基準をみたしており、教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適正

に配置している。 
 
 
観点３－１―②：教育の目的を達成するために必要な各学科の専門担当教員が適切に配置

されているか。 

 
（観点に係る状況）本校は商船系１学科（商船学科（航海コースおよび機関コースからな

る））と工業系２学科（電子機械工学科、制御情報工学科）の３学科からなり、各学科とも

高専設置基準を満たす人数を適切に配置している。また、各学科の教育目標を達成できる

ように教員を配置している。資料３－１－②－１～３に各学科の専任教員および非常勤教

員を示す。非常勤教員の配置は、急速に進歩する工業技術の教育に対応するためである。 
 商船学科では、船舶職員法に基づく三級海技士（航海および機関）第一種養成施設の指

定校である。航海コースに８名、機関コースに８名(資料３－１－②－１)の専任教員を配置
している。本校では練習船「鳥羽丸」を所有し、専任の練習船教員として船長、機関長、

一等航海士、一等機関士の 4名を配置している。（資料３－１－②－４）また、非常勤の外
国人教員 1名も配置している。(資料３－１－②－１) 
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 電子機械工学科では機械工学と電気・電子工学の両面を教授するため、専任教員 11名と
１名の非常勤講師を配置している。（資料３－１－②－２） 
 制御情報工学科では、専任教員 1０名を配置している。（資料３－１－②－３） 
（分析結果とその根拠理由）本校は３学科を有する高専で、高専設置基準を満たしかつ商

船学科においては船舶職員養成施設としても対応している。商船学科の特化された教育、

ならびに２学科の先進的な工業教育を行ない、高専としての役割を十分果たせる教員を配

置している。 
以上により、教育の目的を達成するために必要な各学科の専門担当教員を適切に配置し

ている。 
 
 
観点３－１－③専攻科を設置している場合には、教育の目的を達成するために必要な専攻

科の授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

 
（観点に係る状況）本校では平成１７年度に専攻科を設置した。専攻科は海事システム学

専攻と生産システム工学専攻で構成され、準学士課程の５年半あるいは５年間の専門基礎

に基づくより高度な専門教育を行なっている。各専攻にはそれぞれの教育目標を達成する

ため、個々の教育科目を担当するにふさわしい実績を有する教員を配置している（資料３

－１－③－１、２）。開設科目（資料３－１－③－３、４）は語学等のコミュニケーション

能力向上のための一般科目、海事科学と工学の基礎分野の専門共通科目ならびに各専門専

攻科目から成り、現代社会に求められる専門知識を網羅している。 
 
（分析結果とその根拠理由）専攻科の授業担当教員は「大学評価・学位授与機構」の「設

置認定を受けた専攻科における教育の実施状況等の審査」を通過しており、全教員の質は

専攻科に適するものである。すなわち、教員は専攻科の教育目標と社会要求に対応できる

授業が提供でき、専攻科の授業科目担当教員を適切に配置している。 
 
 
観点３－１－④：学校の目的に応じて、教員組織の活動をより活発化するための適切な措

置（例えば、均衡ある年齢構成への配慮、教育経歴や実務経験への配慮等が考えられる。）

が講じられているか。 

 
（観点に係る状況）本校教員の学科別年齢構成ならびに教員構成を資料３－１－④－１に

示す。本校教員の年齢構成はほぼ均等に分布している。本校では外部の実務経験を有する

教員を積極的に公募して採用し、実践的教育の向上に努めている。資料３－１－④－２は

教員の採用前の経歴一覧で、民間企業や大学等の外部機関で研究開発または教育実績のあ
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る人材を多方面から採用している。特に練習船の船長、機関長は外航船員として長い経験

がある優秀な人材を確保しており、商船教育レベルの維持、向上を図っている。公募のホ

ームページ掲載状況等と機関長公募のホームページを資料３－１－④－３、４に例として

示す。 
 教員の業績向上を支援するために学校としての支援を行なっている。本校では大学や外

部研究機関等への研修制度を設けている。比較的長期間のものとして、文部科学省の在外

研究員および内地研究員派遣者一覧を資料３－１－④－５に示す。内地研究員派遣者のう

ち２名は、大学院博士課程の社会人選抜制度を利用して博士号を取得した。資料３－１－

④－６は、全教員の学位取得状況の 5 年間の変化を表した図で、博士取得者数が増加して
いることが明確に示されている。 
 
（分析結果とその根拠理由）教員の年齢構成の著しい偏りがなく、外部の実務経験を有す

る人材を多く採用している。また、教員採用時の条件を明確に示すことや、研修制度など

により教員の研究、教育実績の向上を積極的に支援しており、漸次教員の資質が向上して

いくと考えてる。以上により、本校では教員組織の活動をより活発化するための適切な措

置を講じている。 
 
 
観点３－２－①：教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ、適切

に運用されているか。 

 
（観点に係る状況）教員の採用および昇任に関しては、高専設置基準・教員の資格に加え

て、「鳥羽商船高等専門学校教員選考規則」がある（資料３－２－①－１）。採用、昇任の

対象者は規定の書類を作成し、教員選考審査委員会により審査し校長により最終決定する。

なお、公募に関する文章やホームページの公募には選考に必要な項目をもれなく記載して

いる。最近のホームページ掲載の文章例を資料３－２－①－２、３、４に示す。また、非

常勤講師の選考に関する規則（資料３－２－①－５）も制定しており、適任者を毎年採用

している（資料３－１－①－７）。 
 
（分析結果とその根拠理由）本校には、教員の採用、昇格に関して高専設置基準に基づい

た明確な規定があり、ホームページなどのメディアを利用して適切に運用している。 
 
 
観点３－２－②：教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整

備され、実際に評価が行われているか。 
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（観点に係る状況）本校では平成１４年度より毎年、各教員が３クラス以上を選んで、学

生による授業評価アンケートを実施している。アンケートの結果は各教員に配布され、授

業の改善に利用している。（資料３－２－②－１、２）また、教員による教育評価の一環と

して FD活動を行なっている。毎年行なわれる FD活動では、例えば、数名の教員の授業風
景のビデオを全教員で検証したり、本校の教育を KJ法により議論する研修などを適宜実施
している。一例として、平成 16年度の FD研修の資料を３－２－②－３、４に示す。資料
のように、FD活動を行なった後、全教員に実施報告を配布して教育のレベルアップに役立
てるよう支援している。 
毎年、高専機構の顕彰制度に基づき、教員の自己評価、学生の評価、教員の評価などを

総合的に行い、最も優秀な教員を高専機構に推薦して全高専における本校教員の位置づけ

を明確にしている。（資料３－２－②－５） 
 以上、教育活動の評価体制はほぼ整備されており、評価結果が個々の教員に還元され、

教育方法の改善と効果の確認ができる体制はできている。しかし、授業評価アンケートの

集計方法などが確立されておらず、グラフ化などにより学校全体や学科ごとの結果の比較

を容易に行いたい。今後、授業評価をより効果的に行い、学校全体の評価に繋げる必要が

ある。 
 
（分析結果とその根拠理由）過去４年ほどで学生による授業評価は定期的に行われるよう

になり、FD 活動等を加えることで教育の評価結果の授業への還元もできるようになった。
今後、授業評価結果の比較方法を整備し、学生による学科や学校全体の評価が明確になる

よう、改善に努める。総合的には、教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施す

るための体制が整備され、実際に評価を行っている。 
 
 
観点３－３－①：学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員、技術職

員等の教育支援者が適切に配置されているか。 

 
（観点に係る状況）本校の事務部門は庶務課、会計課および学生課の３課からなり、その

組織と事務分掌規則が明確に示されている（資料３－３－①－１）。人員の配置を表す組織

図と人数の一覧は資料３－３－①－２、３に示す通りである。資料３－３－①－４は主に

事務系職員の研修一覧で、毎年適切な人員を選んでスキルアップを図っている。技術職員

は電気・電子・情報・原動機･機械の分野の担当者を第一から第三技術室に配置し、船舶職

員を主に第四技術室に配置している（資料３－３－①－２）。各技術室の職員（技術専門職

員、技術職員、船舶職員）は実験・実習、卒業研究などの教育課程で要求される学生支援

に多方面から対応している。 
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（分析結果とその根拠理由）事務部には適切な数の事務職員が配置され、明確な規則に基

づき職務を遂行している。技術職員等も時代の要請に対応した学生支援ができている。よ

って、教育課程を展開するに必要な事務職員、技術職員等の教育支援者を適切に配置して

いる。 
 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）実践的技術者および商船学科の三級海技士養成のための条件として、教員お

よび事務、技術職員とも十分な資質を有する人材を配置している。組織的にも準学士課程

および専攻科を運営する上で十分に整備している。 
 
（改善を要する点）教員の資質と事務を含む学内組織は整備しているが、学生の授業評価

など、結果を学校全体の改善に繋げる手法が確立されていない部分がある。今後、これを

整備し、より良い教育を提供できるよう改善に努める。 
 
 
（３）基準３の自己評価の概要 

本校の教員は、一般科目担当教員および専門担当教員ともに大学、高校、民間企業経験

者などの比較的多様な経歴を有する。練習船の教員をはじめとする企業での実務経験者は、

実践的技術者を養成するために不可欠な部分を担っている。専攻科担当教員も同様で、多

様な経歴の教員を配置し、学位取得等で示すように専門分野の十分な知識、技術を有する。

教員組織を活性化するため、全教員の年齢構成に偏りがないよう配慮している。教員の採

用と昇格に関して明確な規定があり、本校にふさわしい人材の採用と正当な昇格をするよ

うになっている。アンケートなどの教育活動を評価する仕組みもあり、一部の改善を要す

る事項があるものの、機能している。また、本校の教育全般にわたって事務職員、技術職

員が学生を支援する組織も整備している。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学

者選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の

基本方針などが記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ，学校

の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表されている

か。 

 

（観点に係る状況）  

    入学者選抜の基本方針は，過去に明文化されていなかったが，平成１７年度「本校が求める

学生像」（資料４－１－①－１）として教務委員会の議を経て学校運営委員会において正式

に決定している（資料４－１－①－２）。 

    この基本方針を学内外に周知するため，学内については教員会議において周知し（資料４－

１－①－２），また将来の学生を含め外部に対しては，ホームページ（資料４－１－①－

３）及び平成１８年度学生募集要項（準学士課程学生：資料４－１－①－４，専攻科学生：

資料４－１－①－５）にて公表している。このアドミッション・ポリシーを明記した学生募

集要項を，三重県下全中学校及び県外の中学校（総数１，１７４校）へ郵送するとともに，

入学志願者などに配布（印刷部数３，８００部）している（資料４－１－①－６）。また，

専攻科募集要項は，過去３年間の卒業生の自宅や就職先などに配布（印刷部数５３０部）し

ている（資料４－１－①－７）。 

    さらに，巡回PRとして春と秋に県内の各中学校（計１０５校）に出向くほか，中学校主催の

学校説明会（２３回），本校主催の進学説明会（参加者２３５名），オープンキャンパス等

を実施して，中学生・保護者・中学校教諭などへアドミッション・ポリシーの説明を行って

いる（資料４－１－①－８）。 

 

     資料４－１－①－１ 本校が求める学生像 

     資料４－１－①－２ アドミッション・ポリシーを決定した教務委員会，学校運営委員会

議事概要からの抜粋及び教員会議議事概要からの抜粋。 

資料４－１－①－３ ホームページ「入試情報」学力入試の画面 

（http://www.toba-cmt/kouhou/nhp/nyuushi/gaku.htm） 

資料４－１－①－４ アドミッション・ポリシーを明記した学生募集要項の抜粋。 

資料４－１－①－５ アドミッション・ポリシーを明記した専攻科学生募集要項の抜粋。 

資料４－１－①－６ 平成18年度学生募集要項配布先一覧 

資料４－１－①－７ 平成１８年度専攻科学生募集要項配布先 

資料４－１－①－８ 巡回PR，中学校主催進学説明会，本校主催進学説明会 

 

（分析結果とその根拠理由） 明確なアドミッション・ポリシーとしては，平成１７年度に教務委

員会での議論を経て決定し，刊行物・ホームページに公開するとともに，巡回PR・進学説明会等で

も説明を行っている。 

  当アドミッション・ポリシーは，平成１７年度より明文化したところであり，今後もこれに基づ

http://www.toba-cmt/kouhou/nhp/nyuushi/gaku.htm
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くＰＲ活動を維持して浸透を図って行く。 

 

 

観点４－２－①： アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており，

実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

○準学士課程学生入学者選抜 

  準学士課程入学者選抜は，「推薦による入学者選抜」と「学力検査による入学者の選抜」の二つ

の方法により行っている（資料４－１－①－４）。 

  推薦による入学者選抜は，本校入学を積極的に志望する学生，あるいは学力のみならず特別活動

等に実績を持つ多様な学生の受入に配慮している。推薦による選抜の募集人員は各学科定員（４０

名）の４０％程度とし，各学科教員による面接等の結果及び出願書類に基づいて選抜している。特

に作文・面接においては，アドミッション・ポリシーに沿った質問項目に対する志願者の考え・主

張を特別に考慮している。 

  一方，学力検査による入学者の選抜は，国立高等専門学校統一の５科目の試験の成績及び中学校

の内申書に基づいて総合的な選抜を実施している。 

 

○専攻科学生入学者選抜 

  専攻科入学者選抜は，「高等専門学校長の推薦による選抜」，「学力試験による選抜」，「社会

人特別選抜」の三つの方法により行っている（資料４－１－①－５）。 

  学校長推薦による入学者選抜については，本校専攻科入学を積極的に志望する学生の受入に配慮

している。また，学力試験による選抜では，筆記試験（数学，英語）に加えて面接試験（プロジェ

クター等を用いて７分程度のプレゼンテーションを行わせた後，その発表内容に関連した専門基礎

事項の口頭試問）を実施している。その際にはアドミッション・ポリシーに沿った質問項目を設け，

適正・意欲の評価を行っている。 

 

資料４－１－①－４ 選抜方法を明記した平成１８年度学生募集要項の抜粋 

資料４－１－①－５ 選抜方法を明記した平成１８年度専攻科学生募集要項の抜粋 

          

（分析結果とその根拠理由） 準学士課程の学力検査による入学者の選抜に対しては国立高等専門

学校の統一問題を使用しているが，推薦選抜及び専攻科の入学者選抜に対しては試験項目・配点・

実施方法などで工夫している。 

今後とも，アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れるための推薦・学力選抜を行うよ

う，更なる継続的な工夫に努め、試行を続けて行く。 
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観点４－２－②： アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどう

かを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

（観点に係る状況） 現在は，アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入については、推薦に

よる入学者選抜時に考慮している。今後，アドミッション・ポリシーを考慮し，より目的意識や熱

意・意欲を持った学生の選抜を行うための改善が必要である。また，本校入学後における本校志望

動機に対する満足度等の意識調査を実施し，アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学してい

るかどうかを検証する必要がある。 

 

（分析結果とその根拠理由） 今後、アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学しているかど

うかを学生調査によって検証し、その結果を入学者選抜に反映させる必要がある。 

 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になってい

ないか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入

学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

（観点に係る状況） 本校では，準学士課程学生及び専攻科学生ともに実入学者数は安定して確保

している。準学士課程入学者選抜では，より多くの学生が本校を受験できるように県立高等学校等

との併願を認めている。このため，入学定員よりも多くの合格者を発表しており（資料４－３－①

－１），適正なる入学者数を確保するため，学力試験終了後に入学の意思確認のアンケートを行い

（資料４－３－①－２），合格者のうち実際に入学手続きを行うであろう学生数を予測し，それを

考慮し合格者を決定している。平成１８年度入学者数については、過去３年間のデータを見直し改

善を図ったところ、入学定員と実入学者数との関係の適正化を図った。 

 

資料４－３－①－１ 過去５年間の入学者の推移 

資料４－３－①－２ 学科学力試験後に行う入学の意思確認のアンケート 

 

（分析結果とその根拠理由） 毎年、入学定員と実入学者数との適正化に努力し、極めて適正な結

果を得ている。今後、１５歳人口の減少が見込まれるので更なる努力を継続して行く。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

（優れた点） 入学者選抜に対するアドミッション・ポリシーを，平成１７年度に明文化し，平成

１８年度募集要項から明記した。また，三重県下での巡回ＰＲ・学校説明会やオープンキャンパス

等を実施し，学生の受入を確保している。 

 

（改善を要する点） 毎年，受験生の入試動向を調査・分析・検討しているが，今後も実入学者数
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の適正化を図ってゆかねばならない。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

   

本校は，教育の目的に沿って学科入学生，専攻科入学生ごとに明確なアドミッション・ポリシー

を定めている。アドミッション・ポリシーは，印刷物として配布し，あるいはウエブサイト上に掲

載し，広く社会に公開している。また，各中学校への巡回PRや中学校主催の学校説明会，本校主催

の進学説明会，オープンキャンパス等において受験希望学生及び将来入学の可能性がある地元中学

生などへも積極的にアドミッション・ポリシーを説明している。 

  入学者選抜には，学科学生では，推薦による入学者の選抜と学力検査による入学者の選抜の２つ

の方法がある。専攻科学生は、これらに加えて社会人特別選抜による方法がある。今後ともアドミ

ッション・ポリシーを考慮し，より目的意識や熱意・意欲を持った学生の選抜を重視するよう、検

討を継続する。また，本校入学後における志望動機に対する満足度等の意識調査を実施し，アドミ

ッション・ポリシーに沿った学生が入学しているかどうかの検証が必要である。 

 なお，本校入学者選抜においては安定した志願者数及び実入学者数を確保しているが，今後とも

受験生の入試動向を調査・分析・検討し，実入学者数の適正化を図って行く。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科

目及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）

され，教育課程の体系性が確保されているか。また，授業の内容が，全体とし

て教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものに

なっているか。 

 

（観点に係る状況）本校は①ジェントルマンシップ・レディスシップ豊かな人間、②創造性豊かな

技術者、③国際性豊かな社会人を育成することを教育目標としている（資料１－１－①－１）。こ

のような技術者に望まれるものは、専門分野に関する知識と技術とともに、幅広い視野に立った豊

かな教養と人間性である。このため本校では、低学年においては一般科目が多く、高学年になるに

従って、専門科目が増えるいわゆる「くさび形」のカリキュラムとなっている。専門科目を学ぶた

めの基礎学力を養うために、低学年では、数学、物理、化学、生物の基礎知識を身につけ、高学年

での専門知識の修得のための基盤を形成するようにしている。また、語学能力を養うため、低学年

では、国語、英語の時間配分が多くなっている。さらに豊かな人間性と社会性、技術者としての素

養を涵養するために、歴史、地理、現代社会といった人文・社会系科目、保健・体育、また書道、

美術、音楽といった芸術系科目が置かれている。高学年においても、哲学、法学、経済学、第二外

国語としてのドイツ語といった一般科目が配置され、技術者としての視野を広げ、豊かな人間性を

養うための教育を体系的に行っている。 

  専門学科別に見ると、商船学科は、海陸の国際化と船舶の技術革新に適応した船舶の運航技術者

および海事関連産業で活躍できる資質と技能を修得した人材の育成を教育目標としている。このた

め、２年間の基礎的な勉学を踏まえた上で、３年次に航海コースと機関コースとに分かれる。商船

学科の場合は、船舶職員養成施設としての要件を満たしており、その意味において教育課程が教育

の目的に対して体系的に編成している。 

  電子機械工学科は、製造技術の基礎となる機械工学と、機械を制御する電気・電子工学の両方の

専門的知識および技術を身につけた技術者を養成することを目的としている。電子機械工学科では

平成 19 年度よりカリキュラムを改訂し、機械工学、電気・電子工学の基礎の上に立ち、その両者

をよりいっそう総合し融合した高度な専門的知識および技術を身につけさせる教育課程とする予定

である。 

  制御情報工学科は、情報応用システムおよび組み込みシステムに関する専門知識と技術を身につ

けた実践的技術者を養成することを目的としている。制御情報工学科では平成 19 年度よりカリキ

ュラムを改訂し、制御系と情報系という２つの柱に沿って、学生がいずれかに重点を置いてより深

く専門的知識および技術を身につけさせる教育課程とする予定である。 

各授業科目は、授業時間割（資料５－１－①－５）に従って実施している。 

資料１－１－①－１ 本校の教育目標 

資料５－１－①－１ 授業科目表（一般教育） 

    資料５－１－①－２ 授業科目表（商船学科） 

資料５－１－①－３ 授業科目表（電子機械工学科） 
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資料５－１－①－４ 授業科目表（制御情報工学科） 

資料３－１－①－１～２ 教育課程系統図（商船学科） 

資料３－１－①－３ 教育課程系統図（電子機械工学科） 

資料３－１－①－４ 教育課程系統図（制御情報工学科） 

資料５－１－①－５ 平成17年度授業時間割（前期および後期） 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料３－１－①－１～４に示すように、各学科とも、低学年では専

門科目を学ぶための基礎となる一般科目が、高学年では専門科目がそれぞれの教育の目的に照らし

て系統的・体系的に配置されている。また、全体として、教育目標を達成できるよう、一般科目、

専門科目における教育課程を編成している。 

  以上のことから、本校の準学士課程では教育の目的に照らして、授業科目を各学科・学年ごとに

適切に配置し、教育課程の体系性を十分に確保している。また、授業の内容は、教育課程の編成の

趣旨に沿って、教育の目的を達成するために十分に適切なものになっている。 

 

観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イ

ンターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考

えられる。）に配慮しているか。 

 

（観点に係る状況）本校では、学生の多様なニーズに応えるため、インターンシップ（校外実習）

による単位認定を行っており、学生は夏期休暇を利用し企業等で実習を受け、単位を修得している

（資料５－１－②－１）。また、社会の情勢を考慮して、平成17年度より「ベンチャーカレッジ」

を開設し、本校学生も受講している（資料５－１－②－２）。さらに、本校では平成19年度より、

電子機械工学科と制御情報工学科との間で相互に授業科目を履修し単位を修得できるように検討し

ている。しかし、他高等教育機関との単位互換については、過去に事例がない。 

   

資料５－１－②－１ インターンシップ（校外実習）による単位認定 

資料５－１－②－２ ベンチャーカレッジ 

  

（分析結果とその根拠理由）資料５－１－②－１，２に示すように、また上の記述からわかるとお

り、学生の多様なニーズ、社会からの要請等に応えて、インターンシップによる単位認定、ベンチ

ャーカレッジを実施し、また、他学科での授業科目履修による単位認定制度を導入するなど、教育

課程の編成に配慮している。 しかし、他高等教育機関との単位互換についての事例が過去になく、

今後の課題である。 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが 

適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされて 

いるか。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド 

型授業，情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられ 

る。） 



鳥羽高等専門学校 基準５ 

 27

 

（観点に係る状況）授業形態には、講義形式のものと、実験、実習、製図等があり、その詳細は 

シラバスに記載している。多くの科目が講義中心であるが、理解を深めるために適宜演習を採り入

れている。実験、実習は教育効果を高めるために少人数のグループに分かれて行い、その目的は講

義で学習した内容について実際に手を使い、目で見ることによって、しっかりと体得することであ

る。このほか、LL 教室の活用、マルチメディア教室での授業等、情報機器の活用、情報関連科目

においては総合情報センターの活用も行っている。また、イラスト等、内部がわかりやすく描かれ

ているカットモデルを用いた授業、学生に課題を考案させ、自ら解決させる形態の授業もある。さ

らに、第３学年で履修する英会話（「総合英語」の中の１単位時間）においては、各学科を２グル

ープに分け、本校英語教員と外国人教員とが担当し、前期と後期で担当教員が交代する授業形態を

とっている（国立高等専門学校協会 論文集『高専教育』第 26 号 411-416 頁、2003 年３月）。 

平成16年度後期には、本校では初の試みとして、第２学年の数学科目「微分積分Ｂ」（２単位）

において、習熟度別授業を実施した（資料５－２－①－１）。また、基礎学力不足の学生に対する

指導として、平成16年度より、夏期休暇中および冬期休暇中に、国語、数学、英語の３教科につい

ての補習授業を実施し、基本的に全教員が参加する形で実施している（資料５－２－①－２）。さ

らに、一般教育においては、平成17年度より、放課後の補習を定期的に実施している。本校で実施

する小型船舶試験については、学生に対し担当教員が繰り返し指導を行っている。このことが学力

不足の学生に対する補習になっている。 

 

資料５－２－①－１ 個に応じた微分積分の学習指導について 

資料５－２－①－２ 冬季補習監督表 

 

（分析結果とその根拠理由）各科目の授業内容に応じて適切な授業形態をとり、少人数グループに

よる実験、実習、演習や授業など、より教育効果の上がる授業形態を各学科で検討し、各担当教員

によって工夫している。また、資料５－２－①－１～２などにより、学力不足の学生に対する学力

向上への取り組みも実施している。 

 以上のことから、本校の準学士課程では、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の

授業形態のバランスが十分に適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫を

行っている。また、学力不足の学生に対する学力向上への取り組みは、工夫を重ねつつ、継続的に

実施していきます。  

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されてい

るか。 

 

（観点に係る状況）シラバス（資料１－２－①―４）には、「授業目的（目標）」、「授業内容」、

「達成目標」、「注意事項」、「あらかじめ要求される基礎知識の範囲等」、「レポート等」、

「教科書・参考書」、「評価方法」の各項目を記載しており、その授業について様々なことがよく

わかるように配慮している。「授業内容」では、その科目の学習内容のアウトラインが分かるよう

になっている。「あらかじめ要求される基礎知識の範囲等」も明らかにしており、体系的な単位取

得が可能となっている。シラバスは、全学生に配布し、学生に周知している。平成17年度からは
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「評価方法」の欄に、ほとんどの科目に試験成績と平常点との得点率を記載している。平成18年度

からは学生の学習の便を考え、週ごとの学習内容をできる限り記載するようにしている。 

 

資料１－２－①―５ シラバスの例 

 

（分析結果とその根拠理由）別添資料１－２－①―４に示すように本校のシラバスは、授業を受け

る学生の学習を支援する立場から、その内容を具体的かつ詳細に記載している。学生のシラバス活

用状況に関しては、それを裏付けるための調査が現在のところ行われておらず、今後の調査等によ

り確認の上、学習支援機能を向上させたい。 

 以上のことから、本校の準学士課程では、教育課程の編成の趣旨に沿って、有効なシラバスを作

成しているが、その活用状況については、現在のところ判断することはできない。 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行

われているか。 

 

（観点に係る状況）いくつかの科目で、少人数のグループに分かれて、学生が問題解決を行うPBL

の手法を用いた授業を行い、学習の創造性、自主性を育むことに役立っている。インターンシップ

は（校外実習）４年次で履修することになっているが、学生は夏季休暇を利用し企業等で履修して

いる（資料５－２－③－１）。参加学生に配られる「校外実習のてびき（資料５－２－③－２）」

には、実施にあたっての確認事項等が記載されている。また、情報工学科第４学年における「工学

実験」が、学生が自ら課題を設定し、その解決にあたる「創造実験」として行われ（資料５－２－

③－３）、学生の創造性の涵養に効果を上げている。ロボットコンテスト、プログラミングコンテ

スト、衛星設計コンテスト（資料５－２－③－４）などへの参加も創造性を育むことにおいて効果

を上げている。  

   

資料５－２－③－１ インターンシップ 

資料５－２－③－２ 平成17年度校外実習のてびき 

資料５－２－③－３ 情報工学科第４学年における「工学実験」のシラバス 

資料５－２－③－４ 各種コンテスト参加者及び成績一覧 

 

（分析結果とその根拠理由）授業科目の内容に応じて、PBLなどの創造性を育む教育方法が行われ

ているとともに、資料５－２－③－２に示すように創造性を育むことを目的とした科目を開設して

いる。インターンシップも活発に行っている。 

  以上のことから、本校の準学士課程では、創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活

用を行っている。 

 

観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生

に周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進

級認定，卒業認定が適切に実施されているか。 
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（観点に係る状況） 成績評価・単位認定、また進級・卒業については、資料５－３－①－１に示

す学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規に規定している。この規則は全学生に配布され

る学生便覧に掲載し、学生に周知している。またシラバス（資料１－２－①－４）にも「評価方

法」を記載し、学生に周知している。試験結果は、全試験答案をＰＤＦでテータとして保管してい

る。進級は、毎年３月中旬に開催される全教員参加の進級認定会議で審議・判定している。卒業に

ついても同様に卒業認定のための教員会議で審議・判定している。 

 

資料５－３－①－１ 学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規 

資料１－２－①－４ シラバスの例 

 

（分析結果とその根拠理由）資料５－３－①－１に示すように、成績評価基準や進級・卒業認定基

準に関する規則を制定しており、学生便覧で学生に周知している。成績評価・単位認定は、シラバ

スに記した評価方法に従って、成績評価、単位認定、進級認定、卒業認定を適切に実施している。 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされる

よう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況）第１～３学年において、毎週50分の特別教育活動（ホームルーム）を実施して

いる。さらに、第１学年で新入生オリエンテーション（資料５－４－①－１）、第２学年でフィー

ルドワーク（資料５－４－①－２）を行い、人間関係を形成し、親睦を深め合うことを図っている。

特別教育活動の時間を利用し、年に２回、教員・学生が参加してクリーンキャンパス活動（資料５

－４－①－３）を実施し、校内また学校周辺の清掃活動を通じて、環境の美化および保全のための

意識を涵養している。また、年２回（春、秋）、外部講師を招いての講演会も実施している。 

 

資料５－４－①－１ 新入生オリエンテーション 

資料５－４－①－２ フィールドワーク 

資料５－４－①－３ クリーンキャンパス活動実施要領 

 

（分析結果とその根拠理由）資料５－４－①－１～３に示すように、各種の特別活動を通じて、人

間としての素養を涵養し、社会性を養うことを目指している。 

 以上のことから、本校の準学士課程では、特別教育活動の実施などを通じて、人間としての素養

を涵養するよう配慮している。  

 

観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵

養が図られるよう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況）本校は学生指導のために学級担任制度を設けている（資料２－２－③－１）。  

学級担任は、学業面のみならず、生活面でも学生からの相談を受け、またそれに対して指導を行う、

学生にとってきわめて密接な関係にある教員である。また、課外活動においても、教員はクラブ顧

問教員として、クラブ等の指導を行っており（資料２－２－③－５）、カッター部が全国商船高等
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専門学校漕艇大会において３連覇を果たすなど（資料５－４－②－１）、各種コンテストへの入賞

（資料５－４－②－２）も含め、着実に成果となって現れている。 

 本校には、５月に体育祭、７月は学生会主催のカッター大会、さらに11月には学校祭である海学

祭を実施している（資料５－４－②－３）が、これらの行事においては、学生による自主的な企画

・運営で行っており、協調性も含めた豊かな人間性を養うことに役立っている。 

 

資料２－２－③－１ 平成18年度学級担任一覧 

資料２－２－③－５ 平成18年度クラブ顧問一覧 

資料５－４－②－１ 平成17年度クラブ活動成績 

資料５－４－②－２ 各種コンテスト参加者及び成績一覧 

資料５－４－②－３ 平成18年度行事予定表事項一覧 

 

（分析結果とその根拠理由）資料２－２－③－１に示す学級担任教員や資料２－２－③－５に示す

クラブ等顧問教員を通じて、人間の素養の涵養のための体制が整備し、機能を果たしている。  

  以上のことから、生活指導や課外活動の指導を通して、豊かな人間性を持つ学生を育てることを

図っている。 

 

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

 

（観点に係る状況）資料５－５－①－１および資料５－５－①－２の準学士課程と専攻科の科目の

関連には、本校専攻科の教育課程の準学士課程との関連性が明記されている。 

 

   資料５－５－①－１ 本科と専攻科の科目の関連（海事システム学専攻） 

資料５－５－①－２ 本科と専攻科の科目の関連（生産システム工学専攻） 

 

（分析結果とその根拠理由）資料５－５－①－１および資料５－５－①－２の準学士課程と専攻科

の科目の関連に示すとおり、本校専攻科の教育課程は、準学士課程の教育との連続性を念頭におい

て編成しており、準学士課程の教育との連携を十分に考慮したものとなっている。 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科

目等の配当等が考えられる。）され，教育課程の体系性が確保されているか。

また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的

を達成するために適切なものになっているか。 

 

（観点に係る状況） 本校専攻科は、準学士課程における５年ないし５年半にわたる教育の上に高

度の専門的学術を教授し、専門領域の幅を拡大すると共に、国際的感覚と広い視野を持って研究・

技術開発能力、創造能力を発揮できる実践的専門技術者を育成することを目的としている。 

  この目的を達成するために、本校専攻科では、教育課程表（資料３－１－③－３～４）のとおり

授業科目が開設されており、年次配当、必修・選択の別についても同資料が示すとおりである。 
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 さらに、教育課程系統図（資料５－５－②－１～２）において、海事システム学専攻には教養科 

目、商船学に関する総合的な科目、航海学に関する科目、機関学に関する科目、商船学に関する実 

験・実習科目、商船学の基礎となる理工学に関する科目、商船学の周辺分野に関する科目、商船学 

に関する応用力を養う科目を開設しており、また生産システム工学専攻には教養科目、機械工学に 

関する科目、電気電子工学に関する科目、情報工学に関する科目、実験・実習科目、基礎となる理 

工学に関する科目、生産システム工学に関する応用力を養う科目を開設していることを示している。 

授業科目の教育内容については、シラバス（資料１－２－①－４）のとおりである。また、それ

らの授業は授業時間割（資料５－１－①－５）に従って実施している。また、授業内容の面からも、

教育の目標を達成するために適切なものとなっている。 

 

  資料３－１－③－３ 教育課程表（海事システム学専攻） 

資料３－１－③－４ 教育課程表（生産システム工学専攻） 

資料５－５－②－１ 教育課程系統図（海事システム学専攻） 

  資料５－５－②－２ 教育課程系統図（生産システム工学専攻） 

資料１－２－①－４ シラバスの例 

資料５－１－①－５ 授業時間割 

 

（分析結果とその根拠理由）資料３－１－③－３～４、５－５－②―１～２に示すとおり、専攻科

の教育目的に合致する形で、一般科目、専門科目（専門共通科目、専門専攻科目）を適切に配置し

ており、従って、本校専攻科の教育課程は体系的に整備された編成となっている。また、授業の内

容も、教育の目的に照らして、それを達成するために適切なものとなっている。 

 

観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課

程の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，

インターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮

しているか。 

 

（観点に係る状況）本校専攻科には海事システム学、生産システム工学の両専攻に共通する科目

（専門共通科目）を開設しており（資料３－１－③－３～４）、学生は他専攻の学生とともに授業

を受けることができる。 

さらに、学生に実社会での学習の機会を与えるため、本校専攻科では、海事システム学専攻は

「海事システム特別実習」、生産システム工学専攻は「生産システム工学特別実習」という科目に

おいて、インターンシップによる単位認定を行っている（資料５－５－③―１～４）。平成17年７

月に生産システム工学専攻の学生11名のうち７名が、企業においてインターンシップを履修し、単

位を認定している（資料５－５－③－５）。 

  他の高等教育機関との単位互換については、規則はできているが（資料５－５－③－６）、他高

専および他大学との間では、現在のところ学生からの申し出がなく、実施するには至っていない。

また、資格を取得したことによる単位認定も制度として設けており（資料５－５－③－７）、学生

の多様なニーズに対応することができるようになっている。 
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資料３－１－③－３ 教育課程表（海事システム学専攻） 

資料３－１－③－４ 教育課程表（生産システム工学専攻） 

資料５－５－③－１ シラバス（海事システム特別実習(40)） 

資料５－５－③－２ シラバス（生産システム工学特別実習(80)） 

資料５－５－③－３ 特別実習の履修に関する規程 

資料５－５－③－４ 特別実習心得 

資料５－５－③－５ インターンシップ実施一覧 

資料５－５－③－６ 本校以外の教育施設等における学修等に関する規則 

資料５－５－③－７ 技能審査の合格に係る学修の単位認定に関する規程 

 

（分析結果とその根拠理由）上述の資料に示すように、他専攻の学生とともに授業を受けること、

他の高等教育機関との単位互換、またインターンシップによる単位認定を制度として確保している。 

以上のことから、本校専攻科の教育課程は、学生の多様なニーズに対応することが可能な編成と

なっている。 

 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが

適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされて

いるか。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド

型授業，情報機器の活用等が考えられる。） 

 

（観点に係る状況）本校専攻科では各学年において、講義、演習、実験、実習等の授業形態を、資

料３－１－③－３～４の教育課程表のとおり配置している。学生数は現在、海事システム学専攻が

４名、生産システム学専攻が11名であるため、他では見られないくらい少人数での授業を行ってい

る。また、第２学年においては、選択授業が実施されるので、さらに少人数での授業が可能となる。 

学習指導法の工夫であるが、例えば専門共通科目「テクニカルライティング」（資料５－６－①

－１）においては、授業中に課題を出してその場で解かせ、それをすぐにパソコンのネットワーク

を通じてサーバーに送り、プロジェクターに映して全員で論評するという形の双方向型の授業を行

っている。 

  

 資料３－１－③－３ 教育課程表（海事システム学専攻） 

資料３－１－③－４ 教育課程表（生産システム工学専攻） 

資料５－６－①－１ シラバス（テクニカルライティング） 

 

（分析結果とその根拠理由）専攻科の掲げる教育の目的に照らして、各種授業形態をバランスよく

配置したものになっている。また、上に述べたように、情報機器を活用してのいわゆる双方向型の

授業も行っており、学習指導方法の工夫も行っていると言える。 

  以上のことから、本校専攻科の講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスは適切であり、

それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫を行っている。 

 

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行
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われているか。 

 

（観点に係る状況） 本校専攻科の実験は、ガイダンス、準備から始まり、事前学習、実験、考察、

レポート作成、プレゼンテーションまでの一連の流れを、半年の期間をかけて経験させるという形

態で実施している（資料５－６－②－１）。 

インターンシップの活用も行われており、平成17年７月に生産システム工学専攻の学生11名のう

ち７名が企業においてインターンシップを履修し、単位を認定している（資料５－５－③－５）。

海事システム学専攻についても、平成18年末にインターンシップを履修し、単位を認定することに

なっている。 

 

資料５－６－②－１ シラバス 

資料５－５－③－５ インターンシップ実施一覧 

 

（分析結果とその根拠理由）専攻科では、準学士課程に比べて、実験については圧倒的に多く創造

性を育む教育方法を採り入れていると言える。インターンシップについても、「特別実習」という

科目として実施し、単位認定を行っている。 

以上のことから、本校専攻科では創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活用を行っ

ている 

 

観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用

されているか。 

 

（観点に係る状況） 専攻科のシラバスには、「授業目的（目標）」、「授業内容」、「達成目

標」、「注意事項」、「あらかじめ要求される基礎知識の範囲等」、「レポート等」、「参考書」

「教科書」、また「評価方法」を明記しており、「専攻科履修のしおり」（資料５－６－③）とし

て学生に周知している。これにより学生は事前に行うべき準備学習に始まり、単位取得に必要な達

成目標や、成績評価がどのようにしてなされるのかなどを知ることができる。ただ、今後において

書き方を改善すべき点もあり、最終的にはJABEEに対応できるような方向で整備していく必要があ

る。 

シラバスの活用については、今のところ不十分な面があるかも知れない。学生の側のシラバスの

活用度を上げるため、今後は徐々に、シラバスに試験の範囲まで書くようにすべきである。 

 

資料５－６－③ 2005年度専攻科履修のしおり 

 

（分析結果とその根拠理由） シラバスには週ごとの授業内容、学生にとって科目履修のための参

考とすべき事項を記しているが、現在のところは、まだ専攻科開校２年目のこともあり、完璧なも

のであるとは言えない状況にある。フォーマットも今後改善工夫に努めていく。 

以上のことから、現段階では、教育課程の編成の趣旨に沿ったシラバスはおおむね作成されてい

る。シラバスの活用に関しては、学生や教員に対するアンケート等を現在のところ実施していない
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ので明確には述べることはできないが、内容をより一層充実させることにより、今後は活用の必要

度を上げるように改良して行く。 

 

観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）

が行われているか。 

 

（観点に係る状況）本校専攻科では、研究指導（特別研究）において主査１名、副査２名、さらに

必要に応じて補助教員を付けられるという複数教員指導体制をとっている。すなわち、最低でも３

名の教員、場合によっては４名の教員の指導を受けることになっている（資料５－7－①－１）。  

  例えば、モーターを使ってある具体的な構造物を作り、船中での揺れを吸収するような椅子を作

るという研究をする場合、構造物本体の製作を指導する教員とは別に、モーターを制御する 

ためのマイクロプログラムや、モーターに対する命令機能についての指導・助言を行う教員が存在 

するといった体制である（資料５－7－①－２）。 

 

資料５－7－①－１ 研究指導の基本方針 

資料５－7－①－２ 学生の研究テーマと指導教員一覧等 

 

（分析結果とその根拠理由）資料５－7－①－２に示すように、専攻科で修学するにふさわしい研

究テーマを定めており、また必ず複数教員による指導を行う体制をとっている。研究指導にあたる

教員は全員が博士号を有しており、学位授与機構の審査に合格した教員が主査となり、補助教員も

博士号取得者を優先する形をとっている。 

以上のことから、本校では専攻科での修学にとって適切な研究指導体制が整っている。 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知

されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定

が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 成績評価については、資料５－８－①－１の鳥羽商船高等専門学校専攻科の

授業科目の履修等に関する規程、単位認定については資料５－８－①－２の試験および単位認定、

また修了については資料５－８－①－３の修了要件に、それぞれ明確に規定している。これらの規

定については、学生に対して、学期初めのオリエンテーション時に「専攻科学生便覧」、「専攻科

履修のしおり」を用いて周知を徹底している。また、平成17年度の修了科目についてはシラバスに

明記してある「評価方法」に従って、既に単位認定を行っている。 

 

資料５－８－①－１ 鳥羽商船高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

資料５－８－①－２ 試験および単位認定 

資料５－８－①－３ 修了要件 

 

（分析結果とその根拠理由）各資料に示すとおり、成績評価や単位認定規定、また修了要件につい
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ての規定をそれぞれ適切に策定しており、「専攻科学生便覧」で学生に確実に周知している。また、

それらの規定に基づいて、平成17年度修了科目については適切に単位認定を行っている。 

  以上のことから、本校の専攻科では、成績評価、単位認定、修了認定を規則として制定し、同規

則に定められた規定に従って、成績評価、単位認定を適切に実施している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）本校では教育目標の趣旨に沿った教育課程を編成しており、幅広い視野に立った豊か

な教養と人間性と高度な専門的知識および技術を身につけさせることが可能である。授業科目の履

修に際しては、学生は学ぶべき事柄をシラバスにより概観することができ、記載されている評価方

法に従って適切に成績評価、単位認定を行い、その結果として厳正に修了、卒業を認定している。

専攻科課程は母体となる準学士課程が３学科であるので、少人数教育を行うことができ、学生の修

学にとって適切な研究指導体制が整っている。 

 

（改善を要する点）シラバスの活用度については調査が実施されたことがなく、現在のところはど

のくらい活用されているかは不明である。また、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫がなされているが、学力不足の学生に対する学力向上への取り組みは、さらに継続的に実施し

ていく。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

（準学士課程）本校の教育課程は、低学年での基礎学力の基盤の上に立って高学年において専門科

目を学ぶことにより、高度な専門知識と技術を身につけ、かつ幅広い教養と人間性をも兼ね備えた

実践的技術者を養成するために、体系的、系統的に編成している。その内容および水準は高専設置

基準を十分に満たしたものであり、シラバスによって全学生に周知している。シラバスには、授業

内容、達成目標、評価方法などが明記されており、成績評価や単位認定、進級・卒業認定を規則に

従い厳正に行っている。教育目標を実現するためのさまざまな授業形態、学習指導法などを導入し

ている。さらに、学級担任制度、クラブ顧問制度等により、豊かな人間性を養うことにも配慮して

いる。 

（専攻科課程）本校の専攻科課程は設立２年目であり、全体的に見るとまだまだ改善しなければな

らない点はあるが、教育目標に従って学生の学力向上を図り、社会に有為な人材を育てていく教育

及び研究指導体制は整っている。しかしながら、今後はこれらを基盤にし、改善すべき点を改めて

いくことはもちろん、より高度な学問内容、充実した学問研究ができるようにしていく必要がある。 
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基準６ 教育の成果

（１）観点ごとの分析

観点６－１－①： 高等専門学校として その目的に沿った形で 課程に応じて 学生が卒業 修、 、 、 （

了）時に身に付ける学力や資質・能力、養成する人材像等について、その達成

状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。

（観点に係る状況）

本校が養成すべき人材像は、準学士課程（商船学科､電子機械工学科､制御情報工学科）及び専

攻科（海事システム学専攻､生産システム学専攻）が掲げている学習・教育目標の中に盛り込ん

でいる。授業科目は、準学士課程卒業（専攻科修了）時に必要とされる資質・能力が身に付けら

れるように、教育課程系統図 に従い体系（資料３－１－①－１～４、資料５－５－②－１～２）

的に配しており、基礎教科から応用科目へ展開されるように学年配当を行っている（資料５－１

－①－１～４ 。本校のカリキュラムは、学年進行に伴って学習・教育目標に掲げる知識・能力）

が段階的に身に付くように編成している。

、 （ ） （ ） 、従って 学生が卒業 準学士課程 及び修了 専攻科 に必要な単位を修得することによって

準学士課程及び専攻科の学習・教育目標が達成されるものと考える。卒業及び修了認定について

は、教員会議において審議・認定しており、達成状況の把握・評価を行っている。

17 4 8 11 10専攻科については 平成 年 月に生産システム工学専攻 定員 名 現員 名 を 同年、 （ 、 ） 、

月に海事システム学専攻（定員 名、現員 名）を開設したばかりであり、まだ修了生を送り送4 4
り出していない。

資料３－１－①－１～４ 教育課程系統図（準学士課程）

資料５－５－②－１～２ 教育課程系統図（専攻科）

資料５－１－①－１～４ 教育課程表

（分析結果とその根拠理由）

準学士課程及び専攻科の修了認定は、教員会議（卒業認定会議、専攻科修了認定会議）で審議

・認定している。学生が卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力については、学習・

教育目標と対応した教育課程を系統的に整備しているので、カリキュラムに即して卒業（修了）

に必要な単位を修得することで、準学士課程が本校の学習・教育目標を達成したと判断できる。

以上のことから、学生が卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力、養成する人材像

、 、 。について その達成状況を把握・評価するシステムが構築され 適切にその取組を実施している
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能カに

ついて、単位取得状況、進級の状況、卒業（修了）時の状況、資格取得の状況

等から、あるいは卒業研究、卒業制作などの内容・水準から判断して、教育の

成果や効果が上がっているか。

（観点に係る状況）

本校では学年を前期と後期に区分し、それぞれの学期ごとに中間試験と期末試験を実施してい

る。これらの試験結果を基に学業成績を評価し、それに基づいて単位認定を行っている。単位不

認定となった科目については、一定範囲内での進級を認めており 『学業成績の評定並びに修了、

及び卒業に関する内規』に従って次年度に追認試験を実施して、再度学習を促し学力の向上を図

っている。

学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規

（追認試験について）

１ 追認試験は、未修得科目の各単位につき各年度において１回限りとする。ただし、.
商船に関する学科の専門科目については第３学年に行う追認試験を校長が定める期日

において再度行う。なお、追認試験の受験申請は、試験実施期日の１週間前までに行

うものとする。

２ 追認試験は、商船に関する学科の第５学年の者については定期試験以前の校長の定.
める期日に、その他の者については夏期休業期間の最後の１週間（第５学年修了延期

者に対しては、商船に関する学科については席上課程終了後１週間、工業に関する学

科については卒業式終了後１週間）の期間において校長の定める期日に実施する。そ

の実施日程は商船に間する学科の第５学年の者については実施期日の１か月前に、そ

の他の者については夏期休業前（第５学年修了延期者に対しては、商船に関する学科

については席上課程認定会議終了後、工業に関する学科については卒業認定会議終了

後）に通知する。

３ 病気又はやむを得ない事由により追認試験を受けることができない者は、あらかじ.
めその事由を付して（病気の場合は医師の診断書を添付すること｡）校長に届け出な

ければならない。

４ 前項の者に対する追認試験は、別途校長の定める日に実施する。.
５ 未修得科目の学業成績の再評価は、追認試験の結果により学年末に行うものとし、.
実験した授業科目の単位を修得したか否かは、その試験結果の評定により確定する。

６ 追認試験の申請をしなかった者及び正当な事由なくして追認試験を欠席した者は、.
追認試験を放棄したものとみなし、当該科目の単位の末修得が確定する。

７ 追認試験中に不正行為を行った者は、それ以降の試験は受験することはできない。.
また、当該期間中の追認試験を申請したすべての授業科目の成績はＯ点となり、当該

科目の単位の末修得が確定する。

単位不認定科目を有する学生数、原級留置者(再履修者)及び退学者の数は、年度により変動が

あり、一概に減少傾向とは言えない状況が続いている（資料６－１－②－２－( )～( ) 。1 2 ）

本校教育の実績あるいは成果等は、学生の企業への就職であり、また、大学等への進学(編入

。 （ ）学)によって評価されると認識している 卒業生の進学率及び就職率 資料６－１－②－２－( )3
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30 70は 年度により多少のばらつきはあるものの 各学科とも約 ％の学生が大学等へ進学し 約、 、 、

％の学生が就職している状況が続いている。

本校の教育目的に基づいて準備された、あるいはそれに準ずるような国家試験や種々の能力検

定資格等の取得状況は、年度により多少のばらつきはあるものの、殆どの学生が関係する資格試

験等に挑戦し、好成績を残している（資料６－１－②－２－( )～( ) 。また、技能審査に関す4 5 ）

る単位認定を行い学生による資格取得を推進している（資料６－１－②－３ 。）

学生の研究に関する集大成として、論理的思考能力と創造力を発揮して解決に至る実践的な研

究を行なうために、基本的には少人数で卒業研究に取り組んでいる。商船学科では中間発表やポ

スター発表も行っている。研究成果は、アブストラクトを事前に全教員に配付するとともに、口

頭発表会を教職員及び在校生（４年生は全員参加）の参加のもとで行っている（資料６－１－②

－４)。また、卒業研究において、内容が特に優れた論文に対しては、各種学会賞等を与え卒業

時に披露し学生の研究成果を称えている（資料６－１－②－５ 。）

表６－１ 不認定科目所有者数（過去５年間のデータ）

（出典：学生課）

表６－２ 原級留置者数、退学者数及び進路変更者数（過去５年間のデータ）

（出典：学生課）

学　年 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

１　年 21 17 33 30 36

２　年 15 7 10 33 17

３　年 22 15 26 17 30

４　年 14 20 22 26 35

５　年 8 10 16 20 21

合　計 80 69 107 126 139

項目 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

原級留置者 28 26 48 40 34

退学者 13 10 10 11 13

合　計 41 36 58 51 47
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表６－３ 進学率・就職率（過去５年間のデータ）

（出典：学生課）

資料５－３－①－１ 追認試験について

資料６－１－②－２－( ) 不認定科目所有者数（平成 ～ 年度）1 13 17
資料６－１－②－２－( ) 原級留置者、退学者及び進路変更者数（平成 ～ 年度）2 13 17
資料６－１－②－２－( ) 進学率・就職率（過平成 ～ 年度）3 13 17
資料６－１－②－２－( ) 推奨する資格試験の概要4
資料６－１－②－２－( ) 資格試験等の合格者数（平成 ～ 年度）5 13 17
資料６－１－②－３ 国家試験等の単位認定に関する規則

資料６－１－②－４ 卒業研究アブストラクト（平成 年度）17
資料６－１－②－５ 被表彰者一覧（平成 ～ 年度）13 17

（分析結果とその根拠理由）

各学年や卒業時に学生が身に付けた学力や資質・能力について、単位取得状況、不認定科目に

対する翌年度の取組状況（追認試験の結果 、資格取得状況、卒業研究及び卒業後の進路状況等）

を総合的に検討した結果、学生が教育課程を順調に履修・修得したことが確認できる。学生が身

に付ける知識や能力について、教育の成果が上がっている結果と判断することができる。

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について、就職

や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して、教

育の成果や効果が上がっているか。

（観点に係る状況）

既に述べたように、教育の「目的」に示されている本校が養成すべき人材像は、各学科（専攻

科）の学習・教育目標の中に盛り込まれており、卒業（修了）はそのまま本校が養成すべき人材

としての能力を身に付けたことを意味するものと考える。その妥当性については、卒業（修了）

生の就職・進学という客観的な実績により裏付けられる。

（ ）、 （ ）本校卒業生の進路状況 資料６－１－③－１ 就職及び進学状況 資料６－１－③－２～３

を見る限り、卒業生は希望どおりの道に進んでいると考えられ、就職率・進学率ともに毎年ほぼ

％で推移している。100

資料６－１－③－１ 卒業生の進路状況（平成 ～ 年度）12 16

年　　度

項　　目 進学率 就職率 進学率 就職率 進学率 就職率 進学率 就職率 進学率 就職率

商船学科 24% 100% 23% 100% 16% 89% 28% 100% 26% 100%

電子機械工学科 23% 100% 29% 100% 39% 100% 28% 100% 16% 100%

制御情報工学科 21% 95% 14% 100% 36% 100% 33% 88% 26% 100%

平　　均 23% 98% 22% 100% 30% 96% 30% 96% 23% 100%

平成17年度平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
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資料６－１－③－２ 卒業生の就職状況（平成 年度）16
資料６－１－③－３ 卒業生の進学状況（平成 ～ 年度）12 16

（分析結果とその根拠理由）

本校卒業生は、進学率・就職率ともにほぼ ％の実績があり、これは即ち本校が目標に掲げ100
る養成すべき人材を輩出できた証であり、進学び就職先の大学や企業等に本校卒業生が毎年受け

1990入れられていることにより本校の教育課程が認められている証拠と考えている。本校は、

年代からスタートしたバブル崩壊後の就職の厳しい時代においても、就職率は極めて高い水準を

維持してきた事実があり、景気回復が叫ばれている昨今にあっても、今までの水準を維持し続け

ることが期待できる。

以上のことから、本校の卒業生は、おおむね本校の「目的」としている養成すべき人材像を体

現しているものと思われ、教育の成果や効果は十分に上がっている。

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等から判断して、学校の意図する教育の成果や効

果が上がっているか。

（観点に係る状況）

高等専門学校設置基準が平成 年度に改正され、教育研究活動等の状況について点検・評価11
を行い、その結果を公表することが義務付けられたことを契機として、学生による授業評価アン

ケートを実施してきた。

本校では設置基準が改正される前の平成 年度に、第 回目の学生による授業評価アンケート8 1
を実施した。そこで得られた結果と当時のアンケートでは教官個人への評価の面が強いとの意見

を踏まえ、反省・改善すべき点を見直す形で平成 年度に第 回目の授業評価アンケートを実12 2
施し、アンケート結果を「学生による授業評価－よりよい授業のために」として小冊子にまとめ

て公表した（資料６－１－④－１ 。）

学生による授業評価は、その後毎年実施しているが、質問項目や実施方法等の見直しを図る必

要があり、またアンケート結果を教員がその後の授業改善にどのように結びつけていくべきか等

の検討が必要である。

学生による授業評価アンケートをうけて、教員自身の授業への取り組み方を見直すとともに教

13 FD FD員のスキルアップを目的に平成 年度より に取り組んでいる（資料６－１－④－２ 。）

の内容としては、公開授業（モデル授業をビデオに録画し、教員相互のビデオ視聴による意見交

換 、外部講師を招いての に関する講演会、 法による教員相互の討論会等毎年テーマを）」 FD KJ
絞って実施している。

資料６－１－④－１ 学生による授業評価

資料６－１－④－２ の実施要領等（平成 ～ 年度）FD 13 17

（分析結果とその根拠理由）

別添資料６－１－④－１が示すとおり、学生自身が自発的に学習する意識は必ずしも高いとは

いえないが、授業における学習姿勢及び理解度は概ね良好である。ただし、これまでは学生の意

見を集約しただけで、教員がその結果を踏まえどのような対策を講じ授業に反映させたか、また

その成果がどの程度であったか等については、各教員個人の判断に任されていた。今後は各教員
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がとった対策が、更に学生に反映するような教育ＰＤＣＡサイクルについての透明性の高い確認

システムの構築を目指したい。

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係先から、卒業（修了）生が在学時に身に

付けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施している

か。また、その結果から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。

（観点に係る状況）

平成 年に専攻科設置申請のために、県内の主な企業、国内の海運業界、在校生保護者等を16
対象にアンケートを実施した（資料６－１－⑤－１－( )～( ) 。アンケートの発送数、回収率1 3 ）

等は以下のとおりである。

専攻科は技術者の再教育や生涯教育の一端を担う役割もあり、専攻科修了生に企業が何を求め

ているのかとの問いかけには 「専門分野についての深い知識や技術」が一般企業・海運会社等、

ともに一位を占める結果となった。企業は専攻科修了生に対して、準学士課程で培った知識・技

。 、 、術を更に深く身に付けることを希望しているといえる ただし 専攻科修了生の採用については

「現段階では分からない」とする回答が一般企業・海運会社等ともに過半数以上を占め、専攻科

一期生の修了を待たなければ結論は出ないようである。

以上のように、専攻科修了生に対する要望等については、前述のアンケート等で企業等から意

見を頂戴しているが、卒業生の進路先からアンケート形式で「卒業生が在学時に身に付けた学力

や資質・能力等に関する意見」を聴取していないが、就職担当教員（各学科長等）がその都度、

意見を聴取している。

平成 年度に、本校の外部審査の諮問委員会が開催された（資料６－１－⑤－２ 。今後は、17 ）

卒業（修了）生及び進路先からの意見を聴取する機会を増やすとともに、得られた意見を適正に

評価・検討し、それを教育課程に反映させていく必要がある。

資料６－１－⑤－１－( ) 専攻科設置に関するアンケート一式1
資料６－１－⑤－１－( ) 商船学科を基礎とする専攻科の必要特性について2
資料６－１－⑤－１－( ) 専攻科設置に関するアンケート集計結果3
資料６－１－⑤－２ 鳥羽商船高等専門学校運営諮問会議規則

（分析結果とその根拠理由）

今回、専攻科の設置に伴うアンケート結果から、企業が求める人材像が明確になり、本校には

その人材を育成する責務がある。本校卒業（修了）生の進路先に対して、卒業（修了）生が在学

アンケート発送先 発送数 回答数 回収率

　一般企業（海運会社等を除く） 141 50 35.5%

　海運会社等 85 39 45.9%

　在校学生（全学年） 588 489 83.2%

　在校生保護者 606 283 46.7%
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評価して教育課程へ反映させるシステムの構築に取り組んでいかなければならない。

（２）優れた点及び改善を要する点

（優れた点）

学生の学力や資質・能力の習得状況に関しては、進学率・就職率ともにほぼ ％に近い実績100
があることから、また、在学中における資格試験等の取得状況等からみて、一定の教育成果が現

れているといえる。

（改善を要する点）

学生による授業評価を毎年実施しているが、授業評価が一過性のものとなっており、長期間で

の分析や指摘事項に対する対応策が各教員任せになっており、全学的に取り組んでいく体制整備

に努めたい。

本校卒業生の進路先に対して、卒業生が在学時に身に付けた学力・資質・能力等の意見を聴取

し、得られた意見・提案等を適切に分析評価し、学生の勉学意識を高め、自発的に学習する習慣

を身につけさせることを基本方針とした上で、教育課程へ反映させるシステム構築への取り組み

を進めたい。

（３）基準６の自己評価の概要

各学科（専攻科）が掲げる学習・教育目標は、教育課程に忠実に反映されており、学生が所定

の教育課程を修了し、卒業（修了）することにより、本校が養成すべき人材としての能力を身に

付けたことを意味する。その妥当性は、就職・進学という客観的な実績により裏付けられ、就職

率及び進学率が一定の高い水準を維持していることから、本校の教育課程が適切に実行され教育

の成果が十分に発揮されているといえる。学生の就職や進学については、学生自身の努力は勿論

であるが、学校として全面的にサポートしてきたことが、高い就職率や進学率を維持してきた結

果であると考える。

今後は、外部評価の一環として、また中期目標等を実現するために、適切な授業評価システム

を構築する必要がある。また、卒業生、就職・進学先等に対してのアンケート調査を実施し、得

られた意見を適切に教育へ還元する方法を考えていく必要がある。
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

 

（観点に係る状況） 本校では，毎年３月末に保護者同伴の入学説明会を実施し，事前に教科ごと

の宿題を課して４月からの授業に備えるための説明を行っている（資料７－１－①－１）。また，

入学早々に特別日課を組み，全学生を対象としたオリエンテーションを実施し，各教科の勉強の仕

方に関する説明を行っている（資料７－１－①－２）。専攻科についても同様に特別日課を組み，

履修に関する詳細な説明を行っている（資料７－１－①－３）。 

 このほか，実験実習のためのガイダンスを適宜行ったり（資料７－１－①－４），４年生に対す

る校外実習のガイダンス（資料７－１－①－５），また商船学科においては２年生にコース選択の

ガイダンスを行い（資料７－１－①－６），５年生では航海訓練所の実習に出る前に練習船実習の

ガイダンスを詳細に行っている（資料７－１－①－７）。 

 また，学級担任、学科長及び教科担当が，学生との懇談の機会を随時設けている。 

学生の自主的学習を進める上での相談・助言体制は、放課後や教員の授業の空き時間を利用し、学

生がいつでも教員のところに出向き相談助言を得られるようになっている。 

 

資料７－１－①－１ 平成１８年度入学説明会次第 

資料７－１－①－２ 平成１８年度新入生特別日課 

資料７－１－①－３ 専攻科特別日課 

資料７－１－①－４ 実験実習における学生の安全マニュアル（抜粋） 

資料７－１－①－５ 校外実習の手引き（抜粋） 

資料７－１－①－６ 商船学科のコース選択について 

資料７－１－①－７ 実習に関する注意（抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－１－①－１～７に示すように，入学時における履修説明や実

験実習・校外実習・乗船実習等の際には，適切なオリエンテーションや説明会を実施している。 

 また，学生の自主的学習を進める上での相談・助言は十分ではないが、学生が随時，学級担任や教

科担当から相談・助言を受けられる体制になっている。 

 

 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

 

（観点に係る状況） 本校では，自主学習スペースとして，図書館及び電子計算機室を設置してい

る（資料７－１－②－１及び２）。かつ，学寮においても自習室やパソコン室が整備され，効果的
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に利用されている（資料７－１－②－３～４）。 

 また，福利厚生施設である潮騒会館に食堂があり，学寮食堂と共に利用されている（資料７－１

－②－５）。コミュニケーションスペースとしては，図書館１階及び潮騒会館１階にそれぞれ休憩

用スペースを設け，飲料水の自販機を設置するとともに，テーブルや椅子も設置し学生がくつろげ

る環境にしている。 

 

資料７－１－②－１ 校内建物配置図 

資料７－１－②－２ 図書館概要 

資料７－１－②－３ 学寮平面図 

資料７－１－②－４ 学寮パソコン室使用心得 

資料７－１－②－５ 潮騒会館食堂及び学寮食堂平面図 

 

（分析結果とその根拠理由） 自主学習スペースとしての図書館や電子計算機室は設置されている

が，利用時間帯に制限があったり，或いは利用規則・時間等が不明確な所もあり，環境が整備され

ているとは言い切れない面がある。 

 今後，学生アルバイトを雇うなどして当施設の利用時間拡大の検討を行い，関連諸規則も含め自

主的学習環境の整備をし，効果的に利用できることを図って行く。 

 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

 

（観点に係る状況） 本校での学生ニーズの把握は，直接アンケート調査を行うような形態はない

が，担任を通じ日常的に意見を吸い上げている。また間接的ではあるが，毎年，前後期に行われる

保護者懇談会や奨学後援会総会等の折，担任や学校長・３主事等が保護者を経由して学生の意見を

吸い上げている（資料７－１－③―１）。この意見に対し例えば資格試験は，その場で担任を通じ

て「推奨する資格試験の概要」（資料７－１－③―２）を配布し，かつ試験担当教員（資料７－１

－③―３）が学内掲示板を利用して試験案内のポスターを掲示・周知し，手続きや試験の指導・助

言を行っている。 

 

資料７－１－③―１ 保護者懇談会における要望・意見など（学級担任会議資料） 

資料７－１－③―２ 推奨する資格試験の概要 

資料７－１－③―３ 資格試験担当教員一覧 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－１－③―３に示すように，各種資格試験に関しては，関係

する教科担当教員が適切な指導・助言を行っているが，より直接的な意見を聞き，学習支援に反映

させるためにも，学生アンケート等の導入の検討を進めたい。 

 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能して 
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るか。 

 

（観点に係る状況） 実用英語技能検定，情報処理活用能力検定などの外部試験に対して積極的に

受験会場を提供し，学生の受験を奨励している（資料７－１－④－１～２）。また学外で実施され

る試験についても，例えば海技士試験や情報処理技術者試験の要項及び願書を，担当教員や総合情

報センター事務室で配布するなど学生の便宜を図っている（資料７－１－④－３～４）。さらに取

得した検定試験の結果に応じた単位認定制度を整備し，学生の意欲向上を図っている（資料７－１

－④－５～６）。また，図書館の各種検定試験対策コーナーで問題集を閲覧できるほか，電算室の

英語科サーバーに旺文社のSMART HTML（TOEIC）を導入し，授業を中心にして学習に取り組める環

境を提供したり，かつ専攻科生用として学内LANを利用してできる英語学習用e-learning solution 

systemも整備している（資料７－１－④－７）。 

 また，外国留学のための支援体制として修学上での配慮を行い，毎年数名の学生が留学している

（資料７－１－④－８～９）。 

 

資料７－１－④－１ 実用英語技能検定の案内（抜粋） 

資料７－１－④－２ 情報処理活用能力検定の案内（抜粋） 

資料７－１－④－３ 海技士試験の案内 

資料７－１－④－４ 情報処理技術者試験の案内（抜粋） 

資料７－１－④－５ 鳥羽商船高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規則 

資料７－１－④－６ 資格試験合格状況 

資料７－１－④－７ SMART HTMLソフト及びe-ラーニングシステムの案内（抜粋） 

資料７－１－④－８ 留学に係る学則（抜粋） 

資料７－１－④－９ 学科別留学者数のデータ 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－１－④－１～５及び７～８に示すように，資格試験・認定

試験・海外留学に対する取り組みを奨励・支援する体制を十分整備している。しかし，各試験の合

格状況は横ばい或いは下降ぎみであり，さらなる学習支援体制が必要である。 

 

 

観点７－１－⑤： 特別な学習支援が必要な者（例えば，留学生，編入学生，社会人学生，障害の

ある学生等が考えられる。）がいる場合には，学習支援体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況） 本校では，留学生に対して学級担任、学科長及び所属するクラスの中からチ

ューターを設けて，学習・生活両面でのサービスを図り，かつ授業でも日本語教育の科目を設けて

積極的に支援をしている（資料７－１－⑤－１～３）。障害を持つ学生に関しては，現時点で該当

者はいない。 

 

資料７－１－⑤－１ チューターの手引き（抜粋） 

資料７－１－⑤－２ 平成１８年度チューターと指導教官 
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資料７－１－⑤－３ 留学生振替授業科目 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－１－⑤－１～３に示すように，留学生に対し，チューター

や担当教員によるサポートや学習指導・オリエンテーションなどの支援体制を整備し，実施してい

る。 

 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況） 学生会の運営は，学生会役員が自主的に行っている。特に体育祭・カッター

大会・海学祭・リーダーストレーニングは，学生会が積極的に主導し，求めに応じて学生主事，担

当の学生主事補等が支援している（資料７－１－⑥－１～２）。学生会クラブ・同好会活動に対し

ては１名～４名の顧問教員を配置し，学生との連絡を取りながら課外活動の運営や技術指導上の相

談に対応し，適切な指導・助言を行っている（資料２－２－③－５）。予算面においても学生会か

ら可能な範囲で補助し，成果を上げたクラブに対しては表彰も行っている（資料７－１－⑥－３～

４）。 

 また，学生有志による各種コンテストの出場においても，教職員が適切な指導・助言を行い優秀

な成績を残している（資料７－１－⑥－５）。 

 

資料７－１－⑥－１ 学生準則（抜粋） 

資料７－１－⑥－２ 学生会会則 

資料２－２－③－５ 平成１８年度クラブ顧問教員一覧表 

資料７－１－⑥－３ 平成１８年度クラブ費 

資料７－１－⑥－４ 平成１７年度学生表彰対象者 

資料７－１－⑥－５ 平成１７年度各種コンテスト参加者及び成績一覧 

 

（分析結果とその根拠理由） 課外活動等に対する支援活動は，資料２－２－③－５に示すように

それぞれのクラブに顧問教員を配置し，指導実績も資料７－１－⑥－４～５のように際立った成績

を残し，十分機能している。 

 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況） 学生の悩みや相談に対応するため各学級に学級担任を配置し（資料２－２－

③－１），担任業務の手引きとして「教科手帳」を配布するとともに（資料７－２－①－１）， 

年４回学級担任会議を実施し，学生指導の質的向上を図っている（資料７－２－①－２）。 

 また，日常生活面での学生指導は，学級担任、学生主事室を中心に活動している。特に学生相談

室は，外部のカウンセラー及び学内の看護師が担任と連携を取りながら学生の相談に応じている
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（資料７－２－①－３～４）。今後益々の相談室の充実を図るため，平成１８年度から学生相談室

規則を施行し、体制を整備している。（資料７－２－①－５）。 

 平成１７年度春季講演会では，「こころの健康づくり」と題して心の交流分析を行い，自尊感情

を高める一助となった（資料７－２－①－７）。 

 なお，学生の経済面については，授業料免除制度・日本学生支援機構奨学金制度等の案内を個人

宛に通知や掲示を行い学生に周知している（資料７－２－①－８～１１）。 

 

資料２－２－③－１  平成１８年度主事・主事補等（学級担任含む）一覧 

資料７－２－①－１  教科手帳（抜粋） 

資料７－２－①－２  平成１８年度第１回学級担任会議議事概要 

資料７－２－①－３  学生相談室のご案内 

資料７－２－①－４  年度別学生相談件数 

資料７－２－①－５  学生相談室規則 

資料７－２－①－６  平成１７年度春季講演会 

資料７－２－①－７  前期分授業料免除について（掲示） 

資料７－２－①－８  入学料，授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除に関する規程 

資料７－２－①－９  授業料免除数調 

資料７－２－①－１０ 日本学生支援機構奨学金採用状況 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料２－２－③―１，３，６に示すように学生の生活に対する指導

・助言体制はできており，かつ資料７－２－①－４に示すように学生は，学生相談室の制度を有効

に利用している。経済面においても資料７－２－①－７～１０に示すように機能を果たしている。 

以上のことから，学生の生活や経済面に係る指導・相談・助言を行う体制は十分に整備されてお

り，またそれらが十分に機能している。 

 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要な者（例えば，留学生，障害のある学生等が考えられる。）

がいる場合には，生活面での支援が適切に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 留学生に対しては，学生寮の一部を留学生用として確保し，浴室・補食室・

自習室など生活環境を整備している（資料７－２－②－１）。また，書道や茶道を通じて日本の伝

統文化を体験的に紹介するとともに、年２回の１泊２日の小旅行を通じ，我が国に対する広範な知

識を醸成し留学生生活をより意義のあるものにしている（資料７－２－②－２）。東海地区５高専

の共同事業として、「外国人留学生交流会」を実施しており、２泊３日の日程の中で、在留者同志

の情報交換、相互理解により、お互いの留学生活に役立つものとなっている（資料７－２－②－

３）。なお，身障者用トイレとスロープは，潮騒会館と学寮の１階に設置しているのみである。

（資料７－１－②－５） 

 

資料７－２－②－１ 学生寮留学生居住区平面図（Ｂ棟３Ｆ：浴室・捕食室・自習室） 

資料７－２－②－２ 留学生課外特別指導の実施について 
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資料７－２－②－３ 外国人留学生交流会実施要項 

資料７－１－②－５ 潮騒会館平面図（１Ｆ：身障者用トイレ，スロープ） 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－２－②－１～２に示すように，留学生に対しては行き届い

た生活上の支援を行っているが，日本の生活に馴染むための配慮が多少欠けているので，今後一般

家庭へのホームステイや地元教育施設との交流等の検討を進めてみたい。 

 なお，障害を持つ学生が入学してきた場合の施設設備の検討・整備は，専攻科棟建設及び２号館

の耐震改修工事の機会に対応すべく検討している。 

 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

 

（観点に係る状況） 本校における学生寮は，教育寮という位置づけで運営している（資料７－２

－③－１～４）。寮生は，毎日20時00分～21時45分の自習時間を設定し，日常生活における学習習

慣を身につけられるよう配慮している（資料７－２－③－５）。また，学寮での生活について，新

規入寮前にガイダンスを行い，かつ入学式以降の１ヶ月間，寮生活に一日も速く慣れるよう寮内オ

リエンテーションを行っている（資料７－２－③－６及び７）。 

 なお，学生寮での生活上の諸課題については，寮生会役員会において改善に向けての討議が行わ

れている（資料７－２－③－８）。行事として，球技大会・茶話会・バーベキュー大会等を開催し，

学年を超えた寮生間の親睦を深めるとともに，試験前の１週間は教員による勉強会を行い，寮生の

学習の一助となっている。 

  

資料７－２－③－１ 学寮規則 

資料７－２－③－２ 平成１８年度寮室配置図（前期） 

資料７－２－③－３ 暁寮平面図 

   資料７－２－③－４ 経費一覧（寮生） 

   資料７－２－③－５ 日課表 

   資料７－２－③－６ 平成１７年度暁寮入寮のしおり（抜粋） 

   資料７－２－③－７ 平成１７年度新入生寮内オリエンテーション 

   資料７－２－③－８ 平成１７年度暁寮行事予定表（抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料７－２－③－１～８に示すように，教育寮としての指導及び生

活・学習支援体制は整っており，十分に機能している。今後、自習時間帯での学習を徹底させるべ

く自発学習の習慣を身につけさせるよう指導を続けたい。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 求人情報については，各学科長及び就職委員が各学科の４，５年生を対象に
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こまめに周知している。また、全学生対象には、図書館１階に就職コーナーを設け，各会社の情報

を閲覧用資料として提供している。進路情報は，学生課内において集計した各大学等の情報を，各

学科長や学級担任経由で学生に周知し、閲覧・掲示資料としても提供している。 

  なお，就職ガイダンスを４年生時に行っている（資料７－２－④－１）。また，求人会社一覧表

を校報に掲載し，学生・保護者に周知している（資料７－２－④－２）。就職に関する講演会につ

いては，年１～２回実施している（資料７－２－④－３～４）。就職率は１００％を維持し，大学

への進学も毎年２０名ほどである（資料７－２－④－５～６）。 

 

資料７－２－④－１ 平成１７年度就職ガイダンス 

資料７－２－④－２ 平成１７年度求人会社一覧（抜粋） 

資料７－２－④－３ 卒業生による就職のための講演会 

資料７－２－④－４ 平成１７年度就職指導講演会について 

資料７－２－④－５ 平成１６年度就職状況 

資料６－１－③－２ 大学への進学状況 

 

（分析結果とその根拠理由） 就職・進学情報に関して的確な情報提供を行っており，卒業時の進

路も確固たるものとなっている。以上のことから，就職や進学などの進路指導を行う体制は十分に

整備され，十分機能している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 課外活動のための支援体制，学生の生活・経済面や就職等への支援体制，学生寮の

機能など，いずれも優良な状況にある。 

 

（改善を要する点） 学習を進める上での相談・助言体制，自主学習のための支援体制，学習支援

に関する学生のニーズの把握について，今後より一層の努力を続けたい。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

  学習を進める上でのガイダンスは整備されているが，自主的学習を進める上での相談・助言体

制を補強し，環境も整備する必要がある。また，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握す

ることも必要である。特に，合格状況が下降ぎみの資格試験・認定試験に関する支援体制強化が

必要である。 

  なお，特別な支援が必要な留学生に対して，チューターによる学習支援・教員による履修指導等

の必要な支援が行われているが、生活面におけるより一層の支援が必要である。 

  学生が充実した学校生活を送る上で有益な課外活動・学生会活動・学生寮での活動などへの支援

は継続的に実施されている。クラブ・同好会活動，学生会活動，学生寮活動には，それぞれ支援の

ための担当教員を配置しサポートしており，各種コンテストを含めそれぞれの大会で優秀な成績を

おさめている。 

  その他，授業料免除及び徴収猶予の制度を設け，外部団体の奨学制度と併せて積極的利用を促し

ている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，

校地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習

のための施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職

業教育のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用さ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 本校は教育課程を実現するための施設・設備として、校舎、体育館、実験施

設、課外活動施設、福利厚生施設を保有している（資料８－１－①－１ａ、資料８－１－①－１

ｂ）。また、本校は、三級海技士の第一種養成施設及び１級小型船舶教習所であり、それに必要な

実習機器や実験室、練習船及び実習用小型船舶等を保有している（資料８－１－①－２）。これら

施設・設備を一層充実するため、概算要求等により整備計画の実現を図っている（資料８－１－①

－３ａ，ｂ，ｃ）。その結果、１号館（耐震改修、教室の狭隘改修）及び暁寮食堂（衛生環境保

持）が整備され（資料８－１－①－４）、平成１８年度には専攻科棟が新営される予定（資料８－

１－①－５）であり、これら施設の状況は改善されつつある。 

 １号館の９教室中４教室は平成１７年度に空調設備を設置し、その他の教室についても平成１９

年度までに整備する予定である（資料８－１－①－６）。また、平成１７年度に１号館の改修工事

を実施して教室の狭隘を解消し（資料８－１－①－７）、引き続き２号館（教室５室配置）の耐震

・狭隘改修を平成１９年度概算要求しており早期の実現を目指している（資料８－１－①－３ｃ）。 

 共同利用施設として、図書館、総合情報センター、視聴覚教室、語学演習室（ＬＬ）、学生相談

室及び保健室を設置している（資料８－１－①－８）。 

 実習工場は、実験・実習のほかに卒業研究の授業、ロボコン等にも利用されている（資料２－１

－③－５（前出のとおり））。 

 本校の練習船「鳥羽丸」は、航海、停泊実習等で年間９０日程度稼働しており、その他に共同研

究や地域交流等でも利用されている（資料８－１－①－９）。 

 学寮は、暁寮Ａ棟及びＢ棟からなり、Ａ棟には男子１～３年生、女子１～５年生が、Ｂ棟には男

子４・５年生、留学生及び専攻科生が入寮している。平成１８年５月１日現在の収容人員は１４１

名であり教育寮として有効に活用している（資料８－１－①－１０）。なお、旧白菊寮については、

平成１２年４月に暁寮Ｂ棟の改修が完了した時点で寮としての役目を終了しており、今後、地域共

同テクノセンター等として利用すべく、改修計画案を平成１９年度概算要求している(資料８－１

－①－３c(前出のとおり))。 

 また、神奈川県横浜市に京浜会館を所有しており、学生のインターンシップ時の利用等に供して

いる。本会館は、学生が船舶職員養成施設に必要な１年間の乗船履歴を取得するため必須となって

いた３ヶ月の工場実習の際の宿泊施設として昭和４７年３月から所有しているが、平成２年４月以

降、航海訓練所の練習船での履修に変更されたため、現在のような利用形態となっている。 

 安全管理については、国立高等専門学校である本校も、平成１６年４月の独立行政法人化により

労働安全衛生法の適用を受けることになり、これを機に全校的な点検を行い、設備等の整備を行っ

た（資料８－１－①－１１）。独立行政法人化後は、２ヶ月毎の安全パトロールの実施等（資料８

－１－①－１２，１３）により、施設、設備の点検を実施し、安全衛生委員会（委員長：事務部
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長）において、安全管理上の不断の改善、検討を行っている（資料８－１－①－１４）。さらに、

平成１７年４月に「実験・実習における学生の安全マニュアル」を作成・配布し、実験・実習時の

安全確保、安全への啓蒙を図った（資料７－１－①－４（前出のとおり））。 

 各施設の実験機械・器具等の設備については、教育研究環境の向上を図るため整備しているが、

共同利用施設の充実及び産学連携活動の推進にも寄与している（資料８－１－①－１５）。 

 

   資料８－１－①－１ａ 「鳥羽商船高等専門学校施設等一覧表」 

   

   資料８－１－①－２ 「養成施設の概要」 

   資料８－１－①－３ａ，ｂ，ｃ 「施設整備概算要求書」 
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鳥羽商船高等専門学校 基準８ 

 53

   

 

   

 

    資料２－１－③－５  「実習工場利用状況」（前出のとおり） 

資料８－１－①－９  「鳥羽丸利用状況」 

    資料８－１－①－１０ 「暁寮入寮状況」 

    資料８－１－①－１１ 「労働安全調査票」 

資料８－１－①－１２ 「安全衛生パトロールにおける職場巡視チェックリスト」 

資料８－１－①－１３ 「１７年６月安全衛生パトロール報告書」 

資料８－１－①－１４ 「第１１回安全衛生委員会議事概要」 

資料７－１－①－４  「実験・実習における学生の安全マニュアル」（前出のとおり） 

    資料８－１－①－１５ 「主要機器一覧」 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校の施設・設備は、高専設置基準を充足している。また、資料８

－１－①－１ａ、資料８－１－①－１ｂ、資料８－１－①－２、資料８－１－①－４、資料８－１
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－①－６～８及び資料２－１－③－５に示すように、整備された施設については本校の教育課程を

実現するために有効に活用されている。 

なお、耐震指数の低い２号館建物の耐震改修、老朽化した建物のリフレッシュ改修、また、全校

的にバリアフリー化ができていないため、校舎、図書館等のバリアフリー化改修等の改善計画があ

る。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリ

ティ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況）  本校の学内情報ネットワークには、約 500 台のコンピュータが接続されて

おり、学生、教職員計 767 人が利用している。そのうち、学生 636 人が授業等で利用可能なパソコ

ンが約 320 台あり、各学科、専攻科及び電子計算機室(総合情報センター)演習室、図書館、学寮等

の施設に配備されている(資料８－１－②－１)。インターネットとは帯域速度 1.5Mbps の回線で接

続されており、概ね回線の帯域一杯まで利用されている。学内情報ネットワークは、全学生及び教

職員に対して、インターネット利用環境、電子メール、本校ウェブサイト、校内サーバコンピュー

タを利用する授業支援や就職・進学情報提供等、教育研究や学生向け各種サービスを提供している。 

 学内情報ネットワークは、総合情報センターが本校セキュリティポリシー(資料８－１－②－２)に

基づいて維持管理している。総合情報センターは、総合情報センター運営委員会の諮問の下に運営

され(資料２－１－③－１（前出のとおり）)、支線ネットワークの管理と利用者のサポート対応の

ために総合情報センター・センター員を任命している。インターネットはファイアウォールを介し

た接続とすることで、学内外からの不正接続を防止している。さらに、ネットワークに接続するパ

ソコンにはウィルス対策ソフトの導入を義務づけ、利用者へのセキュリティ管理の周知に努めてい

る。 

 

 資料８－１－②－１ 「ネットワーク構成図」 

   資料８－１－②－２ 「鳥羽商船高等専門学校情報セキュリティポリシー」 

   資料２－１－③－１ 「鳥羽商船高等専門学校総合情報センター規則」（前出のとおり） 

 

（分析結果とその根拠理由）  本校の学内情報ネットワークは、校内の全ての部局及び施設に張

り巡らされ、授業、実習・演習や学生向けサービスの提供等に有効に活用されている。また、本校

の情報セキュリティポリシーに基づく学内情報ネットワークの管理と運用が適切に実施されている。 

以上のことから本校では、教育内容、方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセ

キュリティ管理の下に適切に整備され、有効に活用されている。 

 

観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 図書館は教育・研究基盤で、学生の学習センター・教職員の教育研究や教養

の情報提供の場としての役割を負っている。 

 蔵書数は約 7 万 7 千冊で、工学・技術の専門教科の勉強や研究に必要な専門書、参考書を中心に、
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一般教科や教養全般についての図書資料、学術雑誌や娯楽雑誌など幅広く揃え CD やビデオ等の視

聴覚資料も活用できるようになっている。（資料８－２－①－１） 

また、各学科のシラバスに応じた教科書をとり揃えて、シラバスコーナーを設置、専攻科設立

と同時に技術者倫理等に関する図書を一箇所に集めて技術士コーナーを設置している。海技試験

をはじめとする資格・検定試験のコーナーも別置し、常に学生のニーズに対応できるようになっ

ている。（資料８－２－①－２，３，４） 

新刊図書は、利用者にわかりやすくするため、入口近くの平台に並べたり、カウンター近くに

新刊コーナーを設置して案内している。また、ＨＰの新着図書でも案内しており、利用の促進に

努めている。（資料８－２－①－２、資料８－２－①－５） 

図書や視聴覚資料の購入は、図書委員が各学科からの推薦図書を中心に選定している。学生か

らのリクエスト本については、閲覧室へリクエスト箱を置いて常に募っており、平成 10 年度から

は夏季・冬季休業中に「学生が直接、書店の店頭で文庫本を選ぶ」というブック・ハンティング

も実施している。 

図書館の利用状況については、平成 17 年 12 月 1 日現在、入館者数 31,500 人、総貸出冊数

5,524 冊、視聴覚資料利用者 876 人、インターネット利用者 295 人となっている。（資料８－２－

①－６，７，８） 

 時間外開館は、土曜日の午前中に実施しており、平日・土曜日の時間延長については、利用状

況を見ながら検討することにしている。（資料８－２－①－９ａ） 

なお、一般利用については、本校のホームページ上で学外者に対しても利用方法等を説明する

（資料８－２－①－９ｂ）とともに、平成１７年度において、鳥羽市の広報（９月発行）に図書

館の一般開放について掲載するなどした結果、平成１７年１２月１日までに延 18 人の利用者があ

り、学外者にも有効に活用されている。 

  図書館の広報活動としては年 2 回、「図書館だより」を発行し、教職員、学生の原稿、一言イン

タビュー、利用統計、図書館からのお知らせ等を掲載するとともに、毎月、クラスごとの利用統計

を作成して配布している。学生には、毎年、さまざまな形のコンクールを行い、読書の推進及び図

書館への親近感の醸成に努めている。（資料８－２－①－１０，１１） 

本校では、図書館に学生用として６台のパソコンが設置されている。これらのパソコンからは、 

本校図書館ＨＰで館内図書の簡易検索ができ、他にも長岡技大の電子ジャーナルコンソーシアム等

の検索ができる。また、本校図書館ＨＰでは、新着図書、視聴覚資料、紀要や卒業論文の目次等も

検索することができる。 

   

   資料８－２－①－１  「図書館資料の所蔵状況」 

   資料８－２－①－２  「館内各コーナー写真」 

   資料８－２－①－３  「技術士関連図書一覧」 

   資料８－２－①－４  「平成１７年度 制御情報工学科シラバス教科書・参考図書購入一

覧」 

   資料８－２－①－５  「図書館ＨＰの新着案内」 

   資料８－２－①－６  「図書館の利用状況」 

   資料８－２－①－７  「分類別貸出冊数」 

   資料８－２－①－８  「年度別図書受入冊数等」 
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   資料８－２－①－９ａ 「時間外開館利用者数等」 

資料８－２－①－９ｂ 「一般の利用者への案内」 

   資料８－２－①－１０ 「図書館主催コンクール」 

   資料８－２－①－１１ 「コンクール等写真」 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校の図書、学術雑誌及び視聴覚資料は、資料８－２－①－１、資料

８－２－①－３～５及び８に示すように、財政上の制約の中、学生のリクエストも含め専門分野や

教養教育、各学科や専攻科に応じた系統的な整備がされており、また、資料８－２－①－６、７，

９～１１に示すように、一部に利用実績の減少はあるものの適切に活用されている。しかしながら、

近年の学生意識の多様化に応じつつ、重要な役割を果たす図書館の利用をさらに促進していくこと

が課題である。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 該当なし。 

 

（改善を要する点） 安全・安心な教育環境を実現する上で、２号館の耐震及び教室の狭隘改修を

できるだけ早期に実施し、老朽化の進んでいる図書館や第一体育館等をリフレッシュしてさらに教

育環境を充実する財政措置が必要である。また、全校的なバリアフリー化を進め身障学生の受入れ

及び一般利用者の受入れにも対応する必要がある。さらに、図書館に蔵書検索システムを導入する

ことにより、学生の教育支援を一層充実させるように努めたい。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校の教育課程を実現するための施設・設備の現状、問題点及び改善方策について定期的に公表する

とともに、その整備計画の実現を図っており、近年、校舎（１号館、２号館、３号館、専攻科棟）及び共同利用

施設（暁寮食堂、実習工場）を整備した。１号館改修では、教室の狭隘改修が実現し、専攻科棟の新築によ

り新たな教育スペースの増が図られ、平成１９年度までに全教室に空調設備が設置されれば、学生のため

の快適な教育環境の整備ができる。今後の課題として、２号館耐震及び教室の狭隘改修の早期実施、全校

的なバリアフリーの実現、図書館への蔵書検索システムの導入が挙げられる。なお、各施設の設備は、教育

・研究環境の向上に配慮して整備を図っているが、先端設備の整備充実が課題である。施設・設備の管理

・運営は適切に実施されており、安全衛生管理上の整備・充実にも取り組んでいる。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄

積され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 教育活動の実態を示すデータとして，出席簿，進級・卒業判定資料及びシラ

バスは教務係，全学生の卒業論文は図書館，定期試験・中間試験問題，同模範解答，同全学生の

解答及び実験レポート並びに必要ならば小テスト解答，学生による授業ノート，課題レポート等

のサンプルは教務委員会の指示のもとで各授業担当教員（非常勤講師を除く）によって収集され

一部は電子化されて教務係に保管されており，教務委員会の求めに応じて随時閲覧可能な状況と

なっている。また，各授業の実施状況（実施，授業時間変更，授業代行等）は教務主事室におい

て管理・把握されている（資料 9-1-①-1）。さらに，教員からの授業アンケート（資料 9-1-①-

2），在学生からの授業アンケート（資料 6-1-④-1～2），在学生の保護者からの意見聴取（資料

7-1-③-1），卒業生の受け入れ先企業等並びに地元企業へのアンケート（資料 6-1-⑤-1-

(1),(3)）等が実施され，その結果は教育活動の実態を示す資料として，教務委員会，学級担任会

議（資料 2-2-③-3）等の関係組織において整理・保管されている。教育の状況に関する評価のた

めに学内的には点検評価委員会（資料 9-1-①-3），学外の第三者評価としては運営諮問会議（資

料 6-1-⑤-2）が設置されており，内外評価共に組織的な実施体制が整っている。 

 

   資料 9-1-①-1 平成１４年度授業実施記録（抜粋） 

   資料 9-1-①-2 （教務事項に関する）教官アンケートの結果報告 

   資料 6-1-④-1 自己点検・評価，学生による授業評価（平成１４年２月） 

   資料 6-1-④-2 FDの実施要領および報告書（平成 13 年度～17 年度） 

   資料 7-1-③-1 学級担任会議資料 

   資料 6-1-⑤-1-(1) 専攻科設置に関するアンケート一式  

   資料 6-1-⑤-1-(3) 専攻科設置に関するアンケート集計結果  

   資料 2-2-③-3 学級担任会議内規 

   資料 9-1-①-3 点検評価規則 

   資料 6-1-⑤-2 運営諮問会議規則 

 

（分析結果とその根拠理由） 教育の状況について教育活動の実態を示すデータや資料は，各関

係委員会及び組織によって適切に収集・蓄積されている。授業科目毎に試験問題，模範解答，全

学生の試験答案が収集保管されており（非常勤講師は除く），授業の実施状況は教務主事室によ

って管理・把握されている。また，学生からの授業アンケート，年二回実施される保護者懇談会

とそれに続く学級担任会議，卒業生受け入れ先企業等へのアンケートが実施され，資料として保

管・蓄積されている。これらのデータや資料に基づく評価のために学内的には点検評価委員会，

また外部評価及び諮問機能としては本校の運営諮問会議が設置されており，内外評価共に組織的

な実施体制が整備されている。 
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観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考え

られる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形

で反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 教育の状況に関する学生の意見の聴取は，平成８年度以降，授業（評価）

アンケートとしてほぼ年一回実施されている（資料 6-1-④-1）。各授業毎にアンケート結果に基

づく授業改善提案が行われて，その内容は教務委員会が収集している。アンケート結果の集計は

教務主事室が実施し，その内容は教務委員会において審議され自己点検評価に適切な形で反映さ

せる試みがなされている（資料 6-1-④-1～2）。また，学生の保護者を介しての各授業へ意見，要

望等は学級担任会議において審議され（資料 7-1-③-1），その内容に応じて授業の改善，補習授

業の計画（資料 5-2-①-2）等に適切に反映されている。 

 

   資料 6-1-④-1 自己点検・評価，学生による授業評価（平成１４年２月） 

   資料 6-1-④-2 FDの実施要領および報告書（平成 13 年度～17 年度） 

   資料 7-1-③-1 学級担任会議資料 

 資料 5-2-①-2 冬季補習監督表 

 

（分析結果とその根拠理由） 教育の状況に関する学生の意見の聴取は授業アンケートおよび保

護者懇談会における意見・要望の調査として継続的に実施されている。授業アンケート結果は各

授業における授業改善提案やシラバス作成，補習授業の計画に反映されている。また，アンケー

トの集計結果を，全校的な取り組みとして，自己点検評価に反映させる試みも存在し，教育の状

況に関する自己点検評価に適切な形で反映されている。 

 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられ

る。）の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されて

いるか。 

 

（観点に係る状況） 学外関係者からの意見は在校生の校外実習先企業等の評定書（資料 9-1-③-

1）及び教員による実習先への巡回訪問（資料 9-1-③-2）や卒業生の就職先企業等の巡回訪問とし

て毎年実施されている。訪問結果は各専門学科の分科会（学科会議）において議論され教育の状

況に関する自己点検評価に反映されている。また，専攻科設置の際に行われた企業等に対するア

ンケート結果（資料 6-1-⑤-1-(1)，(3)）は専攻科の教育課程編成に反映された。 

 

資料 5-2-①-2 冬季補習監督表 

資料 9-1-③-1 校外実習評定書 

資料 9-1-③-2 会社訪問資料 

    資料 6-1-⑤-1-(1) 専攻科設置に関するアンケート一式  
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資料 6-1-⑤-1-(3) 専攻科設置に関するアンケート集計結果  

 

（分析結果とその根拠理由） 学外関係者からの意見の聴取は，在校生の校外実習先企業等巡回

訪問及び卒業生の就職先企業等の巡回訪問調査として各年度で組織的に実施されている。その調

査結果は各専門学科において議論されており，教育課程の編成やシラバスの改訂等を通じて自己

点検評価活動に反映されている。また，地元企業に対するアンケート調査結果は専攻科の教育課

程の編成に際して活用され，教育の状況に関する自己点検評価に反映されている。 

 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生

による達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付

けられるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的

な方策が講じられているか。 

 

（観点に係る状況） 各種の評価結果をうけて，各学科の分科会（資料 9-1-④-1～2）等で教育の

質の向上・改善に関する内容が協議され，その結果を教育の質の向上や改善に結びつけるため関

係する委員会で検討がなされている。各専門学科を中心とした教育課程の見直しは１０年程度の

周期で社会情勢の変化にあわせて実施されており，各種の評価結果を参考に次回の教育課程の見

直しに向けた準備が行われている（資料 9-1-④-3，9-1-④-4）。 

 

資料 9-1-④-1 M科１８年度のカリキュラム改定（案）について 

資料 9-1-④-2 制御情報工学科の教育目的とカリキュラム改訂について（案） 

資料 9-1-④-3 電子機械工学科分科会資料 

資料 9-1-④-4 制御情報工学科分科会資料 

 

（分析結果とその根拠理由） 教育の質の向上及び改善のための各種の評価結果を受けて各専門

学科の分科会において各種の提案や提言がなされている。また，各専門学科の教育課程の改訂は，

社会情勢の変化にあわせ各種の評価結果を参考にして１０年程度の周期で実施されており，現在

は次回の教育課程の大幅な見直しに向けての準備が進められているなど，具体的かつ継続的な方

策が講じられている。 

 

 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，

授業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員

の改善活動状況を，学校として把握しているか。 

 

（観点に係る状況） 教育の質の向上や改善のための各種の評価結果を受けて各授業担当教員に

よる継続的な授業改善が実施されている。各教員の継続的改善の内容は教務委員会の下で毎年更 

新されるシラバスに反映され，シラバスを通じてその改善状況を全教員が把握できる状況が整っ
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ている。特に，シラバスに記載すべき内容が平成１７年度より大幅に改定されて，改善状況をよ

り直接的に知ることが可能となった（資料 9-1-⑤-1）。また，シラバス作成に際しては各学科の

分科会において各教員の改善活動に対する提言等が専門学科の教育目標・教育課程表を基準とし

てなされており（資料 9-1-④-3～４），一部，一般学科の担当教員との教育内容の調整作業も実

施されている（資料 9-1-⑤-2～4）。 

 

資料 9-1-⑤-1 シラバスの記述内容の改訂例 

資料 9-1-⑤-2 数学科との教育内容の調整のための検討資料 

資料 9-1-⑤-3 数学についてのアンケートの依頼 

資料 9-1-⑤-4 一般科目「化学」のアンケートのお願い 

 

（分析結果とその根拠理由） 各種の評価結果を受けて各授業担当教員による継続的な授業改善

が教務委員会の下で実施されており，その結果は毎年度のシラバスに反映され，その改善内容を

把握することができる。また，シラバス作成に際しては，各専門学科内において，各教員が行う

教育活動について学科の教育目的や教育課程表を基準とする改善提案や提言が実施されている。 

 今後は、各学科各教員による改善工夫活動状況とそれに対する効果（試験点数の伸びとか学生の勉

学態度の変化など）についての記述レポートの集積に努めるなどのＦＤ調査活動をより充実させて

行く。 

 

 

観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

 

（観点に係る状況） 教育方法の改善についての研究における成果を授業で実践した具体例は豊

富に存在する（資料 9-1-⑥-1～4）。学生を交えて行う研究等の実例は，紀要（資料 9-1-⑥-5）

等に掲載されており，豊富な実例を確認できる。また，本校に専攻科が設置されて間もないが，

専攻科学生による学会発表なども活発に行われている（資料 9-1-⑥-6）。 

 

 資料 9-1-⑥-1 鳥羽商船におけるTOEIC IPテストの実施・結果報告（抜粋） 

   資料 9-1-⑥-2 外国人留学生の振替科目「日本語」（抜粋） 

   資料 9-1-⑥-3 個に応じた音読指導の試み（抜粋） 

 資料 9-1-⑥-4 低学年における英語検定教科書の発展的利用（抜粋） 

   資料 9-1-⑥-5 コンピュータグラフィックスを用いたバレーボール 

       シミュレーションシステムの開発（抜粋） 

   資料 9-1-⑥-6 平成１７年度専攻科学生による学外研究発表一覧 

 

（分析結果とその根拠理由） 教育方法の改善に関する研究成果を授業で実践した具体例及び学

生を交えて行う研究等の実例は豊富に存在しており，教員の研究活動の成果は教育の質の改善に

十分に寄与している。 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施

されているか。 

 

（観点に係る状況） ファカルティ・ディベロップメント活動は，その実施目的や実施体制は規

則集に明示されていないものの，教務に関する事項として教務委員会を中心として組織的に実施

されており，その活動内容は教員会議において報告されている。校内でのファカルティ・ディベ

ロップメント研修会は実施年度における教務上の主要関心事をテーマとして，教員の資質向上，

教授法のスキルアップ，学校全体としての教育の質の向上（資料 6-1-④-1～2）等を目的として適

切に実施されている。教員自身の資質向上を図るための他機関における教員の研修は毎年１５０

件程度実施されているが，このうち，ファカルティ・ディベロップメントに関連した研修は１０

パーセント内外である（資料 9-2-①-1）。学生のニーズを汲み上げ教育改善に結びつける制度は，

学生による授業評価として定着している。また，教務上の事柄について教員のニーズを汲み上げ

教育改善に結びつける制度は，ファカルティ・ディベロップメント活動の一環としては明文化さ

れていないものの，ファカルティ・ディベロップメント研修会での討論を通じて実施されている

他，各学科における分科会を経由して教務委員会での審議に委ねるという手順でも実施されてい

る。 

 

 資料 6-1-④-1 自己点検・評価，学生による授業評価（平成１４年２月） 

   資料 6-1-④-2 FDの実施要領および報告書（平成 13 年度～17 年度） 

   資料 9-2-①-1 鳥羽商船高等専門学校における教員の研修状況 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校におけるファカルティ・ディベロップメント活動は，その実

施目的や体制は規則集に明示されてはいないものの，教務委員会を中心として組織的に実施され

ており教員会議でその結果が総括されている。また，他機関における教員の研修のうちファカル

ティ・ディベロップメント活動として実施された研修は毎年１５件程度である。学生および教員

のニーズを汲み上げる制度も整備されている。以上から，本校におけるファカルティ・ディベロ

ップメント活動は一部明文化されていない内容を含むものの，組織として適切な方法で継続的に

実施されている。 

 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び

付いているか。 

 

（観点に係る状況） ファカルティ・ディベロップメントが教育の質の向上や授業の改善に結び

ついているか，という問いに関する直接的な調査は実施されていないものの，ファカルティ・デ

ィベロップメント研修の参加者に対するアンケート調査報告等にこの問いに対する肯定的な答え

を見いだすことができる（資料 6-1-④-1～2）。実際，年度毎に更新されるシラバスの内容から，

その授業改善等の状況を把握することが可能である。 
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 資料 6-1-④-1 自己点検・評価，学生による授業評価（平成１４年２月） 

 資料 6-1-④-2 FDの実施要領および報告書（平成 13 年度～17 年度） 

 

（分析結果とその根拠理由） ファカルティ・ディベロップメントが教育の質の向上や授業の改

善に結びついているか，という問いに関する直接的な調査は実施されていないものの，ファカル

ティ・ディベロップメントの効果は年度毎の個々の教員によるシラバスの改訂及び授業への工夫

等に反映されており，教育の質の改善や授業の改善に各教員、各授業レベルにおいて十分結びつ

いている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 学生及び保護者から意見の収集や授業評価が行われ、教育活動のデータや資料を

収集し、それを評価するシステムが整っている。また、学外の有識者から毎年評価を受ける体制

が整っている。 

 

（改善を要する点） 教育活動の実態を示すデータや資料の収集の結果，それを授業改善に結び

つける体制がファカルティとして充分に整っているとは言い難い。また，ファカルティ・ディベ

ロップメント活動の指針や実施体制を示す関連規則は未整備である。 

 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

 

教育の質の向上及び改善のためのシステムは，その一部に関連規則が未整備であるという改善

点を残すものの十分に機能しており，基準９を満たしていると判定できる。学内的には点検評価

委員会，外部評価としては運営諮問会議が設置されており，この課題についても組織的に取り組

んでいる。また，ファカルティ・ディベロップメント活動も本校の通常の教育活動として根付い

ている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 本校は、教育研究活動を安定して遂行するための土地、建物等の資産を保有

している（資料１０－１－①－１）。また、債務については、資料１０－１－①－２～３のとおり

であり、運営費交付金の範囲内で運営している。 
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（分析結果とその根拠理由） 資料１０－１－①－１で示すとおり教育研究活動を将来にわたって

安定して遂行するために必要な資産を有しており、また、資料１０－１－①－２～３で示すとおり

健全な運営を行っている。 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が

継続的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 平成１７年度から、毎年運営費交付金（特定の人件費を除く）について前年

度比１％の効率化係数分の削減となり、本校においては、運営の合理化、効率化を図るため、業務

の効率化、経費の節減に努めている（資料１０－１－②－１～２）。また、経常的収入については、

継続的に確保している（資料１０－１－②－３）。 

 

  資料１０－１－②－１「１７年度管理運営費等で留意すべき事項」 

  資料１０－１－②－２「平成１７年度第２回教員会議議事概要（抜粋）」 
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（分析結果とその根拠理由） 資料１０－１－②－３に示すとおり本校においては、経常的収入を

継続的に確保できている。なお、毎年１％の効率化係数分の運営費交付金削減に対応するため、今

後一層の収入確保に努めなければならない。 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る

計画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 本校の目的を達成するための中期目標、中期計画（資料１－１－①－２）は、

独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「高専機構」という。）にかかる中期目標、中期計画を

踏まえて策定している。 

本校の予算配分は、配分基準（資料１０－２－①－１）を学校運営委員会で審議・決定し、教員

会議で全教員に報告している。また、収入については、収支差補填の考え方を基本とした運営費交

付金と授業料・入学料・検定料の学生納付金が収入全体の大部分を占めている。これに基づいて、

適切に財源を割り当てて支出計画を策定している。（資料１０－２－①－２） 

 資料１－１－①－１ 「鳥羽商船高等専門学校中期目標、中期計画」 

 資料１０－２－①－１「平成１７年度当初予算配分基準」 

 資料１０－２－①－２「平成１７年度財源別当初予算配分表」 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校における中期目標、中期計画及び教育研究活動の方針は学校運

営委員会において審議し、当初予算配分の基本方針を教職員に周知徹底した上で、予算を執行して

いる。 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 本校においては、予算配分計画を学校運営委員会において審議・決定し、支

出に関しては、高専機構が一括管理する財務会計システムにおいて毎月締め作業を行って管理して

いる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料１０－１－①－２～３で示すように収支決算については、財務

会計システムで一元的に管理されており毎月締めで支出超過とならないようチェックしているため、

適正に支出が管理され過大な支出超過とはなっていない。 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含

む）に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 実験機器等については、老朽化した機器を整備しつつ、現有設備の有効活用

を行っている(資料８－１－①－１５)。また、施設については、老朽化した建物の改修・改築が必

要な状況である（資料１０－２－③－１）。特に、耐震指数の低い建物について、耐震改修の必要

性が高く、１号館については平成１７年度に改修済みであるが、２号館については概算要求して改

修を計画している（資料８－１－①－３ｃ）。平成１７年度に設置された専攻科については専用の

建物がないため既設建物の一部を仮使用してきたが、平成１８年度中に専攻科棟を新築する予定で

ある。 
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 教育研究に充てる予算については、従来の予算単価を踏襲し、教員毎の単価により算出した年間

必要経費と職域ごとの単価により算出した教育研究費及び教員毎の単価により算出した教員研究旅

費の合算額を各学科等に配分し、校長のリーダーシップによる教育充実・研究のための予算は、平成

１７年度において「プロジェクト研究」分として１５００万円、「教育」のための環境整備費として１０００万円、

合計２５００万円を確保し、教育特別研究費（校長裁量経費）として教育研究の充実・活性化を図るた

めの経費に充当した（資料１０－２－③－２）。 

 「プロジェクト研究」の採択は、校長、三主事及び事務部長が教員からの申請書類を検討の上決定し、

「教育」のための環境整備費については、緊急度等について校長、三主事及び事務部長が検討の上

決定した。 

 

    資料８－１－①－１５ 主要機器一覧表(前出のとおり) 

 

   

 

   資料８－１－①－３ｃ「平成１９年度施設整備費概算要求書」 

資料１０－２－③－３「平成１７年度教育研究特別経費（旧校長裁量経費）配分一覧」 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料１０－２－①－１で示すとおり校長裁量経費を含む予算配分方

針は、学校運営委員会で審議され教員会議において報告されている。また、資料１０－２－③－３

に示すとおり、配分についても校長、三主事及び事務部長が検討の上、教育研究の充実・活性化を

図るための経費として重点的に配分している。なお、資料１０－２－③－１で示すように施設につい

ては、老朽化等により早急に改修・改築を必要とする建物があり、教育研究を遂行する場にふさわ

しい環境整備が必要であり、施設マネジメントを行いつつ、緊急営繕要求及び概算要求に申請を継続

的に行っている。 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 高専機構が独立行政法人通則法第３８条（資料１０－３－①－１）の規定に

基づき、当該事業年度終了後三月以内に財務諸表を主務大臣である文部科学大臣に提出し、承認を

受けた後、官報に公示し、書面を備え置くとともに、ウェブサイトへ掲載することになっている。 
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資料１０－３－①－１「独立行政法人通則法第３８条」 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料１０－３－①－１に示すように独立行政法人通則法に基づき公

表されている。 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 高専機構本部による監査、監査法人による監査、東海・北陸地区国立高専９

校による相互監査及び本校の内部監査のいずれかにより毎年度会計監査を行うことになっている。

平成１６年度の会計監査は相互監査により実施済（資料１０－３－②－１）であり、平成１７年度の

会計監査については、監査法人により実施済みである（資料１０－３－②－２）。 

 

資料１０－３－②－１ 「監査報告書」 

資料１０－３－②－２  「会計監査講評について」 

 

（分析結果とその根拠理由） 平成１６年度の会計監査においては、資料１０－３－②－１で示すと

おり高専における会計処理に熟知した事務職員による適正な監査を受けており、結果も良好と判定されて

いる。また、平成１７年度の会計監査においては、資料１０－３－②－２のとおり監査法人による監査を受

け、正確な会計処理が行われているとの結果であった。 

 以上のことから、適正に監査が行われている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 中期目標、中期計画を適切に策定して教職員に明示し、予算についても年度当初に

配分の基本的方針を策定して教職員に明示している。 

また、限られた予算を有効に活用し、校長のリーダーシップのもと教育研究の飛躍を図るため、

校長裁量経費を相対的に高め、「教育」と「プロジェクト研究」に予算を重点配分している。 

 

（改善を要する点） 運営費交付金は、毎年効率化係数１％分の漸減があり、光熱水料をはじめと

して経費全体の節約並びに効率的執行の継続が必要である。また、本校の教育研究活動を支える経

費を確保するため外部資金の積極的獲得が必要であり、地域共同テクノセンター及び事務部企画室

において獲得のための方策を検討し、技術相談・広報等になお一層努めねばならない。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

   本校における教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を有してお

り、運営面では、業務の合理化、経費の節減を推進して効率化を図っている。また、学生の確保のため教

員による学校訪問等広報活動を積極的に行い、経常的収入の増加に努力している。なお、平成１７年度か

ら、運営費交付金が１％削減され、以後毎年同率で減額されるため、外部資金等の自己収入の確保に努

力する必要がある。 

   本校では、予算配分については、事務部において策定した原案について学校運営委員会において審議

・決定し、教員会議等を通じて教職員に周知している。教育研究に充てる予算については、教員毎の単価
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により算出した年間必要経費と職域ごとの単価により算出した教育研究費及び教員毎の単価により算出し

た教員研究旅費の合算額を各学科等に配分し、校長のリーダーシップによる教育充実・研究のための予算

は、平成１７年度において「プロジェクト研究」分として１５００万円、「教育」のための環境整備費として１０００

万円の合計２５００万円を確保し、教育研究の活性化を図るための経費に充てた。なお、「プロジェクト研究」

の採択は、校長、三主事及び事務部長が教員からの申請書類を検討の上決定した。 

   本校の施設は老朽化に加え耐震改修を要する建物も残っており、学生、教職員の安全確保の上からも

緊急に改修・改築を要するものがあり、今後、教育研究を遂行する場にふさわしい環境整備を継続的に要

求中である。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になっ

ており，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 

 

（観点に係る状況） 本校の管理運営に当たる機関としては、校長の下、３主事（教務主事、学生

主事、寮務主事）及び学科長等の役職者と、庶務、会計及び学生の３課の事務部と、各種委員

会等の機関とがあり、校長のリーダーシップの下で有機的な管理運営組織を形成している。

（資料２－２－①－２） 

 校長の職務は、「独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則」で、３主事及び事務

部については、「鳥羽商船高等専門学校学則」で、学科長等については、「鳥羽商船高等専門学校

の組織及び管理運営に関する規則」でそれぞれの職務を定めている。（資料１１－１－①－１、１

－２－①－３、２－２－①－１） 

 また、「鳥羽商船高等専門学校の組織及び管理運営に関する規則」で、本校の管理運営に関する

重要事項及び校長の執行事項について審議するために学校運営委員会を置き、教育課程、入学者選

抜等の重要事項を審議するために教員会議を置き、専門的事項の検討、調整等のために、８の常置

委員会及びそれぞれの規則等を設置根拠とした特別委員会を置いている。（資料２－２－①－１） 

 主要な委員会である常置委員会は、主としてその委員長を校長自身、または、３主事等の校長が

指名する者が務めることとなっており、円滑な意思決定を担保している。 

 これらの委員会のほか、校長のリーダーシップの発揮が要請される場面においては、校長は３主

事を招集し、諮問の上、校長自ら意思決定を行っている。なお、学校運営を円滑に行うため、校長

を補佐する副校長および校長補佐の配置と共に、主事を補佐する主事補の設置により校長のリーダ

ーシップ機能を十分発揮する補佐体制が整備されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 組織図、学則、規則で示すように、本校では、十分な管理運営組織

が整備され、校長が学校全体の運営を把握し、リーダーシップを発揮する体制になっている。 

 以上のことから、本校では、校長，各主事，委員会等の役割が明確になっており，効果的な意思

決定が行える態勢となっている。 

 

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に

活動しているか。 

 

（観点に係る状況） 本校における各種委員会は、「鳥羽商船高等専門学校の組織及び管理運営に

関する規則」において設置され、それぞれの委員会の役割を明確にしている。事務組織については、

「鳥羽商船高等専門学校事務組織及び事務分掌規則」において設置され、事務部長の下、庶務、

会計及び学生の３課に事務系職員が配属されている。（資料２－２－①－１、３－３－①－１

～２）また、各種委員会には所掌事務組織が定められており、各種委員会と事務部の各課が相互に

連携している。 

  

（分析結果とその根拠理由） 組織図、規則等で示すように、各種委員会及び事務組織とも、適切
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に役割を分担し、効果的に活動している。 

 

観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 本校は、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校である。

管理運営の規定としては、まず、同機構が制定した「独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に

関する規則」を初めとした諸規定がある。（資料１１－１－①－１） 

これらの諸規定を受け、本校においても管理運営に関する諸規定を定め、学校運営を行っている。

本校が定めている諸規定は、平成１６年４月の独立行政法人国立高等専門学校機構の設立に伴い、

高専機構の諸規定との整合性を図り、従来の諸規定をすべて見直し、改正すべきものは改正し、新

規に作成したものもある。 

法人化後も、不断の見直しにより、必要に応じた改正を行っている。 

管理運営に係る組織については、主として「鳥羽商船高等専門学校の組織及び管理運営に関する

規則」において規定され、それぞれの業務を遂行している。また、事務に係る組織については、

「鳥羽商船高等専門学校事務組織及び事務分掌規則」において規定され、担当業務を果たして

いる。（資料２－２－①－１、３－３－①－１） 

 

（分析結果とその根拠理由） 資料に示すとおり、管理運営に関する諸規定は、十分に整備され、

現在も不断の見直しを行っている。 

 

観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 本校では、外部有識者の意見反映が、残念ながらこれまでは十分に行われて

いなかった。この反省の下に、平成１７年６月に「鳥羽商船高等専門学校運営諮問会議規則」を制

定し、企業、教育研究機関、地域等の関係者に諮問会議委員を委嘱し、運営諮問会議を立ち上げた。

（資料６－１－⑤－２） 

平成１７年１１月１０日に第１回の運営諮問会議を開催し、ここで出された委員からの提言等を

まとめ、「運営諮問会議報告書」を作成した。（資料１１－２－①－１） 

現在、本校の管理運営に生かすべく、学生のＰＲやバリアフリー等の提言に対して学校運営委員会、

各種委員会で検討を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 必ずしも従来十分でなかった、外部有識者の意見を本校の運営に反

映させる仕組みが出来たところであり、点検評価委員会を中心とした取り組みが始まったところで

ある。 

 

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対

して行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 本校では、平成４年６月に「鳥羽商船高等専門学校点検評価規則」を制定し、

点検評価委員会の下に、平成６年８月に自己点検・評価書である「鳥羽商船高専の現状と課題」を
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作成した。ここでは、本校の全般的な状況の分析、問題点及び改善の指針について自己点検し、そ

の評価結果を公表した。（資料１１－３－①－１～３） 

また、平成１０年８月には、「鳥羽商船高専の現状と課題その２―自己点検・外部評価報告書

―」を作成した。ここでは、校内教官研究会という形式をとって、４課題について、４分科会での

教官の討議により本校の課題の検討を行った。また、県下の企業から代表者４名を招いて、パネル

ディスカッションを開催し、社会からの評価を頂き、その結果を公表した。（資料１１－３－①－

４～５） 

法人化後は、運営諮問会議において、第三者評価を受け「運営諮問会議報告書」として配布・公

表している。また、機関別認証評価に基づく自己評価書を作成し、公表する予定である。 

 

（分析結果とその根拠理由） 上述のとおり、本校の活動の総合的な状況に対して、自己点検が行

われ、評価結果は公表されている。 

 

観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に

結び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況）本校の業務目的に沿った計画は、運営委員会および教員会議を始めとする各種

委員会において継続的にその方針を定め、実施、点検をし、点検評価委員会が点検評価の総括を行

い、改善の必要あるものについては校長が運営委員会等にフィードバックし、評価結果が改善に結

びつくよう指示をしている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 上述のとおり、適宜、改善は図ってきたが、フィードバックの改善

機能がシステム化され、定着しているとは言い難い。既設の有機的な管理運営組織自体によるフィ

ードバック改善活動がＰＤＣＡサイクルとして有効に定着するように、継続的、客観的、詳細に検

討をし、機能させて行きたい。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 校長、各主事、委員会、事務組織等の学校内の管理運営組織が、それぞれの役割を

明確に分担し、最終的な判断を校長が下す体制となっている。 

 

（改善を要する点） 今後、自己点検・評価（や第三者評価）が定期的に行われ、評価結果がフィ

ードバックされ改善されるシステム機能を具体的に現在の管理運営組織に定着させていきたい。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

 学校の目的を達成するために、本校の管理運営体制及び事務組織は十分に整備されており、校長に

よるリーダーシップが発揮できる体制であると判断できる。 

 また、外部の有識者による評価も、その緒についたところではあるが、外部有識者の意見を本校の

運営に反映させる仕組みが出来、評価による学校運営改善に向けての取り組みが始まったところであ

る。 



Ⅲ 選択的評価事項Ａ 「研究活動の状況」 

 

Ⅰ 選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」に係る目的 

 

本校は、有能な実践的技術者の育成とともに、広く地域と社会に貢献することを使命とし、

地域に根ざし開かれた高等教育機関として、以下のような研究目的を中期目標に掲げている。 

 

 「教育に還元できる研究及び地域・産業界に貢献できる研究を活性化させ、それらを支援する体制

を整備する。」 

 

 この目的を達成するために、本校の研究活動は、以下の点に重きを置いている。 

１． 教育内容に関連した研究を行い、授業や卒業研究等の指導に還元する。 

１）学生の学力・理解力向上のため、広く情報を求め、授業改善等に努める。 

① 学力・理解力向上のため、補習等の検討 

② 習熟度別授業実施 

③ ＦＤ研究集会、各種研究集会への積極的な参加とその支援体制の整備 

 ２）教員自らの創造性を高めるため、科学研究費補助金の申請に積極的に取り組む。 

 

２． 科学技術の進展及び地域社会における技術進展に寄与するように努める。 

 １）三重県産業支援室・産業支援センターを通じ産学官金連携へ積極的に取り組み、地域社会への 

貢献を行う。 

 ２）伊勢市商工会議所及び鳥羽市商工会議所との連携を図り、地域社会への貢献を行う。 

 ３）優れた研究（共同研究）課題へ研究資金の重点配分を行う。 

 ４）地域共同テクノセンター、技術センターの支援協力体制を整備・強化し、地域振興に貢献する 

体制を整える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 選択的評価事項Ｂ 「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」 

 

Ⅰ 選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

 

本校は、有能な実践的技術者の育成とともに、広く地域と社会に貢献することを使命とし、

地域に根ざし開かれた高等教育機関として、地域の教育力の向上と生涯学習の機会の提供を目

指して、以下のような教育サービスに関する目的を中期目標に掲げている。 

 

 「教育研究資源を地域社会に提供し、学校の施設・設備を地域に開放し、住民に親しまれ、地域に

根ざした学校となることを目指す。そのため、社会との交流を推進する体制作りを図る。」 

 

 この目的を達成するために、本校の地域への教育サービス活動は、以下の点に重きを置いている。 

１．公開講座、オープンキャンパス等を通じて地域社会へ貢献する。 

２． みえアカデミックセミナー、ベンチャーカレッジのように地域自治体や教育委員会等と連携し、

生涯学習などの講座を積極的に推進する。 

３． 地元商工会議所との連携を図り、地域企業等の技術者を対象とした技術講習会に努める。 

４． 地域の人々に教育施設を開放し、市民生活の充実に貢献する。 

 



鳥羽商船高等専門学校 選択的評価基準 

 72

選択的評価基準 研究活動の状況 

（１）観点ごとの分析 

観点１－①： 高等専門学校の研究の目的に照らして，研究体制及び支援体制が適切に整備され，

機能しているか。 

（観点に係る状況）  

   本校においては、研究の目的を以下のように掲げている。 

 

  「本校における研究の目的は学生の学力、理解力向上のために、学生への授業や実験実習に対す

る改善を行うことができるよう、常日頃からそのための情報を広く求め、それらに従って改善

に努めることである（教育研究）。さらに、日々進化する科学技術に対応し、積極的に知識や 

技術を習得することにより、学生へ還元するとともに科学技術の進展および地域社会におけ

る技術進展に寄与することができるようにすること（技術研究）である。」 

    本校で定義する研究は、２つに大別でき、つまり、学生への教育に対する研究（以下、教育

研究と称する。）と技術系分野における技術進展のための研究（以下、技術研究と称す

る。）である。 

     

 （ａ）教育研究 

  （ａ－１）研究体制の整備状況 

    本校においては、明確な組織の制定や整備は行っていない。しかしながら近年の状況を鑑み、

教務主事が主導となり教務委員会にてＦＤや習熟度別授業を検討し、実施することで組織的

な取り組みを行っており、ここ数年活発化しつつある。 

  （ａ－２）活動状況 

    学内的な活動としては、教務主事が主体となって、以下のような活動を行ってきた。 

(i)ＦＤ研究集会（平成１３，１４年度、ビデオによる授業評価） 

（資料 選1－１－①－１） 

    (ii)習熟度別授業実施の検討および実施（平成１６年度）（資料 選１－１－①―２） 

    (iii)ＦＤ研究集会（平成１６年度、学生の学力向上と教員の意識改革） 

（資料 ３―２－②―３、３―２－②―４） 
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（資料 選1－１－①－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１４年度 教務委員会資料（１１月５日）） 
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（資料 選１－１－①―２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１６年度 教務委員会資料（９月７日）） 
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 （ｂ）技術研究 

  （ｂ－１）研究体制の整備状況 

    本校においては、研究支援のための予算として、年度当初に校長の裁量による予算配分（教

育研究特別経費）を行っている。 

予算確保のためには所定の申請用紙（資料 選１－１－①―３）に記入して提出するととも

に年度末に所定の報告用紙（資料 選１－１－①―４）による報告の義務があり、本校の紀

要に掲載して公表する。 

    提出された資料を基に校長が金額査定を行い、配分を決定している。（資料 １０―２―③

―３） 

    事務組織としては、庶務課に企画室を置き、上記の予算申請のみならず、科学研究費補助金

の申請にかかる通達、取りまとめや外部資金獲得のための各種案内や手続きを行っている。 

    本校は平成１７年度に地域共同テクノセンターを設立したが、平成１８年度現在ではいまだ

センター棟や専有設備は有していない。しかしながらセンターの正式な設立に先立ち、数年

前から、現センター長を中心として主に学外企業との共同研究や受託研究、技術相談につい

ての受入態勢を進めてきた。また、平成１６年度に地域共同テクノセンター規則（資料 選

１－１－①―５）を制定し、規則の整備を行った。 

平成１７年度には、共同研究や受託研究等をより具体的に検討し、推進するため、共同研究

取扱規定（資料 選１－１－①―６）および受託研究取扱規定（資料 選１－１－①―７）

を制定するとともに、共同研究申請書（資料 選１－１－①―８）、共同研究受入決定通知

書（資料 選１－１－①―９）、共同研究変更（中止・期間延長）承認申請書（資料 選１

－１－①―１０）、共同研究完了報告書（資料 選１－１－①―１１）、受託研究申込書

（資料 選１－１－①―１２）および完了書（資料 選１－１－①―１３）の書式も制定し

た。 

本校では、技術センターを有しているが、地域共同テクノセンターの設置に先駆け、共同研

究を推進するためにそれらの研究に必要となる実験装置製作の補助等を想定して平成１６年

度に規則の一部を改正し、技術センターにおける正式な業務として取り扱うようにした。

（資料 選１－１－①―１４）また、従来から行っていたが、各種研究のための実験装置作

成や部品の製作について所定の書式にて申請（資料 選１－１－①―１５）することでそれ

らの製作を請け負うとともに、必要に応じて専任の技術専門職員を選定し派遣することで研

究の補助を行っている。 
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（資料 選１－１－①―３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

別紙様式１ 

平成１７年度 教育研究特別経費（旧校長裁量経費）申 請 書 

（所属）      学科  氏名（代表者） 

（研究テーマ） 

 

研究計画概要・研究成果の発表 

 

 

研究費 

（申請金額）        円   （研究計画全体の総額）       円 

（購入予定物品等） 

 

 

（注）研究費は，研究計画全体で必要な経費を計上し，学科等から配分の研究費で充当する金額も記

載すること。また，備品等購入計画は，機器等のカタログ及び見積書を添付のうえ，現在利用してい

る機器の状況を付記すること。 
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（資料 選１－１－①―４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

別紙様式２      平成１７年度 教育研究特別経費実施報告書 

 

（所属）      学科  氏名（代表者） 

（研究テーマ） 

 

研究成果の概要・研究成果の発表 

  

研究費の執行状況 

（研究費配分額）       円（研究計画全体の執行額）         円 

（購入物品等） 

（注）研究費の執行状況は，研究計画全体で使用した執行金額を記載のこと。 
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（資料 選１－１－①―５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第３章 ３－１２） 

鳥羽商船高等専門学校地域共同テクノセンター規則 

 

                          制  定 平成１６年１２月１５日 

 （趣旨） 

第１条 鳥羽商船高等専門学校地域共同テクノセンター（以下「センター」という。）の管理運営について

は、この規則の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 センターは、民間等外部の機関との連携を深めるため、共同研究、技術相談、技術指導を通じて、本

校の教育研究の発展に寄与するとともに、地域社会における産業技術の振興及び発展に貢献することを目的

とする。 

 （業務） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

一 センターと地域産業との交流に関すること。 

二 地域企業等との共同研究、受託研究等の促進に関すること。 

三 地域企業等に対する技術相談及び学術情報の提供に関すること。 

四 ＴＬＯ等との連携に関すること。 

五 その他センターの目的を達成するために必要な業務 

 （組織） 

第４条 センターに、次に掲げる教職員を置く。 

一 センター長 

二 センター研究員 

三 その他必要な教職員 

２ センター長は、本校の教授又は助教授のうちから、また、研究員はセンター長の推薦により、本校の教職員

のうちから、それぞれ校長が任命する。 

３ センター教職員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 （職務） 

第５条 センター長は、センターの管理運営を総括する。 

２ センター研究員は、センター長を補佐する。 

（委員会） 

第６条 センターの運営、事業計画及びその他センターの運営に関し必要な事項を審議するため、鳥羽商船高等

専門学校地域共同テクノセンター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、センター長、学科及び一般教育から選出された教員各１名、庶務課長、会計課長、学生課長で組

織する。 

 （委員長） 

第７条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第８条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。 

 （会議） 

第９条 委員会は委員の５分の３以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

 （審議結果の報告） 

第１０条 委員長は、委員会の審議の結果を校長に報告する。 

 （事務） 

第１１条 センターに関する事務は、庶務課専門職員において処理する。 

 （雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

２  センター設置後最初に任命される教職員については、この規則にかかわらず、校長が任

命する。 
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（資料 選１－１－①―６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽商船高等専門学校共同研究取扱規程 

 

制定 平成１７年６月２２日 

（趣旨） 

第１条 鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）における民間等外部の機関（以下「民間機関等」）

との共同研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則（平成16年独立行

政法人国立高等専門学校機構規則第46号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

 一 共同研究 

  ア 本校における共同研究 

    本校において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて、本校の教職員が当該民間機関等の

研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいう。 

  イ 本校及び民間機関等における共同研究 

    本校及び民間機関等において、共通の研究課題について分担して行う研究で、本校において民間機関

等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受入れるものをいう。 

 二 民間等共同研究員 民間機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本

校に派遣される者をいう。  

 三 研究代表者 前第２号に規定する共同研究を行う本校教職員の当該共同研究の代表者をいう。 

 四 研究分担者 前第２号に規定する共同研究を行う本校教職員の当該共同研究の分担者をいう。 

（受入れの基準） 

第３条  共同研究は、本校の教育研究上有意義であり、かつ、業務遂行上、支障がな 

いと認めた場合に限り受入れるものとする。 

（共同研究の受入れ） 

第４条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、共同研究申請書（様式第１号）を校長に提出し

なければならない。 

２ 共同研究の受入れは、学校運営委員会の議を経て、校長が決定するものとする。 

３ 校長は、共同研究の受入れを決定したときは、契約担当役及び民間機関等の長に通知（様式第２号）する

ものとする。 

（契約の締結） 

第５条 契約担当役は、前条第３項の通知を受けたときは、共同研究契約書により契約を締結し、校長にその

旨を通知するものとする。 

２ 契約担当役は、前項の契約を締結したときは、共同研究契約締結通知書（様式第３号）により研究担当者

に通知するものとする。 

（研究料） 

第６条 本校が受入れる民間等共同研究員の額は、１人につき年額４２０，０００円とし、月割り計算はしな

いものとする。 

２ 研究料は、共同研究契約を締結した後、直ちに民間機関等から徴収するものとする。 

３ 同一年度内において、研究期間を延長する場合には、同一の民間等共同研究員に係る研究料は徴収しない

ものとする。 

４ 既納の研究料は、返還しない。 

（共同研究に要する経費） 

第７条 本校は、本校の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な

経常経費等を負担するものとする。 

２ 民間機関等は、共同研究遂行のために、前項により本校が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅

費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費（以下「直接経費」という。）を負担するものとする。ただし、

校長は、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。 

３ 民間機関等は、第２条による共同研究で、民間機関等において行う研究に要する経費を負担するものとす

る。 

（研究料及び研究経費の納付） 

第８条 民間機関等の長は、本校出納命令役の発する振込依頼書により、研究料及び研究経費を指定の期日ま

でに納付しなければならない。 

（共同研究における設備等の取扱い等） 
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第９条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、本校において新たに取得した設備等は、本校に属するも

のとする。 

２ 第７条第３項の経費により、研究の必要上、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等に属

するものとする。 

３ 校長は、共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等の所有に係る設備を無償で受けいれ、共同で使用す

ることができるものとする。 

４ 校長は、研究又は分担して行う研究のために必要な場合は、研究代表者又は当該共同研究の分担者（以下

「研究分担者」という。）に民間機関等の施設において研究を行わせることができるものとする。 

（共同研究の中止等） 

第１０条 研究担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する

必要が生じたときは、直ちに共同研究変更（中止・期間延長）承認申請書（様式第４号）を校長に提出するも

のとする。 

２ 校長は、前項の申請があった場合は、民間機関等の長と協議の上、当該共同研究を中止し、又は延長するこ

とができるものとする。 

３ 校長は、前項の決定を行ったときは、研究担当者及び契約担当役に通知するものとし、契約担当役は直ちに

契約の解除又は契約の変更を行うものとする。 

（共同研究の中止に伴う研究経費の取扱い） 

第１１条 前条の規定により、共同研究を中止したときは、不用となった額の範囲内においてその全部又は一部

を民間機関等の長に返還することができるものとする。 

（共同研究完了の報告） 

第１２条 研究担当者は、当該共同研究が完了したときは、速やかに共同研究完了報告書（様式４号）により、

校長に報告するものとする。 

（特許の出願） 

第１３条 校長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、速やかに相手方に通知するとと

もに、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。 

２ 校長又は民間機関等の長は、研究代表者若しくは研究分担者又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞ

れ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについ

て、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。 

３ 校長及び民間機関等の長は、研究代表者若しくは研究分担者及び民間等共同研究員が共同研究の結果共同し

て発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結のうえ、

共同出願を行うものとする。ただし、民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、校長が単独で

出願を行うものとし、民間機関等に特許を受ける権利を譲渡する場合は、校長は出願を行わないものとする。 

（特許権等の実施） 

第１４条 校長は、共同研究の結果生じた発明について、本校が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取

得した特許権（以下「本校が承継した特許権等」という。）を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限

り、出願したときから１０年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただ

し、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。 

２ 校長は，共同研究の結果生じた発明について、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づ

き取得した特許権（以下「共有に係る特許権等」という。）を民間機関等の同意を得て、民間機関の指定する

者又は校長の指定する者に対し、出願したときから１０年を超えない範囲内において優先的に実施させること

ができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。 

（譲渡及び実施許諾） 

第１５条 校長は、民間機関等若しくは民間機関等の指定する者に対し、本校が承継した特許権等の譲渡、専用

実施権設定登録又は実施権の許諾を行えるものとし、適正な条件及び対価を定めたうえで、譲渡契約、専用実

施権設定登録契約又は実施許諾契約を締結するものとする。 

２ 校長は、民間機関等若しくは民間機関等の指定する者に対し、共有に係る特許権等の持分譲渡、専用実施権

設定登録又は実施の許諾を行えるものとし、共有に係る特許権を共有する民間企業等が実施する場合の本校へ

の不実施補償も含め、適正な条件及び対価を定めたうえで、譲渡契約、専用実施権設定登録契約又は実施許諾

契約等を締結するものとする。 

（第三者に対する実施の許諾） 

第１６条 第１４条第１項に規定する場合において、民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が本校が承継

した特許権等を、第１４条第２項に規定する場合において、民間期間等の指定する者又は校長の指定する者が

共有に係る特許権等を、それぞれ優先的実施の期間（以下「優先実施期間」という。）中、その第２年次以降

において、正当な理由なく実施しないときは、校長は，民間機関等，民間機関等の指定する者及び校長の指定

する者以外の者（以下「第三者」という。）に対し、民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の

上、当該特許権等の通常実施権の許諾を行えるものとし、適正な条件及び対価を定めたうえで、実施許諾契約

を締結するものとする。 
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（出典：本校規則集 第４章 ４－１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 校長は、前項において、民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取したうえで、書面で予め承諾

した場合は、第三者に対して当該特許権の持分の譲渡が行えるものとし、適正な条件及び対価を定めたうえ

で、譲渡契約を締結するものとする。 

（実用新案権等の取扱い） 

第１７条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、第１３条から前条までの規定を準用する。 

 

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取り扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年６月２２日から施行する。 
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（資料 選１－１－①―７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽商船高等専門学校受託研究取扱規程 

 

制定 平成１７年５月２日 

（趣旨） 

第１条 鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）における受託研究の取扱いについては、独立行政法人

国立高等専門学校機構受託研究実施規則（平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第47号）に定める

もののほか、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において「受託研究」とは、本校において機構以外の者（以下「委託者」という。）からの委

託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費（以下「受託研究費」という。）を委託者が負担するも

のをいう。 

（受入れの基準） 

第３条 受託研究は、本校の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認

められる場合に限り受け入れるものとする。 

（受入れの条件） 

第４条 受託研究の受入れにあたっては、次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができない。ただし、委託者から中止の申し出があった場

合には、委託者と協議の上、決定する。 

(2) 受託研究の結果、知的財産権の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはで

きない。 

(3) 受託研究費により取得した設備等は返還しない。 

(4) 本校において、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、

その責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知するものとする。受託研究を完

了、受託研究を中止又はその期間を変更した場合において、受託研究費に不用が生じ、委託者から不用とな

った額について返還の請求があった場合には返還する。 

  ただし、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究費は返還しない。中止の理由

が本校が受託研究契約を履行できないことによる場合は、この限りでない。 

(5) 委託者は、受託研究費を原則として当該研究の開始前に納付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、校長において必要と認められる条件は、別に定めることができる。 

３ 校長は、委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人であ

る場合には、第１項第３号及び第５号の条件を付さないことができる。 

（受託研究費） 

第５条 受託研究を受け入れるにあたって、委託者が負担する額は、次に掲げる経費の合算額とする。 

(1) 直接経費 謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究の遂行に直接必要な経費に相当す

る額 

(2) 間接経費 当該研究の遂行に関連し前項に規定する経費以外に経費を勘案して定める額 

２ 前項第２号に規定する間接経費の額は、直接経費の１５パーセントに相当する額を標準とする。ただし、必

要がある場合は１５パーセントに相当する額と異なる額とすることができる。なお、国の競争的資金による受

託研究の間接経費の率については国の予算で定められた率とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、直接経費のみを負担させるものとする。 

(1) 委託者が国（国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確

なものを含む。以下同じ。）である場合 

(2) 委託者が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情で間接経費がない場

合 

（受託研究の受入れ） 

第６条 受託研究の申込みをしようとする委託者は、受託研究申込書（別紙様式第１）を校長に提出しなければ

ならない。 

２ 受託研究の受入れは、学校運営委員会の議を経て、校長が決定するものとする。 

３ 校長は、受託研究の受入れを決定したときは、委託者及び契約担当役に通知するものとする。 

（契約の締結） 
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（出典：本校規則集 第４章 ４－１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 契約担当役は、前条第３項の通知を受けたときは、受託研究契約書により契約を締結し、校長にその旨

を通知するものとする。 

２ 契約担当役は、前項の契約を締結したときは、受託研究を担当する職員（以下「研究担当者」という。）に

通知するものとする。 

（受託研究の変更） 

第８条 研究担当者は、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を変更する必要が生じた場合

は、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。 

２ 校長は、前項の報告を受け、研究の中止又は期間の変更を決定したときは、委託者及び契約担当役に通知す

るものとする。 

３ 契約担当役は、前項により通知を受けたときは、契約を解除し、又は研究期間の変更契約を締結し、研究担

当者に通知するものとする。 

 

（研究終了の報告） 

第９条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、受託研究完了報告書（別紙様式２）により校長に報告する

ものとする。 

２ 委託者に対する研究報告については、研究担当者をして行わせるものとする。 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取り扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年５月２日から施行する。 
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（資料 選１－１－①―８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１２） 

様式第１号（第４条関係） 

共 同 研 究 申 請 書 

平成  年  月  日 

 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

                              住  所 

           民間機関等の名称 

                               代表者氏名                       ㊞ 

 

下記のとおり、共同研究を実施したいので申請します。 

 

記 

 

１ 研 究 題 目  

２ 研 究 の 目 的 

  及 び 内 容 

 

３ 研 究 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

４ 研究実施場所  

５ 民間機関等の 

  主な事業内容 

 

氏   名 所   属 職   名 ６ 民間機関等の 

  共 同 研 究 員    

氏   名 所   属 職   名 ７ 希 望 す る 

  研 究 担 当 者    

直  接  経  費 共同研究員 

謝 金 旅 費 研 究 費 研 究 料 
合  計８ 研 究 経 費 の 

  負 担 額 
    円 円 円 円 円

９ 提 供 す る 

  設 備 等 

 

 

（備考） 共同研究が数年にわたる場合は、年次計画書を添付してください。 
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（資料 選１－１－①―９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１２） 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 

共 同 研 究 受 入 決 定 通 知 書 

平成  年  月  日 

 

 

契約担当役 殿 

 

                        鳥羽商船高等専門学校長 

                          氏   名        印 

 

  

平成  年  月  日付けで申請のありました共同研究について、下記のとおり受入れを決定いたしました

ので、通知します。 

ついては、民間機関等の長と共同研究に係る契約を締結してください。 

 

記 

 

１ 研 究 題 目  

２ 研 究 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

３ 民間機関等の名称  

４ 民間機関等の共同 

  研究員の職・氏名 

 

５ 本校の共同研究担 

  当者の職名・氏名 

 

６ 研 究 実 施 場 所  

直  接  経  費 共同研究員 

謝 金 旅 費 研究費 研 究 料 
合  計７ 貴機関の共同研究 

  経 費 負 担 額  
円  円      円   円 円

８ その他特記事項 
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（資料 選１－１－①―１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１２） 

様式第３号（第１０条関係） 

 

共同研究変更（中止・期間延長）承認申請書 

平成  年  月  日

 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

 

所属学科及び職名 

研 究 担 当 者 氏 名         ㊞ 

 

  

下記のとおり変更（中止・期間延長）したいので申請します。 

 

記 

 

１ 研究題目 

 

２ 期  間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 

３ 変更（中止・期間延長）を必要とする理由 

 

４ その他参考となる事項 
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（資料 選１－１－①―１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第１２条関係） 

共 同 研 究 完 了 報 告 書 

平成  年  月  日

 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

 

所属学科及び職名 

研 究 担 当 者 氏 名            ㊞ 

 

 

 

  平成  年  月  日付けで受入れの決定を承認されました共同研究は、平成  年  月  日から開

始し、平成  年  月  日までに完了しましたので下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 研 究 題 目 

 

２ 研 究 の 目 的 及 び 内 容 

 

３ 研 究 の 経 過 及 び 成 果 

 

４ その他参考となる事項 
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（資料 選１－１－①―１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 1 

受 託 研 究 申 込 書 

 

                           平成  年  月  日 

 

  鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

                  住所 

               

               氏名（署名） 
                  （法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

 

 

 

  鳥羽商船高等専門学校受託研究取扱規程に基づき、下記のとおり研究を委託したい 

 ので申し込みます。 

 

 

記 
 

１ 研究題目 

 

２ 希望、研究担当者 

 

３ 研究目的及び内容 

 

４ 研究経費      直接経費       円 

             間接経費       円 

５ 研究期間    平成 年 月 日～平成 年 月 日 
 
 ６ 研究用資材、器具等の提供 

 

 ７ その他 
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（資料 選１－１－①―１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第４章 ４－１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２ 

 

           受 託 研 究 完 了 報 告 書 

 

                              平成  年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

所属学科及び職名 

                      研究担当者氏名（署名） 

 

 平成  年  月  日から開始した下記の受託研究が完了したので報告します。 

 

 

記 

 

１ 研究番号 

 

２ 研究題目 

 

３ 委託者氏名 

 

４ 研究経費      直接経費       円 

 

５ 研究期間    平成 年 月 日～平成 年 月 日 

 

  ６ 研究担当者 
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（資料 選１－１－①―１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校規則集 第３章 ３－１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

 (1)  一般科目及び専門科目の実験、実習に関すること。 

 (2)  各種コンテストの技術指導に関すること。 

 (3)  共同研究に関すること。 

 (4)  地域産業界等からの技術相談の支援に関すること。 

 (5)  練習船鳥羽丸運航の事務に関すること。 

(6) 実習船、舟艇及び艇庫の管理並びに整備に関すること。 

 (7)  実習工場の管理及び整備に関すること。 

 (8)  共同利用に係る大型の実験実習機器の管理及び整備に関すること。 

 (9)  公開講座等の公開事業の支援に関すること。 

 (10) 総合情報センターの情報技術教育部門への支援に関すること。 

 (11) 業務遂行のための資質向上及び技術習慣のための研修等に関すること。 

 (12) センターの予算に関すること。 

 (13) その他センターの業務に関し必要な事項 
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（資料 選１－１－①―１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：技術センター資料） 

No.     

セ ン タ ー

長 

技術長 室 長 

 

 

 

 

 

 

                             平成   年   月   日 

技術センター長 殿 

軽作業及び単品加工依頼願 

                           所属学科 

                           所属部課              

                           氏名          印     

軽作業依頼 

作 業 月 日     月    日（  ） 作業人数      名 

 

 

作 業 内 容 

 

 

単品加工依頼 

 引渡希望月日     月    日（  ） 

 

 

使用加工機 

□旋盤  □NC旋盤  □フライス盤  □NCフライス盤 

□マシニングセンター  □ボール盤   □ミグ溶接 

□炭酸ガスアーク溶接  □ガス溶接   □プラズマ切断 

□ 帯鋸盤 

□ その他（                         ） 

図 面 □有  □無 原材料 □有  □無  

 

加工概要 

 

 

 

依頼者は上記の該当する各項目に御記入下さい。 

作 業 記 録 控 

引渡・作業年月日 平成   年   月   日（  ） 

作業担当者  

作業時間  

備     考  
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 （ｂ－２）活動状況 

    現在、外部資金獲得のために企画室が各種資金の案内や手続きの代行を行っている。なお、

現在、本校で案内している外部資金一覧を資料 選１－１－①―１６に示す。さらに、各種

外部資金への申請状況を資料 選１－１－①―１７および選１－１－①―１８に示す。 

 

（資料 選１－１－①―１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

                        H18.1.12 

 

平成１７年度研究助成金公募一覧 

                          金額：千円  

助 成 機 関 名  申請期間（期限）  助成金額 

（財）東海学術奨励会 平成１７年１０月２１日 1 件         300 

（財）岡三加藤文化振興財団 
平成１６年１０月  １日～ 

平成１６年１２月２４日 
総額        10,000 

（財）日本科学協会 
平成１６年 ９月  １日～ 

平成１６年１０月１５日 
限度額     1,000 

（財）電気通信普及財団 助成の項目ごとに定める 助成の項目ごとに定める

（財）東海産業技術振興財団 
平成１６年１０月  １日～ 

平成１６年１１月３０日 
限度額       3,000 

（財）立石科学振興財団 
平成１６年 ９月  １日～ 

平成１６年１０月３１日 
限度額       2,500 

（財）昭和シェル石油環境研

究助成財団 
平成１７年 ５月１５日 限度額       3,000 

（財）トヨタ財団 
平成１７年 ４月  １日～ 

平成１７年 ５月２０日 
限度額       20,000 

（財）天田金属加工機械技術

振興財団 
平成１７年 ７月３０日 限度額       5,000 

（財）徳山科学技術振興財団 
平成１７年 ２月  １日～ 

平成１７年 ３月３１日 
1 件         300 

（財）矢崎科学技術振興財団 
平成１６年 ８月 １日～ 

平成１６年 ９月３０日 
限度額       3,000 
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（資料 選１－１－①―１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学研究費補助金 申請件数・課題 一覧 

17.12.1 現在 

科学研究費補助金（申請分）  単位：千円 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

19 66,509 10 37,257 21 91,614

 

科学研究費補助金申請分内訳 

年 度 金   額 研    究    課    題 

15 年度 4,198 視点位置に着目したシミュレータ訓練の評価法に関する研究 

〃 3,326 舟艇用風力―太陽光発電利用推進システムに関する基礎研究 

〃 2,150 トーションフリーランク１のアーベル群 

〃 1,182 バコノミック力学の最適制御問題への展開に関する研究 

〃 3,123 氷水混相流の分岐管路における流動特性の解明と制御 

〃 4,500 絶縁体内微小空隙の温度分布と部分放電発生特性との相関に関する研究 

〃 4,670 モンテカルロ法に基づく多粒子間のボーズ・アインシュタイン相関関数の数値積分 

〃 2,810 視覚障害者のための空間上の文字読み取り、読み上げシステム開発 

〃 3,156 タッチセンサを利用したバレーボールの戦術支援システムに関する研究 

〃 1,525 島根県の角筆文献調査と角筆文字の研究 

〃 4,947 水平軸型ウインドタービンシステムの設計に関する研究 

〃 2,307 ―様吹出し・吸込みダクト系による最適な反流形および並流形の流れに関する研究 

〃 4,568 コンピュータ筐体内の水冷に関する実験的研究 

〃 4,316 MR ダンパを用いたセミアクティブサスペンションのスライディングモード制御 

〃 4,940 多数のロボット間の干渉に関する研究 

〃 3,985 船舶での中波無線標識局によるデータ放送の受信状態の調査 

〃 3,812 PM 低減システムの舶用ディーゼルエンジンへの実装化 

〃 4,994 チタンニッケル系形状記憶合金の船舶への応用 

〃 2,000 電場および流体場を利用した微粒子の輸送方法の研究 
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（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

16 年度 2,804 計算ホモロジーの勾配的 Morse-Smale 制御系設計への応用に関する研究 

〃 4,988 
高エネルギー原子核衝突における３体から５体のボーズ－アインシュタイン相関

の計算 

〃 4,950 視覚障害者のための空間上の文字読み取り、読み上げシステム開発 

〃 2,690 セミアクティブサスペンションの受動性を考慮したスライディングモード制御 

〃 3,445 船舶における地上波デジタルテレビ放送の受信状況の調査 

〃 3,967 簡易 Hydrocode を用いた舶用プロペラ性能解析法の開発 

〃 2,795 海上交通流シュミレーションにおける避航操船アルゴリズムに関する研究 

〃 4,970 生物情報工学手法を適用した学力低下問題解決アプローチの開発 

〃 2,000 無重力下を想定した電場および流体場による微粒子輸送方法の基礎研究 

〃 4,648 風力発電における風車配置の効果に関する研究 

17 年度 14,200 
教育現場におけるオープンソースデスクトップ環境のフィージビィリィに関する

研究 

〃 12,275 円環アレイによる自在音響波スキャナを用いたイメージングに関する研究 

〃 ４,130 生物情報工生学手法を適用した学力低下問題解決アプローチの開発 

〃 1,490 島根県隠岐地方における角筆文献資料の発掘と角筆文字の研究 

〃 3,958 南極季節海氷域におけるアイスバンドの形成と海氷野との関係 

   

〃 1,748 
ネットワーク対応型絶縁劣化システムの構築と高分子電気絶縁材料の微小劣化箇

所の光学的検出 

〃 4,315 対象性を持つ勾配的 Morse-Smale 制御系の設計・解析支援ツールの開発 

〃 3,197 自然エネルギー利用のためのタンデム・シーソー翼システムについての基礎研究 

〃 3,420 視覚障害者のための空間上の文字読み取り、読み上げシステム開発 

〃 3,230 小型船舶における衝突事故防止のための操縦安全システムの開発 

〃 4,960 時間依存性を主要項に持つ非線形発展方程式の可解性とその応用 

〃 4,500 単分子磁石の性質を持つサンドイッチ型ポリ酸の結晶構造制御 

〃 4,683 風力発電における風車配置の効果に関する研究 

〃 1,483 管寄せダクト系による反流形および並流形の最適な一様分配流れに関する研究 

〃 4,200 小型船舶の操舵アシストシステムの開発 

〃 2,525 船舶における地上デジタル放送の利用のための受信システムの開発 

〃 3,975 舶用ディーゼルエンジンに実装したＰＭ低減システムの運用評価 

〃 4,200 航行中船舶に対するタグボード支援力に関する研究 

〃 3,640 弾性変形を利用した舶用プロペラブレード開発に関する研究 

〃 2,000 電場および振動流体場を利用した無重力下での微粒子輸送方法の基礎研究 

〃 3,485 特定の空間内対象への聴覚呈示を行うための立体音響源に関する研究 
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（資料 選１－１－①―１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学寄附金 申請件数・研究課題等 一覧 

17.12.1 現在 

奨学寄附金（申請分）       単位：千円 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

4 7,090 10 15,000 11 11,390

 

奨学寄附金申請分内訳 

【平成１５年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

490,000 岡三加藤文化振興財団 Ti―Ni 系形状記憶合金を用いたアクチュエータの開発 

300,000 （財）東海学術奨励会 セミアクティブサスペンションのスライディングモード制御

300,000 
〃 協同学習の学習成績を予測するニューラルネットワークモデ

ルの汎化能力の検証 

6,000,000 
鳥羽商船高等専門学校 

奨学後援会 
教育助成 

計 7,090,000 
  

【平成１６年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

1,000,000 
（財）日本科学協

会 

視覚障害者のための情景画像中の文字情報読み上げシステムに

関する研究 

450,000 
岡三加藤文化振興

財団 
ＭＲダンパを用いた制御装置の制御アルゴリズム 

750,000 〃 
生物情報工学手法を適用した学力低下問題解決アプローチの開

発 

700,000 〃 

バレーボールのリアルタイム戦術支援・ゲーム分析システム

「Touch Volley」における動画再生機能の実装と入力端末の開

発 

300,000 
（財）東海学術奨

励会 

ＭＲダンパを用いたセミアクティブサスペンションのスライデ

ィングモード制御 

300,000 〃 
文書化された会話内容から問題解決に重要な役割を果たす文章

を抽出するシステムの開発 

4,000,000 
（財）東海産業技

術振興財団 

視覚障害者向け携帯型コミュニケーション・行動支援システム

の開発 

2,500,000 
（財）立石科学技

術振興財団 

視覚障害者向け携帯型コミュニケーション・行動支援システム

の開発 

4,000,000 

鳥羽商船高等専門

学校 

奨学後援会 

教育助成 

1,000,000 日本船主協会 課外活動援助・学生募集対策・船員教育関係 

計 15,000,000 
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（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

なお、直接的な形ではないが、平成１４年度に発足したNEDO（新エネルギー産業技術総合開

発機構）の研究助成プロジェクトにおいて本校の教員が研究分担者として数年間参加してい

る。ただし、正式な書類の授受や経費分担がなかったため、上記の資料には掲載していない。 

さらに、委員会活動の一環として伊勢湾艱難防止協会からの依頼を受け、本校商船学科の教

員が多数参加し調査研究等を積極的に行い、寄付金も受領している。 

   （資料 選１－１－①―１９、選１－１－①―２０） 

共同研究や受託研究の推進および地域共同テクノセンター設立に関する説明を兼ねて、平成

１６年度以降、現地域共同テクノセンター長が学外組織へ赴き、作成したパンフレット（資

料 選１－１－①―２１）を用いて説明を行ってきている。主な学外組織は以下のようにな

る。 

    (i) 三重メディカルバレー企画推進委員会 

    (ii) 産学官プラス金融連携会議 

    (iii) 第三回全国高専テクノフォーラム 

    (iv) 伊勢商工会議所 

    (v) 伊勢市産業支援センター準備室 

    (vi) 三重県ＲＳＰ事業推進協議会 

(vii) 三重県コーディネータ等連携会議 

 

 

【平成１７年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

990,000 （財）日本科学協会 弾性材料を用いた舶用プロペラに関する研究 

1,000,000 〃 視覚障害者のための情景内文字情報読み上げシステムの開発 

700,000 
岡三加藤文化振興財

団 
船舶における救急患者搬送用座席の振動制御 

300,000 
（財）東海学術奨励

会 

伊勢湾および三河湾における海上交通の安全性評価に関する研究 

300,000 〃 伊勢湾岸地域に適した新しいマイクロ風車の開発に関する研究 

300,000 〃 船舶における救急患者搬送用座席の開発 

300,000 
〃 船舶上で発生する患者を対象とした生体情報計測メーリングシス

テム 

300,000 
〃 バレーボールスカウティングシステム Touch Volley への映像デ

ーターベース検索機能実装 

200,000 
（財）電気通信普及

財団 

学会（ラスベガス・ネバダ州・アメリカ合衆国）での研究発表 

6,000,000 
鳥羽商船高等専門学

校奨学後援会 
教育助成 

1,000,000 日本船主協会 課外活動援助・学生募集対策・船員教育関係 

計 11,390,000 
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                           （資料 選１－１－①―１９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 
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（資料 選１－１－①―２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 
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（資料 選１－１－①―２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 
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    一方で、直接的な外部資金獲得には結びついていないが、「中部の技術シーズ」への参加を

行っている。（資料 選１－１－①―２２、選１－１－①―２３）なお、本校では近年参加

し、地域共同テクノセンター長の呼びかけや補佐により、数名の教員が技術シーズを提供し、

フォローアップ調査を通じて継続的な活動を行っている。（資料 選１－１－①―２４） 

学内的な活動としては、一般的に獲得が難しいと言われている科学研究費補助金について、

教員の理解を深めるとともに提出における注意事項や実際に獲得した教員による具体的な対

策などのための説明会を平成１７年度に実施している。（資料 選１－１－①―２５） 

また、地域連携とも関連して三重産業支援センターとの共催により「第２回産学連携シーズ

セミナー」を平成１６年度に実施した。（資料 選１－１－①―２６、選１－１－①―２

７） 実施においては、外部企業に在籍している技術者も多数参加し（資料 選１－１－①

―２８）、実施後に学外参加者を対象としてアンケート調査も行った。（資料 選１－１－

①―２９） 
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（資料 選１－１－①―２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 
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（資料 選１－１－①―２３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 
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（資料 選１－１－①―２４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

    

技術シーズ調査報告様式（１６年度掲載分フォローアップ） 

       

収集機関名：鳥羽商船高等専門学校 

連絡担当者：庶務課専門職員 荒 木  徹 

       

継続掲載の可否 該当に○印     １６年度

版 

シリアル

番号 

研究開発テーマ 

（識別のため、 

最初から５文字以

上) 

提案者 

（代表１

名） 

所属機関 

（大学名等のみで可）
継続 

掲載 

修正 

掲載 

掲載

せず

環１０８ 高周波誘導加熱  鳥羽商船高等専門学校 ○     

機０３７ 同期リラクタンス   鳥羽商船高等専門学校 ○     

環０７１ ＧＰＳを応用した   鳥羽商船高等専門学校 ○     

エ０５４ 風力発電における   鳥羽商船高等専門学校 ○     

他０５０ システム工学的   鳥羽商船高等専門学校     ○ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

各収集機関で御担当の１６年度掲載技術シーズすべてについて御報告ください。   

継続掲載の可否について回答が得られなかったものは、掲載をしないことといたします。  

電話等で継続掲載等の確認が得られたものは、継続掲載の可否の該当欄に「電話確認」と御記入ください。

修正掲載用ファイル名は、「材００１修正.doc」のようにお付けください。   
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（資料 選１－１－①―２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年１０月７日

 

教員各位 

 

校  長 

 

科学研究費補助金説明会について 

 

 高等専門学校教員においても、外部資金の獲得が強く要請されるところ、次の２種類の科学研究費補助金の説

明会を開催しますので、積極的な出席をよろしくお願いします。 

 

 

１ 鈴鹿工業高等専門学校における説明会 

 鈴鹿工業高等専門学校において、下記により説明会が開催されることとなり、同校から本校教員の出席方につ

いて依頼がありました。 

 なお、同説明会への出席は、移動中の万が一の事故等への対処として、「研修」として取り扱います。庶務課

人事係に「研修承認願」の提出を１７日（月）までにお願いします。 

記 

日 時：平成１７年１０月１９日（水）午後４時～（１時間程度） 

場 所：鈴鹿工業高等専門学校第１会議室（管理棟３階） 

講 師：文部科学省研究振興局 

（予定） 学術研究助成課学術団体専門官   山﨑 淳一郎 

       同   課庶務・研究係長   大友 康裕 

 

 

２ 本校における説明会 

 本校において、科学研究費補助金の申請手続き上の注意、本校教員による経験談を交えた説明会を、下記によ

り行いますので、多くの教員の出席をよろしくお願いします。 

記 
日 時：平成１７年１０月２０日（木）午後４時１５分～（１時間程度） 

場 所：百周年記念館大会議室 

内 容： 

 １）申請手続き（電子申請の導入ほか） 

 庶務課     専門職員 荒木 徹 

 ２）本校教員の経験談 

商船学科    助教授  窪田 祥朗 

制御情報工学科 助教授  榎本 隆二 

一般教育科   助教授  西川 雅堂 

 ※ 資料準備のため、出席予定者は前日までに庶務課専門職員あてご連絡願います。 

以上 



鳥羽商船高等専門学校 選択的評価基準 

 105

（資料 選１－１－①―２６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産学連携シーズセミナー プログラム 
主 催：財団法人 三重県産業支援センター 

共 催：鳥羽商船高等専門学校 

 

日 時：平成１６年２月３日（火）13：30 ～ 16：30 

場 所：鳥羽商船高等専門学校 視聴覚教室 

対 象：三重県内の企業 

 

1. 13：30 ～ 13：45 開会挨拶 
   鳥羽商船高等専門学校 教務主事 原 田 秀 己 

   ＲＳＰ代表コーディネータ       野 田 宏 行 

 

2. 13：45 ～ 15：15 研究発表 （各発表終了ごとに質疑応答を行います。） 
（1）「誘導加熱の環境対策への応用」 

商 船 学 科  窪 田 祥 朗 助教授  13：45 ～ 14：15（30 分） 

  （2）「有限要素法による各種磁界解析」 

       電子機械工学科  大 石 哲 男 教 授  14：15 ～ 14：45（30 分） 

  （3）「協同学習における学習効果を向上させるシステム工学的アプローチ」 

       制御情報工学科  新 池 一 弘 助教授  14：45 ～ 15：15（30 分） 

 

3. 15：30 ～ 16：10 施設見学（荷物は視聴覚教室でも預かります。） 
（1） 練習船「鳥羽丸」 

（2） 流体可視化実験装置 

 

4. 16：20 ～ 16：30 質疑応答・閉会 （視聴覚教室） 
   将来に係る問題、現在相談したい事項 等を聴取します。 

 

 

 

鳥羽商船高等専門学校 技術相談等産学官担当窓口 

教官窓口：電子機械工学科教授 大 石 哲 男 

TEL 0599-25-8076  FAX 0599-25-8016（庶務課） 

            E-mail : ohishi@toba-cmt.ac.jp 

事務窓口：庶務課専門職員（企画調査担当） 松 田 晴 男 

TEL 0599-25-8402  FAX 0599-25-8016（庶務課） 

E-mail : k-senmon@toba-cmt.ac.jp 

  

 ＵＲＬ：http://www.toba-cmt.ac.jp 

mailto:k-senmon@toba-cmt.ac.jp
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（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 
 

【ＲＳＰ事業（研究成果育成型）とは】 

  RSP 事業（ネットワーク構築型：平成 9 ～12 年度）で形成された三重県産業支援センター（連携拠点機関）

と産学官のネットワークを活用して、大学等の独創的な研究課題を 4 名の科学技術コーディネータが掘り起こ

して育成し、実用化して三重県の産学官連携のシステム整備を図ります（平成 13 年 ～17 年度） 

 

 〔事業の内容〕 

1. 研究成果の育成と活用 
   大学等の研究機関と連携をとりながら、地域独自の研究成果を育成し、科学技術振興事業団を始め、

国の諸事業を活用して研究成果を実用に活かし、新技術・新産業の創出を推進します。 

 

2. コーディネート活動 
   研究成果の調査、企業ニーズの整理および研究の育成促進を行うため以下のような活動を行っていま

す。 

① 成果育成活用促進会議（産学連携の方策） 

   大学等との連携方策、成果育成計画を審議します。 

② 事業推進協議会（RSP 事業の推進） 

   研究情報、企業ニーズの調査、収集の具体的な方策を策定します。 

③ 課題協議会（県民の意向を反映） 

   県民各層の幅広い意見を聴取し、事業全体に反映します。 

④ 企画連絡会議 

   科学技術コーディネータの短期、長期にわたる活動方針を立案します。 

⑤ 企業ニーズと研究情報の結合と育成試験の実施 

   実用化の可能性がある課題は育成試験に付し、必要に応じて委託試験、共同研究を行います。得

られた成果をいち早く特許化、実用化します。 

⑥ 新技術フォーラムの開催 

   育成試験の成果を広く地域の研究者、企業に公開し、交流を深めます。 

⑦ 専門部会（共同研究の枠組み創設） 

   三重県内の大学等研究機関が蓄積する研究資源を産学公が協力して研究を深めます。 

 

〔科学技術コーディネータ〕 

・ 代表 野 田 宏 行 ・・・・ 環境・資源・エネルギー、医療・福祉 

・    中 野 昭 彦 ・・・・ 材料・メカトロニクス、情報・エレクトロニクス 

・    阿 部 量 一 ・・・・ 食品・バイオ、医療・福祉 

・    勝 永 智 也 ・・・・ 食品・バイオ、環境・資源・エネルギー 

 

協 力 依 頼 
2 月 3 日（火）当日 

・準備（午前） ⇒ 1 名 

・受付 ⇒ 松田 1 名にて対応予定（参加人数が多くなれば依頼？） 

・視聴覚教室に荷物を預かった場合の鍵の保管者 ⇒ 1 名（図書館で保管） 

・施設見学引率 ⇒ 1 名 

・後片付け ⇒ 1 名 
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（資料 選１－１－①―２７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回産学連携シーズセミナー・鳥羽商船高等専門学校 

財団法人三重県産業支援センター、鳥羽商船高等専門学校共催 

 

 

日時：平成１６年２月３日（火） １３：３０～１６：３０ 

場所：鳥羽商船高等専門学校 視聴覚室 

内容： 

 １．挨拶   １３：３０～１３：４５ 

   鳥羽商船高等専門学校 教務主事 原田秀己教授 

   ＲＳＰ事業 野田宏行代表科学技術コーディネータ 

２．研究発表 １３：４５～１５：１５ 

  １）「誘導加熱の環境対策への応用」    商船学科 窪田祥朗助教授 

   近年、地球環境保護の観点から、大気汚染防止に関する規制が必要とされている。大気汚染源として

は、プラント工場の排出ガス、ゴミ焼却炉の燃焼ガス、また、輸送システムや火力発電所などのディー

ゼルエンジンの排気ガスが挙げられる。本研究では、これらの排気ガス中の有害物質を浄化する方法と

して、排気ガスの再加熱による浄化方法に着目し、加熱温度の制御に最適な誘導加熱による加熱方法を

提案する。 

  ２）「有限要素法による各種磁界解析」   電子機械工学科 大石哲男教授 

磁石や永久磁石などの発生する磁界を応用した産業用の機器は、発電機やモータなどの電気機器・制

御用センサーなど、幅広く利用されている。これらの機器を設計するには、発生磁界の様子を知ること

が重要であるが、磁界を目で見ることはできない。そこで磁界を目に見える磁束線図として出力でき

る、数値シミュレーションが有効となる。有限要素法は信頼性の高いシミュレーション技法であり、こ

れにより種々の磁界を解析した例について紹介する。 

  ３）「協同学習における学習効果を向上させるシステム工学的アプローチ」 

制御情報工学科 新池一弘助教授 

グループで行われる協同学習は，近年さまざまな分野で学習者の問題解決能力を向上させる効果が注

目されている．この問題をニューラルネットワークの予測能力と局所探索法による最適化を用いて，協

同学習を支援するコンピュータアルゴリズムの開発手法および，グループの組合せ決定手法を提案す

る．本研究は，学校教育現場での学習効果が向上するグループの組み方や企業での人的なコラボレーシ

ョンを最適に行えるシステムとして有用であると考えられる． 

 ３．施設見学 １５：３０～１６：１０ 

   １）練習船「鳥羽丸」 

   ２）流体可視化実験装置 

４．質疑応答  １６：２０～１６：３０ 

 

 

問い合わせ先 （財）三重県産業支援センター 技術支援チーム 林、勝永

TEL ０５９－２２８－３１７１  FAX ０５９－２２８－３１７３

E-Mail  gijutsu@miesc.or.jp
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（資料 選１－１－①―２８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             平成１５年度第２回産学連携シーズセミナー参加者リスト 

                （平成１６年度２月３日鳥羽商船高等専門学校） 

    

  氏名 役職 所属 

1  副室長 ㈱中部コーポレーション 

2  営業課長 エス・エヌ・ケー・テクノ㈱ 

3    〃 

4    浜口計器工業㈱ 

5  専務取締役 ㈱青山高原ウインドファーム 

6  参与 〃 

7  常任顧問 芙蓉海洋開発㈱ 

8    ㈱ジャパンテクノメイト 技術部 

9  主任研究員 三重県科学技術振興センター 工業試験部 

10  代表取締役 ㈲環境設備企画 

11  記者 伊勢新聞社 

12    ㈱三重データクラフト 

13  支店長代理 JFE エンジニアリング 

14  代表者 因田事務所 

15  参事 ノリタケ伊勢電子㈱ 

16  代表取締役 ㈲シエスタ 

17  企画課課長 三重電子㈱研究開発室 

18  テクノサポーター （財）三重県産業支援センター 
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（資料 選１－１－①―２９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

平成 16 年 2 月 5 日 

 

産学連携シーズセミナー アンケート結果 

 

【 回 答 数 14 】 

 

1. セミナー講演会 

有意義だった 11 

・ 比較的実用性の高い内容であった。 

・ 誘導加熱の手法に注目。 

・ とても興味深いテーマでした。 

・ 他分野の技術を入手することができました。 

まあまあだった 3 
・ どちらかと言えば先生の研究発表会の色が強く感じた。 

・ 商船の内容がある程度理解できた。 

不満が残った 0  

無回答 0  

 

2. 施設見学 

有意義だった 11 

・ 流体可視装置の可能性に注目。 

・ 鳥羽丸の見学、風洞実験施設は新しくすばらしい。 

・ 鳥羽丸は有用だった。 

まあまあだった 0  

不満が残った 1 
・ 見学時間が短かった。流体可視化実験装置を運転して 

欲しかった。 

無回答 2  

 

3. 開催時期についてお伺いします。参加しやすい時期、月、曜日などがありましたら、お聞かせください。 
・ 月初め、水曜 

   ・ 土、日 

   ・ 週末日が望ましい 

   ・ 5 月～10 月 

   ・ いつでも結構です 

   ・ 2 月の末のＭ科、Ｉ科の卒業研究発表会の時に同時開催 

   ・ 学園祭 

 

4. 今後どのような内容の開催を希望されますか。（講演内容、訪問したい学部など） 
   ・ 新技術等の最近の状況、研究内容（三重大、鈴鹿高専 他） 

   ・ 応用工学的内容希望します。 

   ・ 産学官連携で実際に進めている技術開発やプロジェクトの一端を紹介してほしい。 

    活用現場も見せてほしい。 

   ・ 商船高専の特徴あるテーマを希望します。 

   ・ 情報（ＩＴ関連） 

   ・ ノーベル賞を受賞した田中耕一さんの講演会開催を希望します。 

   ・ 学生が現代社会とこれからの産業について、興味を持ったテーマについての発表 

 

5. その他、お気づきの点でご意見、ご要望をお聞かせください。 
   ・ 弊社には直接関係はないものの、とても有意義でした。ありがとうございました。 

   ・ 地域社会との交流を期待いたします。 

   ・ セミナーの開催中は少し寒く感じました。 

   ・ 学校での卒業研究発表会に、今日集われた方を招待してはどうか？ 

   ・ ＲＳＰ側の司会の方があまりじょうずではなかった。 

 

 

以 上 
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（分析結果とその根拠理由）  

  （ａ）教育研究 

    教育研究については、整備状況と表現できるほど整備されているわけではない。しかしなが

ら、昨今の状況を鑑み、教務主事が主導となって教務委員会で検討し、実施している状況も

あることから、現段階は整備のための下準備としての段階と捉えることができる。また、学

内活動は活発化しつつあるため、現段階での活動状況から、どのように体系化し、実施すれ

ればよいかを導くことができると考えている。 

   （ｂ）技術研究 

    技術研究については、体系的な整備には至っていないものの、より活発に活動するために必

要であると考えられる事項から順次整備、実施されてつつあるため、現段階では整備状況と

機能状況はほぼ同一であると捉えることができる。 

 

 

 

 

観点１－②： 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

（観点に係る状況）  

  （ａ）教育研究 

    教育研究については、論文や発表という形で以下のような実績を有する。 

(i)高専教育（教科研究）への投稿および採択状況 

（資料 選１－１－②―１、選１－１－②―２、選１－１－②―３） 

   (ii) 本校紀要への投稿および採択状況（教育関連のみ）（資料 選１－１－②―４） 

   (iii) 学会における発表状況（教育関連のみ）（資料 選１－１－②―５） 

       本校の教育研究としての目的は、端的に表現すると、「授業や実験実習改善のための研

究」である。資料より目的に添った活動が実施され、論文という形で成果を上げていると捉

えることができる。 

       なお、学会における発表に関しては、もともと発表の場が少ないこともあり、従来はあ

まり行われていなかったが、平成１７年度の教育教員研究集会の世話校に本校がなったこと

もあり、平成１７年度では発表の意識が強くなった。 
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（資料 選１－１－②―１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選１－１－②―２） 
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（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選１－１－②―３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選１－１－②―４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 図書係資料） 

 

  （資料 選１－１－②―５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１７年度高専教育講演論文集） 

 

  （ｂ）技術研究 

    技術研究については、論文や発表という形で以下のような実績を有する。 

   (i) 論文発表、学外発表の実績（資料 選１－１－②―６） 

   (ii)学外出張、研修などの実績（資料 選１－１－②―７） 

    また、外部資金獲得の関連としては、以下のような実績を有する。 

   (i) 科学研究費補助金採択状況（資料 選１－１－②―８） 

   (ii) 外部資金（科学研究費補助金以外）採択状況（資料 選１－１－②―９） 

    さらに、共同研究、受託研究等の関連としては、以下のような実績を有する。 

(i)共同研究、受託研究、技術相談の実績 

（資料 選１－１－②―１０、選１－１－②―１１、選１－１－②―１２） 

    (ii)研究活動成果についての新聞記事 

（資料 選１－１－②―１３、選１－１－②―１４、選１－１－②―１５） 

 

平成１７年度教育教員研究集会 発表一覧 

   

発表者 題              目 分野

 モノづくり教育と地域交流 教育

 個に応じた微分積分の学習指導について 教育

 設計製図の授業における新たな取り組みとその評価について 教育

  ロボコン参加ロボットによる日本橋ストリートフェスタへの参加とその教育効果について 教育

 初心者を対象とした高専ロボットコンテストの指導 学生

 船員教育における練習船「鳥羽丸」の意義と今後の課題 学生

 

発行年 号 タ  イ  ト  ル 

鳥羽商船における TOEIC IP テストの実施・結果報告 
平成 15 年 2 月 第 25 号 

言語学習における自己評価の有用性 

高等専門学校におけるエネルギー教育 
平成 16 年 2 月 第 26 号 

教育用制御システムによる教材作成 

外国語指導における使用言語について 
平成 17 年 2 月 第 27 号 

外国人留学生の振替科目「日本語」 

平成 18 年 2 月 第 28 号 個に応じた音読指導の試み  
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（資料 選１－１－②―６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

（資料 選１－１－②―７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

 

平成１７年度鳥羽商船高等専門学校における教員の研修状況 

    

項  目 件数 主なもの（内は人数） 備  考 

学会 22     

産学連携 16 「みえアカデミックセミナー2005」（3） 企業との共同研究を含む 

    産学官プラス金融機関連携（3）   

    第 3 回全国高専テクノフォーラム（1）   

    知的財産に関する講習会（1）   

    コーディネータ等連絡会議（1）   

    知的財産活用・流用フェアにブース展示（1）   

    ロボフェスタ 2005in 三重（3）   

    第 3 回三重の 21 世紀リーディング産業展（3）   

自己研究活動 55   大学との共同研究を含む 

 

教員の研究活動状況（著書・論文等発表件数） 

 

 

年 度 
著 書 論 文

学 会

発 表
備  考 

１５ １ ４１ ５５  

１６ １ ４７ ６１  

１７ １ ５３ ６２  

合 計 ３ １４１ １７８  
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（資料 選１－１－②―８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学研究費補助金 採択件数・採択課題 一覧 

17.12.1 現在 

科学研究費補助金（採択分）   単位：千円 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

５ 5,700 ４ 3,300 ３ 4,400

 

科学研究費補助金採択分内訳 

年 度 金   額 研    究    課    題 

15 年度 900,000 季節海氷域の形成に関わるアイスバンドの役割 

〃 500,000 トーションフリーランク１のアーベル群 

15 年度 1,100,000 
非同心円環アレイ型音源による無回折超音波ビームの放射方向可制御化に

関する研究 

〃 1,200,000 タッチセンサを利用したバレーボールの戦術支援システムに関する研究 

〃 2,000,000 ＰＭ低減システムの船用ディーゼルエンジンへの実装化 

16 年度 600,000 季節海氷域の形成に関わるアイスバンドの役割 

〃 900,000 
非同心円環アレイ型音源による無回折超音波ビームの放射方向可制御化に

関する研究 

〃 1,000,000 タッチセンサを利用したバレーボールの戦術支援システムに関する研究 

〃 800,000 ＰＭ低減システムの船用ディーゼルエンジンへの実装化 

17 年度 1,900,000 舶用ディーゼルエンジンに実装したＰＭ低減システムの運用評価 

〃 1,500,000 対称性を持つ勾配的 Morse-Smale 制御系の設計・解析支援ツールの開発 

〃 1,000,000 空間多次元粘性保存則に対する解の漸近挙動の研究 
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（資料 選１－１－②―９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

奨学寄附金 件数・研究課題等 一覧 

                            17.12.1 現在 

奨学寄附金            単位：千円 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

１  6,000 4  6,000 ５ 8,100  

内 訳 

【平成１５年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

6,000,000 
鳥羽商船高等専門学校 

奨学後援会会長 
教育助成 

計 6,000,000   

【平成１６年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

700,000 
（財）岡三加藤文化 

振興財団 

バレーボールのリアルタイム戦術支援・ゲーム分析

システム「Touch Volley」 

における動画再生機能の実装と入力端末の開発 

300,000 

 めだかの学校 

 扇芳閣 代表取締役 

谷 口 仙 二 

子供の健全育成教室「めだかの学校」において、自

然エネルギーをテーマ 

とする水車等の設計・製作 

4,000,000 
鳥羽商船高等専門学校 

奨学後援会会長 
教育助成 

1,000,000 （社）日本船主協会 課外活動援助・学生募集対策・船員教育関係 

計 6,000,000 
  

【平成１7 年度】 

金    額 寄  附  者 研    究    課    題 

600,000 
（財）岡三加藤文化 

振興財団 

船舶における救急患者搬送用座席の振動制御に

係る研究助成 

200,000 （財）電気普及財団 
学会（ラスベガス・ネバダ州・アメリカ合衆

国）発表に係る研究助成 

300,000 

めだかの学校 

 扇芳閣 代表取締役 

谷 口 仙 二 

子供の健全育成教室「めだかの学校」におい

て、自然エネルギーをテーマ 

とする水車等の設計・製作 

6,000,000 
鳥羽商船高等専門学校 

奨学後援会会長 
教育助成 

1,000,000 （社）日本船主協会 課外活動援助・学生募集対策・船員教育関係 

計 8,100,000   
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（資料 選１－１－②―１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.1 現在 

共  同  研  究  一  覧 

 

年度 金    額 共 同 研 究 者 研    究    課    題 

192,000 
北海道大学低温科学研究所 

 助教授 大島 慶一郎ほか 

南極季節海氷域におけるアイスバンド構造と

大気場の関係 

262,000 国立極地研究所 南大洋における海氷消長と海洋循環の研究 

 
航海訓練所 教授 

中村   明ほか 
データ放送の船舶における利用に関する研究 

15 年度 

100,000 産業技術共同研究所 
静電的手法を用いた機能性セラミックス材料

および創製プロセスの開発 

192,000 
北海道大学低温科学研究所 

 助教授 大島 慶一郎ほか 

南極季節海氷域の時空間変動とアイスバンド

の関係 

264,000 国立極地研究所 南大洋における海氷消長と海洋循環の研究 16 年度 

 
航海訓練所 教授 

中村   明ほか 
データ放送の船舶における利用に関する研究 

192,000 
北海道大学低温科学研究所 

 助教授 大島 慶一郎ほか 

南極季節海氷域における海氷野およびアイス

バンドの時空間変動 

262,000 国立極地研究所 南大洋における海氷消長と海洋循環の研究 

 
航海訓練所 教授 

石川 道夫ほか 
データ放送の船舶における利用に関する研究 

520,000 
南勢小橋電気（株）品質管理

グループ課長 中山 芳治 
員数管理のできるラベル剥離機の開発 

17 年度 

 
信州大学工学部 教授 

野村 彰夫ほか 

2002 年の南極域成層圏突然昇温に伴う中間

圏界面温度擾乱のライダーデータ解析 
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（資料 選１－１－②―１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

 

（資料 選１－１－②―１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 企画調査専門職員資料） 

受託研究 件数・研究課題等 一覧 

17.12.1 現在 

受託研究                    単位：千円 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

1 1,300 0  1 1,150

 

受託研究内訳 

年度 金    額 研 究 委 託 者 研    究    課    題 

15 年度 1,300,000 
（株）コベルコ 

  マリンエンジニアリング 
付加物による舶用プロペラ効率改善に関する研究 

17 年度 1,150,000 
コベルコイーグル・マリン 

エンジニアリング（株） 
舶用プロペラの経年変化対策法に関する研究 

 

       

 技 術 相 談 一 覧 

       

申  込  者 応  対  者 
№ 受付日 

企 業 等 名 役職等・氏名 相談分野 相談員名 

相 談 内 容 

1 16.9.3 鳥羽商工会議所工業部会 
部会長 

 小 林 嗣 雄 
風力発電 

 

 

 

風力発電システムの開発 

2 17.2.1 小橋電機（株） 
製造技術担当課長

 中 山 芳 治 

モータと機器の 

マイコン制御 
 マイコン制御の技術習得 

3 17.2.3 （株）ダイセン電子工業 
代表取締役 

 蝉   正敏 

モータ駆動によるロボ

ット及び試験機の機械

稼動部分の開発 

 

1.ロボカップジュニア参戦用ロボットにお

ける車両部分の開発 

2.赤外線リモコン用耐久試験機の開発

4 17.6.1 教育サプライ（株） 
講師 

   野 村 宙 士 

マイクロコンピュータ 

応用 

 

 

教育用ロボットに使用する赤外線 

リモートコントロール装置の開発 



鳥羽商船高等専門学校 選択的評価基準 

 121

（資料 選１－１－②―１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１７年７月７日 日本経済新聞） 
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（資料 選１－１－②―１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１７年７月７日 伊勢新聞） 
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（資料 選１－１－②―１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１８年２月７日 伊勢新聞） 
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（分析結果とその根拠理由）  

（ａ）教育研究 

  授業改善のための研究としているため、教育研究はその目的に添った形で行われている。論

文数は多くはないが、ここ数年、論文集等への投稿は毎年数件あり、継続的な活動を行い成果

を上げている。 

  （ｂ）技術研究 

    学生への最新技術の提供に関しては、外部機関への出張、研修状況等により、比較的多くの

教員が最新技術の習得を積極的に行っており、目的に添って活動を行っている。 

    科学技術進展への寄与に関しては、論文発表や外部資金獲得状況で判断すると、平成１５年

以降わずかではあるが、論文集への投稿や学会発表が徐々に伸びてきている。一方、外部資

金獲得状況についても件数は少ないが、少しずつ増えつつある。目的に添った活動は行われ

ているが、整備状況が現段階では途上であり、まだまだ不十分である。 

    地域社会における技術進展への寄与に関しては、共同研究や受託研究、技術相談の状況で判

断すると、それほど良しくはない。これは地域共同テクノセンターがまだ設立して間もない

状況であり、外部機関への働きかけがまだ十分に行われていないことが関係していると推察

できる。一方で、産学連携としてのフォーラムや会議等に出席し、広報活動は積極的に行わ

れてつつある。 

平成１７年度には共同研究の成果が新聞記事になるなど徐々に活動の結果が現れてきており、

目的に添った活動は行われている。今後さらに積極的な活動を展開していく。 

 

 

観点１－③：  研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改善を図っていくための体制が整備さ

れ，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

  研究活動の実施状況については、毎年、自己申告により把握されているが、その問題点を把握し

改善するための体制整備までには至っていない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 研究活動の実施状況や問題点及びその改善を図るための体制としては、点検評価委員会と運営諮

問会議が設置され、機能している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

  技術研究に関しては、外部企業との連絡や学内での科学研究費補助金のための講演会実施等学内

外に渡って活動を実施している点である。 

 

（改善を要する点）  

  より活動が活発化するための具体的な方策や改善のための体制整備が必要がある。 
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（３）選択的評価基準の自己評価の概要 

  教育研究については、従来からの慣習である、教員各自で行うという考え方もあり整備状況と表

現できるほど整備されているわけではない。しかしながら、教務主事が主体となり、教務委員会で

の検討やFDの実施を行い学内活動は活発化している。今後これらを体系化し、整備してゆかねばな

らない。 

  技術研究については、順次整備、実施されてきている。現段階では整備状況と機能状況はほぼ同

一であると捉えることができる。 

   教育研究はその目的に添った形で行われている。論文数は多くはないが、ここ数年、論文集等へ

の投稿が毎年数件あり、継続的な活動を行い、成果を上げている。 

    学生への最新技術の提供に関しては、外部機関への出張、研修状況等により、比較的多くの教員

が最新技術の習得を積極的に行っており、目的に添って活動が行われている。 

    科学技術進展への寄与に関しては、論文発表や外部資金獲得状況により、平成１５年以降わずか

ではあるが徐々に伸びてきている。一方、外部資金獲得状況についても同様である。 

  地域社会における技術進展への寄与に関しては、それほど良くはない。地域共同テクノセンター

がまだ設立して間もない状況であり、外部機関への働きかけをまだ十分に行っていないことが関係

していると考えている。 

  共同研究等へ結びつけるための活動を積極的に行い、平成１７年度には共同研究を獲得し、新聞

記事になるなど徐々に活動の成果が現れつつある状況であり、目的に添った活動を行っている。 

    

    

（４）目的の達成状況の判断 

   目的の達成状況がおおむね良好である。 
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選択的評価基準 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

（１）観点ごとの分析 

観点１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生以

外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

  本校における教育サービスは、主に公開講座という形で提供してきた。 

  本サービスにおいては、主に小中学生等の若年層を対象とし、本校入学希望者への学校紹介を兼 

ねて行った。 

  本サービスの周知方法は以下の２つに大別される。 

(i) 本校ホームページへの掲載 （資料 選２－１－①―２～４） 

(ii) 県内中学校への資料の送付 （資料 選２－１－①―５～８） 

実施におけるテーマに関しては各教員からの申請によるが、申請された一覧については、本校

の広報・公開委員会にて検討される。その際、開講数や対象者について検討がなされ、受講者

数の推移等を勘案して年度ごとに決定している。なお、実施テーマ等の推移（平成１５～１７

年度）を資料 選２－１－①―９に示す。 

一般を対象とした生涯学習等という側面を持った教育サービスは、コンピュータ関連、起業のた 

めのセミナー等を主に行っている。 受講料についても、特に多くの資料を必要としないことおよ 

び学内設備を利用できることから、ほぼ全てを無料（必要に応じてテキスト代のみ）とし、受講し 

やすくしている。 

  実施における周知方法としては、 

(i)本校ホームページへの掲載 （資料 選２－１－①―１０） 

    (ii)市等の広報への掲載 （資料 選２－１－①―１１、選２－１－①―１２） 

実施におけるテーマに関しては各教員からの申請により、本校の広報・公開委員会にて検討され 

る。開講数や対象者を含め、受講者数の推移等を勘案して年度ごとに決定している。 

地域の企業等に就業している技術者を対象とした教育サービスは、外部企業からの要望を勘案し

て決定している。 

実施における周知方法は 

 (i)本校ホームページへの掲載 

     (ii)外部企業への連絡 

  などである。     

  この場合、特に地域企業等との連携が必要である。平成１５年度公開講座について、伊勢商工会 

議所との打ち合わせ例を示す（資料 選２－１－①―１３）。これを受けて伊勢商工会議所と参画 

企業においてアンケートを実施し、参加する人数や参加希望テーマについての調査を行った（資料 

選２－１－①―１４、選２－１－①―１５、選２－１－①―１６）。その結果、平成１５年度に 

“電子技術講習会”を開催した。 
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（資料 選２－１－①―１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選２－１－①―２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鳥羽商船高専 ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鳥羽商船高等専門学校 選択的評価基準 

 129

（資料 選２－１－①―３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鳥羽商船高専 ホームページ） 
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（資料 選２－１－①―４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鳥羽商船高専 ホームページ） 
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（資料 選２－１－①―５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度公開講座 送付先中学校一覧 

      

整理番号 住          所 中学校名 整理番号 住          所 中学校名 

1 伊勢市粟野町 777 城田 中学校 31鳥羽市安楽島町村山 1451-19 鳥羽東 中学校

2 伊勢市磯町尾立 2225 御園 中学校 32鳥羽市浦村町 1744 鏡浦 中学校 

3 伊勢市一之木 5-5-3 厚生 中学校 33鳥羽市岩倉町 105 加茂 中学校 

4 伊勢市上野町 823 沼木 中学校 34鳥羽市神島町 505-2 神島 中学校 

5 伊勢市神田久志本町 1645 倉田山 中学校 35鳥羽市相差町 1910 長岡 中学校 

6 伊勢市西豊浜町 2736 豊浜 中学校 36鳥羽市答志町 2220-5 答志 中学校 

7 伊勢市竹鼻町 100 港 中学校 37度会郡玉城町田丸 114-1 玉城 中学校 

8 伊勢市中村町 458 五十鈴 中学校 38度会郡小俣町相合 750 小俣 中学校 

9 伊勢市東大淀町 15 北浜 中学校 39度会郡度会町棚橋 300 度会 中学校 

10 伊勢市二俣 4-5-3 宮川 中学校 40度会郡南勢町船越 1873 五ケ所 中学校

11 志摩郡阿児町鵜方 3347-2 文岡 中学校 41度会郡南勢町田曾浦 3813 宿田曽 中学校

12 志摩郡阿児町甲賀 2088-1 東海 中学校 42度会郡南勢町迫間浦 1113-1 南海 中学校 

13 志摩郡阿児町国府 3705-2 安乗 中学校 43度会郡二見町荘 2037-2 二見 中学校 

14 志摩郡磯部町恵利原 1300 磯部 中学校 44度会郡南島町慥柄浦 6-4 南島 中学校 

15 志摩郡磯部町的矢 840 的矢 中学校 45度会郡南島町小方寵 20 南島西 中学校

16 志摩郡志摩町越賀 1877 越賀 中学校 46度会郡大内山村 926 大内山 中学校

17 志摩郡志摩町片田 1677 片田 中学校 47度会郡大宮町滝原 1889 大宮 中学校 

18 志摩郡志摩町和具 303 和具 中学校 48度会郡紀勢町崎 4464-3 柏崎 中学校 

19 志摩郡大王町船越 1903 船越 中学校 49度会郡紀勢町錦 71 錦 中学校 

20 志摩郡大王町波切 1520 波切 中学校 50津市桜橋 2-38-1 橋北中学校 

21 志摩郡浜島町塩屋 604-5 浜島 中学校 51津市中河原 356-2 東橋内中学校 

22 松阪市垣鼻町 1790-1 久保 中学校 52津市東古河町 7-1 西橋内中学校 

23 松阪市鎌田町 656 鎌田 中学校 53津市上弁財町津興 2537-4 橋南中学校 

24 松阪市魚見町 884 東部 中学校 54津市高茶屋 4-44-1 南郊中学校 

25 松阪市曲町 4-8 西 中学校 55津市一色町 219 西郊中学校 

26 松阪市小片野町 228 大江 中学校 56津市一身田中野 880-1 一身田中学校 

27 松阪市殿町 1508-1 殿町 中学校 57津市大里睦合町 820-1 豊里中学校 

28 松阪市立野町 1344 中部 中学校 58津市垂水 2622-1 南が丘中学校 

29 多気郡多気町相可 1540 多気 中学校 59安芸郡河芸町上野 2010 朝陽中学校 

30 多気郡明和町坂本 1264-41 明和 中学校 60安芸郡芸濃町椋本 5147 芸濃中学校 
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（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

 

 

 

整理番号 住          所 中学校名 整理番号 住          所 中学校名 

61 安芸郡美里村三郷 450 美里中学校 91四日市市高角町 2068-2 三滝中学校 

62 安芸郡安濃町東観音寺 494-1 東観中学校 92四日市市下海老町 2662-1 大池中学校 

63 久居市西鷹跡町 494 久居中学校 93四日市市平津町 409-2 朝明中学校 

64 久居市一色町 940 久居西中学校 94四日市市西村町 2787-2 保々中学校 

65 久居市井戸山町 721-1 久居東中学校 95四日市市松本 810 常磐中学校 

66 一志郡香良洲町桜町 128 香海中学校 96四日市市笹川 4-104 西笹川中学校 

67 一志郡一志町高野 2609 一志中学校 97四日市市三重 8-1 三重平中学校 

68 一志郡白山町川口 471-6 白山中学校 98四日市市羽津甲 26 羽津中学校 

69 一志郡嬉野町下之庄 1725 嬉野中学校 99四日市市北山町 1169 西朝明中学校 

70 一志郡美杉村八知 5800 美杉中学校 100四日市市桜町 1604 桜中学校 

71 三重県一志郡三雲町中道 345 三雲中学校 101四日市市波木町 697 内部中学校 

72 飯南郡飯南町粥見 566 飯南中学校 102三重郡菰野町菰野 1192 菰野中学校 

73 飯南郡飯高町宮本 216 飯高西中学校 103三重郡菰野町田光 3308-18 八風中学校 

74 飯南郡飯高町宮前 927 飯高東中学校 104三重県三重郡楠町北五味塚 2060-72 楠中学校 

75 多気郡大台町新田 712 協和中学校 105三重郡朝日町柿 2838 朝日中学校 

76 多気郡大台町上三瀬 903-1 大台中学校 106三重郡川越町豊田一色 67 川越中学校 

77 多気郡勢和村片野 2254 勢和中学校 107鈴鹿市国府町 7781-1 平田野中学校 

78 多気郡宮川村茂原 643-8 宮川中学校 108鈴鹿市加佐登 3-1-1 白鳥中学校 

79 松阪市久保町 1843 三重中学校 109鈴鹿市十宮 4-1-1 神戸中学校 

80 伊勢市楠部町 138 皇學館中学校 110鈴鹿市北堀江 2-15-1 大木中学校 

81 四日市市西浦 2-5-36 中部中学校 111鈴鹿市東玉垣町 2863 千代崎中学校 

82 四日市市高浜町 1-4 橋北中学校 112鈴鹿市中旭が丘 4-5-62 白子中学校 

83 四日市市十七軒町 10-41 港中学校 113鈴鹿市秋永町 1839 天栄中学校 

84 四日市市塩浜 4096 塩浜中学校 114鈴鹿市長澤町 1867-1 鈴峰中学校 

85 四日市市東阿倉川 70 山手中学校 115鈴鹿市三日市町 1803-8 創徳中学校 

86 四日市市天カ須賀 5-3-10 富州原中学校 116亀山市西丸町 564 亀山中学校 

87 四日市市東茂福町 4-19 富田中学校 117亀山市田村町 75 中部中学校 

88 四日市市西日野町 268-2 笹川中学校 118鈴鹿郡関町新所町 1863-2 関中学校 

89 四日市市前田町 18-17 南中学校    

90 四日市市西山町 7229 西陵中学校    
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（資料 選２－１－①―６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年６月２３日 

 

各 中 学 校 長 殿 

 

 

鳥羽商船高等専門学校長 

  山 田 猛 敏 

    〔公 印 省 略〕 

 

公開講座開設について（ご案内） 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本年も中学生を対象に、下記公開講座を別紙案内のとおり開催することにい 
たしました。 
つきましては、貴校生徒の参加についてご配慮くださるようお願い申し上げます。 
希望者がありましたら、ご面倒ですが参加申込書にお取りまとめの上、下記の期日 

までに、本校庶務課庶務係あてＦＡＸまたは、郵送いただきたくお願い申し上げます。 
 

記 
 

講  座  名 申  込  期  日 

おもしろ理科実験 平成１７年７月４日(月)～１５日（金） 

オープンキャンパス 
１回目 平成１７年７月４日(月)～１５日(金) 

２回目 平成１７年７月４日(月)～１５日(金) 

３回目 平成１７年９月２６日(月)～１０月７日(金) 

手作り太陽電池 平成１７年７月４日(月)～１５日（金） 

レゴを用いたロボット実験 平成１７年７月４日(月)～１５日（金） 

ホームページ作成講座 平成１７年７月４日(月)～１５日（金） 
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（資料 選２－１－①―７） 

平成１７年度公開講座 

「レゴを用いたロボット実験」 

【講座内容】 

中学生を対象とした自分でロボットを組み立てる体験実習です。多足歩行ロボッ 

ト、迷路脱出ロボットなどからテーマを１つ選び、ロボットの構造や各種センサ 

ーの働き、動作制御のためのプログラミングを学びます。２人で１台のロボットを 

作り、完成後には相撲対決やタイムを競う競技会を行います。レゴブロックとコ 

ンピュータを組み合わせた「LEGO MIND STORM」というキットを使用しますので初 

心者でも簡単にロボット工作とプログラミングを体験できます。ロボットやマイ 

コンの世界への第一歩として最適な講座です。 

 

・製作するロボットの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ８月２日（火）～８月３日（水） ９：００～１６：００ 

場所 鳥羽商船高等専門学校 ３号館３階 回路通信実験室 

募集定員 １６人（中学生） 

参加費用 無料 

受付期間 ７月４日（月）～７月１５日（金） 

申し込み方法 学校単位で所定の申込書を郵送または FAX にてお送りください 

先着順に受け付け、定員になり次第締め切ります 

 

【申込・問い合わせ】 

〒517-8501 鳥羽市池上町 1-1 

鳥羽商船高等専門学校 庶務課庶務係 

TEL:0599-25-8013 FAX:0599-25-8016 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

多足歩行ロボット：クランク運動を使って

６本の足で歩行します 

ライントレースロボット：センサーがラ

インを判断し、その上をなぞって進みま
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（資料 選２－１－①―８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 

１．内容 

（１）自分で作るレゴロボット 
「LEGO MIND  STORM」という 組み

立てキットを使って、ライントレースと呼

ばれる、線をなぞって進むロボットを組み

立てる体験実習 

（２）クリーンエネルギの利用 
自然の力（太陽光、風）を利用して電気をつ

く る仕組みを理解し、実際に実験を行う体験

実習 

（３）音声認識体験 
パソコンの操作をキーボードやマウスを用

いるのではなく 、音声（言葉）によって行う

体験実習 （１）自分で作るレゴロボット 

（２）クリーンエネルギの利用 （３）音声認識体験 

２．日程 

1 回目 平成 17 年 7 月 29 日(金)  9:30～

16:00 

2 回目 平成 17 年 8 月 19 日(金)  9:30～

16:00 

3 回目 平成 17 年 10 月 15 日(土)  9:30～

16:00  

※同じ内容を３回開催します。また、１の(1)～(3)

の３  

種類全てを体験できます。 

３．場  所 本校実験室 

４．募集定員 各開催ごとに２４名 

５．講 習 料  無料 

※実施内容は、生徒が実験や実習をし、体験する

６．受付期間 

1 回目 平成 17 年 7 月 4 日(月)～15 日(金) 

2 回目 平成 17 年 7 月 4 日(月)～15 日(金) 

3 回目 平成 17 年 9 月 26 日(月)～10 月 7 日

(金)  

※ 先着順に受付け、定員になり次第

締め切ります。(但し、受付は土・

日を除く) 

 

７．申込・問い合わせ 

 〒517-8501 鳥羽市池上町 1 番 1 号 

 鳥羽商船高等専門学校 庶務課庶務係 

  TEL 0599-25-8013,FAX 0599-25-8016 

※申込は学校単位で所定の申込書を用いて行っ

てください。 
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（資料 選２－１－①―９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 1５年度 公開講座等実施一覧 

 
講  座  名  称 開 催 期 間 受講対象者 

募集人

員 
参加人数 

誰でもできるカヌー・ボート

製作教室 

6/13（金）18：00～21：00 

6/14・21・28・7/5(土) 

     9：00～16：00 

6/29(日)13：00～16：00

一   般 １５  ７ 

表計算ソフト入門講座 
7/22（火）～7/24（木） 

18：00～21：00 
一   般 ２０ 6 

楽しいロボットづくり 
7/31（水）～8/1（金） 

9：00～16：00 
中 学 生 ２０ ８ 

中学生のためのおもしろパ

ソコン講座 

8/4（月）～8/7（木） 

9：00～15：00 
中 学 生 ３０ １６ 

中学生のための現代数学入

門 

8/19（火））～8/21（木） 

9：30～15：30 
中 学 生 ２０  ２ 

ホームページ作成講座 
10/14（火）～10/17（金） 

18：00～21：00 
一   般 ２０ ４ 

公 

 

 

開 

 

 

講 

 

 

座 

電子技術講習会 

11/19（水）～21（金） 

11/27（木）・28（金） 

18：00～21：00 

技 術 者 １０ ６ 

海洋体験教室 8/3（日） 
小・中学生（親子

参加型） 
 780 

大 
学 
開 
放 

おもしろ理科実験 7/28（月） 中 学 生 ４０   ４２ 
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平成１６年度 公開講座等実施結果一覧 

講  座  名  称 開 催 日 時 受講対象者 （応募人員） 

受講人員 

受講料 

おもしろ理科教室 
7/28(水) 

10：00～15：00 
中学生 

（40） 

15 
無料 

オープンキャンパス 
7/30（金）・8/20（金）・10/16（土） 

9：３0～1５：５0 
中学生 

（24×3 回） 

49 
無料 

手作り太陽電池 8/3（火）・4（水） 中 学 生 
（10） 

７ 
無料 

ホームページ作成講座 
10/18（月）～10/20（水） 

18：00～21：00 
一   般 

（20） 

19 
無料 

バレーボールのスキルクリニック 

10/18 （月 ） ・10/21 （木 ）・10/25 （月 ） ・

10/28（木） 

19：00～21：00 

一   般 
（40） 

24 
無料 

ロボコンＰＲ活動 3/19（土）～３/20（日） 
小・中学生 

一  般 
 無料 

みえアカデミックセミナー２００４ 7/２２（木） 一 般 120 無料 
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（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 公開講座等実施結果一覧 
講  座  名  称 開 催 日 時 受講対象者 (募集人員) 

受講人員 
受講料 

表計算ソフト入門講座 
7/11(月)～7/13(水) 
18：00～21：00 

一   般 
(20) 
延べ 56 

無料 

レゴを用いたロボット実験 
8/2(火)～8/3(水) 
9：00～16：00 

中学生 
(16) 
20 

無料 

ホームページ作成講座 
8/8(月)～8/9(火) 
9：30～16：00 

中学生 
(30) 
12 

無料 

おもしろ理科実験 
8/１(月)  
10：00～15：00 

小中学生 
(40) 
26 

無料 

海洋体験教室 8/6（土）～8/8（月） 
中学生及び親
子(小学生） 

(40) 
４８５ 

無料 

手作り太陽電池 
8/4(木)～8/5(金) 
9：30～16：00 

中 学 生 
(8) 
8 

無料 

オープンキャンパス 
7/29(金)、8/19(金) 
10/15(土) 
9：30～16：00 

中 学 校 
(24×3 回) 
延べ 66 

無料 

ロボコンＰＲ活動 ３月２１日（火） 
小・中学生 
一  般 

― 無料 

みえアカデミックセミナー２００５ ７月２７日（水） 一 般 ― 無料 

みえベンチャーカレッジ 
5/16(月)～9/8(木) 
計８回 

本校 4・5 学年 
一 般 

― 無料 
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（資料 選２－１－①―１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鳥羽商船高専 ホームページ） 
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（資料 選２－１－①―１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：広報とば 平成１７年６月１６日発行） 
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（資料 選２－１－①―１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：広報しま 平成１７年６月２１日発行） 
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（資料 選２－１－①―１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選２－１－①―１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選２－１－①―１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選２－１－①―１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

  教育サービスにおいては外部企業等と連携を取り、要望に添った公開講座を実施するなど外部

との連携を意識し、実施している点が特徴である。 

    教育サービスについては、具体的に方針を策定し、計画され継続的に実施している。 

 

 

観点１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

   受講者の満足度を示すアンケートを実施したアンケート結果を資料 選２－１－②―２に示す。

（資料 選２－１－②―１） 

   また、アンケート結果以外としては、公開講座における活動を学会などで発表する、新聞等で

報道される等の事例があり、本校におけるサービスをより広く紹介するといった活動も積極的に

行っている。（資料 選２－１－②―３、資料 選２－１－②―４，資料 選２－１－②―５、

資料 選２－１－②―６） 

具体的な公開講座の実施方針やテーマ等を検討し、改善するためのシステムとしては広報公開

委員会があり、機能している。（資料 選２－１－②―７） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 アンケート結果から、公開講座ごとの違いはあるものの、各講座において過半数以上が“十分満

足できた”であり、さらに“概ね満足できた”も加えるとほぼ８割以上が満足できたとの結果にな

っているため、受講者の満足度は高く、活動の成果を上げていると捉えることができる。 

 改善のシステムについては、広報・公開委員会があり、機能している。 
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（資料 選２－１－②―１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庶務課 庶務係資料） 
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（資料 選２－１－②―２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２　おもしろ理科実験

A 充分満足できた

73.1%

B 概ね満足できた

15.4%

E 全く満足できなかった

0.0%

D あまり満足できなかっ

た

0.0%

C 普通

   7.7%

F 未回答

3.8%

図１　オープンキャンパス

D あまり満足できなかっ

た

0.0%

E 全く満足できなかった

0.0%

A 充分満足できた

61.2%

B 概ね満足できた

28.4%

C 普通

10.4%

F 未回答

0.0%
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図３　レゴを用いたロボット実験

A 充分満足できた

70.0%

B 概ね満足できた

20.0%

F 未回答

0.0%

E 全く満足できなかった

0.0%

C 普通

　　   5.0%

D あまり満足できなかっ

た

5.0%

図４　手作り太陽電池

E 全く満足できなかった

0.0%

F 未回答

0.0%

A 充分満足できた

87.5%

D あまり満足できなかっ

た

0.0%

B 概ね満足できた

12.5%

C 普通

  0.0%
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図５　ホームページ作成講座

F 未回答

0%

E 全く満足できなかった

0%

D あまり満足できなかった

0%

B 概ね満足できた

0%

C 普通

       0%

A 充分満足できた

100%

図６　公開講座全体

E 全く満足できな
かった
0.0%

F 未回答
0.8%

D あまり満足でき
なかった
0.8%

B 概ね満足でき
た
21.1%

C 普通
  7.5%

A 充分満足でき
た
69.9%
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（出典：庶務課 庶務係資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７　表計算ソフト入門講座

A　満足できた
55%

B ある程度満足
25%

C やや不満
0%

Ｅ　未回答
20%

D 不満
     0%
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（資料 選２－１－②―３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：日本航海学会誌 第１４３号 p172-179） 
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（資料 選２－１－②―４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鳥羽商船高等専門学校紀要 第２３号 p21-25） 
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（資料 選２－１－②―５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：毎日新聞 平成１５年７月６日） 
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（資料 選２－１－②―６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：読売新聞 平成１５年７月６日） 
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（資料 選２－１－②―７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成１７年度 第１回広報・公開委員会資料） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 （ａ）アンケート結果から、受講者の満足度が高い点 

  （ｂ）外部との連携を取り、具体的な意見を徴収し、検討することができるようにしている点 

 

（改善を要する点） 

  出前授業や出前講座が計画されているが、実施数が少ないため、今後増やすように努め活動範囲

を広げていく。 

 

（３）選択的評価基準の自己評価の概要 

   教育サービスにおいては外部企業等と連携を図り、要望に添った公開講座を実施するなど外部

との連携を意識し、実施している点に特徴がある。 

   受講者アンケート結果から、公開講座ごとの違いはあるものの、各講座において過半数以上が

“十分満足できた”とあり、さらに“概ね満足できた”も加えるとほぼ８割以上が満足できたと

の結果になっているため、受講者の満足度は高く、活動の成果が十分上がっている。 

 改善のシステムについては、広報・公開委員会で実施され、機能している。 

 今後、県や市の教育委員会等と連携をとり、出前授業の実施について具体的に検討し、活動範囲

を広げることが必要である。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

   目的の達成状況がおおむね良好である。 
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